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人権尊重
の社会
～同和問題（部落差別）をはじめとする

人権問題理解のために～

青少年指導者用



はじめに

　わが国の憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、

信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会

的関係において、差別されない」と定めています。

　しかし、今日なお、同和問題をはじめ子供や女性、障害者、民族、

人種等による差別問題等、人権に関わる様々な問題があります。

　また、最近は、インターネット等の普及に伴い新たな人権問題も

発生しています。人権問題の解決のためには、家庭、職場、地域社

会などの全ての領域で人権尊重の理念が実現されることがきわめて

大切です。

　東京都では、個人の尊厳と自由・平等が最大限尊重される差別の

ない社会の実現を目指し、「東京都人権施策推進指針」及び「東京

都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条

例」に基づき、人権施策を総合的に推進しています。

　この冊子は、日頃から、青少年の健全育成に関わっておられる皆

様に、様々な人権問題を、身近な問題として取り上げ、理解と認識

をより一層深めていただくための一助として作成したものです。

　広く御活用されますよう心から希望いたします。

令和５年３月

東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部
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  相手への配慮とセキュリティ対策
　人権を侵害するような書き込みに対しては、プロバイダ責任制限法に基づき、被害者がプロバ
イダ等に対してインターネット上の書き込み削除や書き込みをした者の情報開示を求めるなどの
対応が行われています。また、プロバイダでは、法務省の人権擁護機関から削除要請を受けた場
合にも対応しています。
　一方で、最近では、他人になりすましたり、プロバイダを特定できない形で書き込んだりする
など、手段が悪質かつ巧妙化しています。
　個人、行政、企業等を問わず、情報の収集や利用に当たっては、利便性を享受するだけではな
く、他者の人権への配慮に心がけるとともに適切な情報セキュリティ対策をとることが大切です。

６からだとこころの性が一致せず 苦しんでいる人がいます
  「性自認」とは
　性自認とは、自分自身の性別を自分でどのように認識しているかということで、「心の性」と言
い換えられることもあります。多くの人は、性自認、身体の性（出生時に判定された性別）、自分
の性別をどのように表現するか（「性別表現」といわれることもあります）は、女性・男性のどちら
かで一貫しています。しかし、これらの性別が一貫しておらず、性自認と自分の身体の性、また
一般に身体の性にふさわしいとされる性別表現との間に違和感を持つ人たちがいます。
　このため、身体の性とは異なる性別で生活を送っている人、あるいは送りたいと思っている人
たちは、望む性別で取り扱われないことにより、ストレスや苦痛を感じています。偏見の目で見
られ、差別的な取り扱いを受けることもあります。また、学齢期には、性別表現が一般的なもの
からずれていることで、いじめに遭ったり、そのせいで不登校になったり、自分の問題を家族や
友人に言えずに悩んでいる人がいます。さらに、このような人たちの中には自殺を考える人がい
るという調査結果もあります。
　平成16（2004）年に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」では、
性同一性障害者であって、一定の基準を満たす者については、性別の取扱いの変更の審判を受け
ることができるとされています。しかし、この法律の要件を満たすことができず、戸籍上の性別
が変更できないために通院治療、海外渡航、就職、結婚などにおいて生活上の不利益が生じて
も、解消できないまま生活している人たちがたくさんいます。
※令和元年（2019）年５月に世界保健機関（WHO）が発行している「疾病及び関連保健問題の国際
統計分類（ICD）」から性同一性障害が「精神疾患」から除外され、「性の健康に関連する状態」とい
う分類の中にgender incongruence（仮訳「性別不合」）が新設されました。
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※令和元年（2019）年５月に世界保健機関（WHO）が発行している「疾病及び関連保健問題の国際
統計分類（ICD）」から性同一性障害が「精神疾患」から除外され、「性の健康に関連する状態」とい
う分類の中にgender incongruence（仮訳「性別不合」）が新設されました。
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巻頭論文
経済格差、関係格差、意欲格差
～「無欲」な若者の生きづらさをめぐって～

筑波大学教授　土井　隆義
1. 経済格差と意欲格差
●格差の拡大と固定化
　最近、親ガチャという言葉をよく耳にします。ガチャを引いて何が当たるかは運任せです。と
きには一発で大当たりすることもありますが、いくら課金してもつまらないモノしか入手できない
こともあります。同じように、私たちはどんな親の元に生まれてくるかを選べません。そこには当
たりもあれば外れもあります。自分の人生が希望通りにいかないとしたら、それは出生時の運が
悪くて外れを引いてしまったから。親ガチャにはそんな思いが込められています。
　近年の日本では、経済格差が拡大するなかで、親の収入が子どもの人生にかつて以上の大きな
影響を及ぼすようになっています。経済格差の拡大が学力格差の拡大を招き、それが格差の固定
化を助長していることは、すでによく知られた事実でしょう。子どもの教育にかけられる時間や
費用は、家庭の経済状況によって大きく異なるからです。親ガチャという言葉が急激に広まった
背景の一つには、このような経済事情があります。
　「いや、昔はもっと貧しかったが、みんな歯を食いしばって頑張ったものだ。自分の努力不足を
棚に上げて親をガチャに例えるなど、もってのほかだ」という意見もあるでしょう。しかし、「親ガ
チャに外れた」と語る若者の多くは、けっして親を非難しているわけではありません。そもそも親
ガチャとは、幼少期に親から虐待を受けて育った経験を持つ者が、自らの生きづらさを周囲の人
たちに語る時に使い始めた言葉です。それがやがて経済格差へと拡張して用いられるようになっ
たのです。
　たとえば、自分とはまったく異なった環境を生きてきた友人に向かって、「親から虐待を受けて
いる」とか、「親に学費を出してもらえない」とか、家庭のネガティブな事情をストレートに伝えて
しまうと、その友人は驚くと同時に、どう反応してよいか分からず困惑しかねません。そのような
状況を回避し、相手に心理的負担をかけまいと気遣う「ぼかし表現」の一つが親ガチャなのです。
そこにあるのは親に対する怨恨ではなく、むしろ他者との相互理解に対する諦

てい

観
かん

だといえます。

●高原化した日本社会
　いくら言葉を尽くして伝えようとしても、自分のこの生きづらさはどうせ相手に分かってなども
らえないだろう。そう考えて相互理解への努力を放棄してしまいがちなのは、育ってきた家庭環
境が互いにあまりにも違いすぎると思っているからです。そして、そのような思いの背後にある
のも格差の拡大です。したがって、それは自らの人生に対する諦観であるともいえます。自分の
人生が希望通りいかなくても仕方がない、それは宿命のようなものだから、そのまま受け入れて
生きていくしかないと諦

あきら

めがちになっているのです。
　このように述べると、今度は「最近の若者はハングリー精神に欠けるのではないか」といった批
判が聞こえてきそうです。しかし、日本社会はすでに右肩上がりの時代を終えて、いまや平坦な
時代へと移行しています。国民一人当たりのＧＤＰ（１）の推移を見ればそれは一目瞭

りょうぜん

然で、21世紀

1
１ はじめに 「̶トー横」問題とは
　皆さんは、東京都における「トー横」問題を知っていますか。この問題は、様々な形で報道されています
ので、ご存知の方も多いと思います。
　夜を中心に、数多くの青少年や若年成人が、新宿区歌舞伎町にある東宝ビルの横付近で寄り集まって
過ごしています。「東宝ビルの横」のため、「トー横」と名付けられています。現在は主に東宝ビルに面し
ている「シネシティ広場」周辺に座り込んでいたりもします。こうした現象は、令和期に入るくらいの頃か
ら注目されるようになりました。
　単に「トー横」に集まって過ごすだけであれば、問題にはならないかもしれません。しかし、「トー横」
に集まる青少年らが、犯罪被害にあう場合も多く見られるのです。さらには、犯罪加害に加担する場合も
見られます。青少年らの行為が、犯罪や少年警察活動規則上の「不良行為」に該当する行為となることも
あります。とりわけ、「トー横」では、青少年らによる処方薬等のオーバードーズ（過剰摂取）や自傷行為
も問題となっています。
　ただ、繁華街に集まる青少年らの問題は、東京都だけではなく、大阪市や福岡市など他の大都市でも
顕在化しています。大阪市中央区道頓堀の「グリコサイン」下あたりを指す「グリ下」や、中央区天神の「警
固公園」などにも青少年らが集まってきており、やはり犯罪被害等が問題となっています。このように、同
様の現象が、日本全国の都市部で問題となっているのです。
　こうした青少年が犯罪の被害や加害に直面している問題は、健全育成を図る上でも、警察や行政だけ
でなく、広範に各地域の人々にも解決への協力が求められています。「トー横」問題は、単に繁華街の地
域だけの問題ではないのです。
　そこで、本稿では、「トー横」問題と地域の力について考えていきたいと思います。

２ 青少年を取り巻く状況
　始めに、現在、青少年がどのような状況に置かれているのかを見ていきたいと思います。

（１）数の上に表れている変化
　まず、青少年に関わる様々な統計を通して見えてくる現在の状況の変化を確認していきます。
　少年非行に関して、平成16（2004）年以降、令和３（2021）年まで少年による刑法犯等検挙人員も少年
人口比（少年10万人当たりの検挙人員）も大幅な減少傾向にありました（図１参照）。特に平成24（2012）
年以降は、戦後最少を記録し続けていました。人員の減少には、もちろん少子化の影響も考えられます
が、少年人口比を見ても減少傾向に変わりがありませんでした。この点は、少年の性質の変化も背景にあ
ると思われます。ただ、令和４（2022）年からは、少年の検挙人員も人口比も増加してきており、今後注視
していく必要があります。
　逆に、児童相談所における児童虐待相談対応件数は、一貫して増加傾向にあります（図２参照）。平成
12（2000）年５月には、「児童虐待の防止等に関する法律」が制定されましたが、増加に歯止めがかから
ない状況です。もちろん、こうした状況には、児童虐待が許されないことという認識が広まっていき、通報

等の件数が増加したことも背
景としてあるでしょう。
　また、小・中学校の不登校児
童生徒数も、平成25（2013）
年以降、もっぱら増加傾向が
続いています（図３参照）。背景
として、児童生徒の不登校を容
認する政策の影響も考えられ
ます。平成28（2016）年12月に
は、「義務教育の段階における
普通教育に相当する教育の機
会の確保等に関する法律」が成
立しました。こうした法律による
フリースクールなどの学びの選
択肢の拡大もありますが、増加
傾向が一方的に続いているの
は、学校へ行きたくない、行き
づらいという児童・生徒が増え
ているからなのではないでしょ
うか。
　さらに、青少年を取り巻く状
況として、重大なことに、青少
年の自殺の増加が挙げられま
す（図４）。特に、中学生及び高
校生の自殺の増加傾向は深刻
な状態にあると言えます。
　このように検討してくると、青
少年の「生きづらさ」の現れと
して、他害的・反社会的な行動
が弱まり、自傷的・非社会的な
行動が前面に出てきているよう
にも見えます。

（２）法制度の変容
　次に、近年の青少年を取り巻
く法制度の変容について考えて
いきます。
　平成30（2018）年には、民
法の改正により成年年齢の引
下げが行われ、成年年齢が20
歳から18歳になりました。この
引下げは、令和４（2022）年４
月から施行されています。ただ、現実には、18歳・19歳の若者は未成熟である場合が多いと言えるため、
悪質な契約等による被害からの保護の必要性が依然としてあります。

　さらに、こうした民法の改正
による成年年齢の引下げに合わ
せて、少年法の改正も行い、少
年年齢も20歳未満から18歳未
満に引き下げるべきとの議論が
起こりました。しかし、少年法の
仕組みが果たしてきた再犯・再
非行防止の効果も考慮され、最
終的には、民法の改正に合わ
せた少年年齢の引下げにはなら
ず、少年年齢は20歳未満のまま
となりました。ただ、18歳・19歳
の「特定少年」の年齢層が新た
に設けられました。「特定少年」
に対しては、保護手続と刑事手

続の特例が定められています。これまで通り、保護処分を優先しつつも、「大人」と同じような刑事裁判
の手続につなげやすくするなど、17歳以下の少年とは異なる手続としています。
　少年法では、14歳以上の少年による犯罪や14歳未満の少年による触法行為（刑罰法令に触れる行為）
をしていなくても、所定の行状・性癖が見られ、その性格・環境に照らして、近い将来、犯罪や触法行為を
行う可能性の高い少年は、家庭裁判所の少年審判の対象となり、保護観察や少年院送致等を行うことも
できるようになっています。
　こうした少年を「虞犯（ぐはん）少年」と言います。少年の健全育成を図る上でも、犯罪などを未然に防
ぐことが大切であるため、このような規定が少年法上に置かれているのです。
　しかし、「特定少年」に対しては、虞犯規定が適用されないことになりました。これまでは、18歳・19歳
の少年も、保護的な観点から、虞犯規定によって犯罪への関与を防ぐことができたのに、残念ながらでき
なくなってしまいました。
　青少年を取り巻く情勢として、現代の日本社会において、青少年への眼差しの変化が読み取れます。実
態として、判断能力も社会経験も十分でなく、未成熟であるにもかかわらず、「大人」としての扱いを受け
ています。さらに、自分で決定させて、自分で全ての責任を取らせるという〈自己決定／自己責任〉の論理
への組み込みも見られます。現実には、「大人」と青少年とで、「情報の非対称性」があります。そのため、
経験や知識の少ない青少年が「大人」に利用・搾取される場面も見られます。よく考えずに申し込んだ「闇
バイト」で末端の犯罪行為に加担させられるのも、そうした一例と言えるでしょう。

（３）「心の傷」とその影響に関する研究
　アメリカ合衆国における研究では、「逆境的小児期体験」（Adverse Childhood Experiences: ACE）
が、その後の成長発達に大きな影響を及ぼすことが明らかになっています１。ACEとは、小児期に児童虐
待や家庭の機能不全を体験していることを指します。ACEが、子どもの社会性・情動・認知の発達を阻害
し、それが健康上リスクのある行動を取ることにもつながり、さらには疾病や障害、犯罪・非行などにとっ
てもリスク要因となるのです。子どもの「心の傷」が、その後のライフコースに多大なる影響を及ぼすこと
になり得ます。
　法務省法務総合研究所の研究でも、保護観察処分少年と少年院在院者のACEを調査したところ、保
護観察処分少年の56.5%、また少年院在院者の86.3%が何らかのACEの項目に該当していることが分
かりました２。また、非行性が進むほどACEを有する傾向が高いとしています。
　ただ、これらの結果はACEというリスク要因との相関関係の問題であって、因果関係ではありません。

保護要因を強化し、レジリエンス（回復力）を高めることで、問題行動等との相関性は弱まり、その発現は
抑制され得ます。保護要因として、「肯定的小児期体験」（Positive Childhood Experiences: PCE）や子
育てに対する周囲からの支援を挙げることができます。PCEには、「高校で帰属意識を持てた」、「友人か
ら支えられていると感じた」、「地域の伝統行事に楽しく参加できた」などがあるとされています３。
　また、ACEを念頭に置くと、「トラウマ・インフォームド・ケア」の視点を持つことも重要であるとされま
す４。「トラウマ・インフォームド・ケア」の視点を持つというのは、対象となる人の何らかの問題行動の背
景には、その人のトラウマ体験があることを想定して対応する必要があるということです。そうすることで、
対象となる人の再受傷化（再トラウマ化）を防ぐこともできます。こうした視点を持つことは、青少年の健全
育成に当たる方々にとっても必要となっています。

３ 青少年らはなぜ「トー横」に集まるのか
　それでは、青少年らはなぜ「トー横」に集まるのでしょうか。
　アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグは、「第三の居場所（サードプレイス）」論を唱えています５。社
会には、「第三の居場所」と呼べる場所があり、機能しているというのです。オルデンバーグによると、「第
三の居場所」の特徴として、①「中立の領域」、②「人を平等にするもの」、③「会話がおもな活動」、④「利
用しやすさと便宜」、⑤「常連」、⑥「目立たない存在」、⑦「その雰囲気には遊び心がある」、⑧「もう一つ
のわが家」といった点があるとされています。また、「第三の居場所」から個人が受ける恩恵として、①「目
新しさ」、②「人生観」、③「心の強壮剤」、④「ひとまとまりの友人たち」があるとしています。
　こうした家庭でも職場でもない居場所は、そこに集う人達へ充実感や自己有用感などを与えるもので
す。例えば、仕事帰りに寄るなじみの飲み屋や、週末の草野球のような趣味の集まりも、「第三の居場所」
として機能していると言えます。
　もちろん、家庭にも学校にも居場所がない青少年らも、そうした居場所を求めます。一時的に、日常の
「孤独・孤立」を紛らわし、解消することができるとも言えます。
　「トー横」のような繁華街には、SNSを通じて同じような境遇の子ども・若者が集まってきます。繁華街
は、そこにいる人達の匿名性が高いことも、集まり易い理由の一つです。東京都内や関東他県だけでなく、
遠方の道府県からも「トー横」に惹かれて、さらには憧れて集まってくるようです。
　まさに、「トー横」が「第三の居場所」として機能していると言えます。「第三の居場所」として、集まって
くる青少年らは、安心感や自己有用感などが得られるのです。
　ただ、繁華街には、「悪意のある大人」と呼ばれる犯罪企図者がいます。被害者としても、あるいは加害
者としても犯罪に巻き込まれるリスクが高いのです。

４ 「トー横」問題への対応の現状と展望
　次に、こうした「トー横」問題に、どのように対応しているのか、そして、今後どのような方向性の対応が
求められているのかを見ていきたいと思います。

（１）東京都における取組
　第33期東京都青少年問題協議会では、令和５（2023）年１月に「犯罪被害等のリスクを抱える青少年
への支援」が都知事より諮問され、議論を行った結果、同年７月に答申を行いました。この答申に基づい
て、現在、東京都による取組が行われています。取組では、「被害者」・「加害者」・「場所（環境）」に対
するアプローチを採っています。犯罪学では、これらの３要素が犯罪予防の対策において重要なターゲッ
トになるものと考えられています。
　犯罪学者のマーカス・フェルソンが唱えた「日常活動理論」では、①動機付けられた犯行者、②格好の
標的、③監視者の不在といった３つの要因が時間的・空間的に揃うことによって犯罪が起こるとされてい
ます６。したがって、これらの要因が揃わないようにする取組が求められます。こうした「日常活動理論」の

視点は、現実の物理的空間だけでなく、SNSなどのサイバー空間でも有用な視点であるとされています。
　また、「環境設計を通じた犯罪予防（防犯環境設計）」の理論でも、犯罪企図者に対して、①被害対象
の強化・回避、②接近の制御、③監視性の確保、④領域性の強化を行うことが、犯罪予防の上で大切であ
ることを指摘しています。こうした理論では、地域の力が大きな意味を持ちます。とりわけ、④領域性の強
化では、地域住民が自分達の地域であると自覚して地域を大切にすることが重要であるとされます。地域
内の環境美化や住民間のあいさつを積極的に行うことも大事であると言えます。
　「被害者」・「加害者」・「場所（環境）」の３要素を踏まえて、東京都による取組では、「被害等のリスク
を抱える若者」・「加害者となり得る悪意のある大人」・「被害場所等となり得る空間」の３つの視点を据
えています。
　具体的な取組として、第一に、令和６（2024）年５月に新宿区歌舞伎町に相談窓口「きみまも＠歌舞伎
町」を開設しました。安全で安心できる相談場所やフリースペースを青少年らに提供し、居場所としても機
能しています。令和７（2025）年６月には、同じ建物内の別フロアへ移り、より広いスペースとなった上で、
体制も更に整備されました。青少年ら自身によりSNSを通じて「きみまも」の情報が拡散され、予想以上
の利用者数となっています。青少年らのニーズが高いということが分かります。利用者の背景にある問題
も多様・複雑であるとされ、警察や児童相談所だけでなく、福祉や医療、各種の民間団体も含め、広範な
連携が図られています。
　第二に、ターゲティング広告、デジタルサイネージ、イベントを通じた啓発も積極的に行われています。
啓発動画も、被害者側の青少年らに焦点を当てたものと、加害者側の「悪意のある大人」に焦点を当て
たものの両者が作成されています。
　第三に、東京都、新宿区などの連携のための情報連絡会も設けられました。関係機関間での情報共有
が図られています。また、繁華街における青少年らの同じような問題を抱えている大阪市や福岡県もオブ
ザーバーとして参加しています。

（２）今後の方向性̶地域の力
　上述のように、東京都では、様々な取組をしていますが、行政で行えることにも限界があります。そもそ
も青少年が住んでいる地域に家庭や学校以外の「第三の居場所」があるなら、わざわざ繁華街にまで来
なくても済むでしょう。青少年の居住地域での居場所づくりや地域の信頼できる大人との関係づくりが、
繁華街での犯罪被害や加害を防ぐことにもなり、広く青少年の健全育成にもつながり得ます。
　居住地域における居場所づくりとしては、たまり場づくりや子ども食堂、学習支援のように継続性のある
居場所づくりもあります。その他、地域住民で協力して行事を行うことなどは、地域を安全で安心できる居
場所にしていく上でも意味があるでしょう。地域のつながりが、青少年に良い影響を与えます。
　青少年にとっては、試行錯誤を繰り返しながらも成長していく上で、安心感をもたらす心の拠り所にな
るとともに、困難を抱えた時に戻って来ることができる安全な場所が必要なのです。家庭や学校が、そう
した機能を果たせていない場合に、地域が、そうした機能を果たせたとしたら大きな意味があります。
　そのためにも、地域の方々が、信頼できる大人として、青少年との間での関係づくりをしていくことが必
要となります。街中でのあいさつのような声掛けでも、そうした関係づくりのきっかけになるかもしれませ
ん。平素からの地域社会での見守りが求められます。
　青少年と接する際には、①自分の尺度で決めつけるのではなく、青少年の状況をそのまま受け止めるこ
と（非審判的対応）、②青少年の持っているストレングス（強み）を活かしていくこと（ストレングス視点）、
③青少年自身が何をやりたいのか自ら決めることができるように寄り添うこと（意思決定支援）、そして④
青少年ごとに性格や背景の事情が異なるのであり、それぞれオーダーメイドの対応を図ること（個別化）が
大事だとされています。
　各地を調査してきて、地域社会の方達の関わりが大切であることを実感します。

５ おわりに
　「人権」という観点からは、「個人の尊重」は大事です。日本国憲法第13条でも「個人の尊重」が保障さ
れています。
　ただ、現代の社会において、私達は、〈自己決定／自己責任〉のレトリックを用いがちです。もちろん、そ
れぞれの人が、自分の望むように個人個人で自由な選択をすることは尊重されるべきです。
　でも、私達が生きていくためには、それだけでは十分ではありません。古くからも言われてきたように、
人間は社会性を持つ動物です。そのため、生きていく上でも互いに支え合うことが本来的に必要なので
す。
　実際、〈自己決定／自己責任〉の論理には、大人たちも多くの人が疲れてきているのではないでしょう
か。個人個人による社会の分断の末、「孤独・孤立」も大きな社会問題となっています。現在、高齢者だ
けでなく、若者による孤独死も喫緊の課題となっていると言えます。
　「自立」と「依存」は、対概念とも考えられています。「依存」とされる状態は、特定の人やモノに頼ってい
ることとして考えられます。しかし、「自立」とされる状態も、実は、数多の人やモノに依存して成り立ってい
るに過ぎないものとされています７。結局、どちらの状態も依存しているのであり、程度の差ということにな
ります。
　私達は、誰もが、誰かに、あるいは何かに「依存」して生きています。そうなると、完全な自己決定もなけ
れば、完全な自己責任もないのではないでしょうか。私達がつくる「社会」の中で起こったことには、私達
はそれぞれ何らかの責任があるとも言えます。
　「トー横」問題を通して青少年らが「生きづらさ」を抱えている姿が見えてきます。児童虐待や家庭の機
能不全を背景としたACE、学校などでのいじめ、先天的／後天的な障害など、様々なものがあります。
　ただ、こうした「生きづらさ」は他人事ではないと感じます。家庭の問題や職場でのハラスメント、個人
的な病気や障害など、誰もが大なり小なり「生きづらさ」を抱えているのではないかと思います。
　こうした中でこそ、互いにケアを図る、支え合える社会が求められているのではないでしょうか。他人事
でなく自分事として捉えるということでもあります。
　地域社会でのあなたの一歩が、子ども達を守ることになるのです。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
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「トー横」問題と地域の力

小西　暁和
早稲田大学法学学術院教授
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に入った辺りから社会全体が大きく変
へん

貌
ぼう

しているのです。この平坦な時代に生まれ育った若者に
とって、輝かしい未来へ向けて日々努力し続けることなど、まったく現実味のないことに思えても
おかしくはありません。
　かつての若者が、これから克服していくべき高い目標を掲

かか

げ、見上げるように急な坂道を登り
続けることができたのは、現在の若者より努力家だったからではありません。時代の強い追い風
が後ろから吹き上げ、後押ししてくれていたからです。社会全体が底上げされ続けており、その
波に乗れていたからです。しかし今日では、その上げ潮が引いてしまいました。その結果、努力
することのコストパフォーマンスは大幅に低下しました。生活レベルが日々向上することを容易に
実感しえた時代はすでに終わっているのです。
　各国の調査機関が参加して定期的に実施している「世界価値観調査」（２）で日本のデータを眺

なが

め
ると、勤勉に働いても人生に成功するとは限らないと思う人が増え始めるのも、だいたい2000年
を越えた辺りからです。私たち社会学者の共同調査でも、具体的な設問の文言は異なっています
が、ほぼ同様の傾向が見受けられます。このように意欲が減退していきやすい時代のなかで、さ
らに経済格差の拡大とその固定化が進行しているために、同じ若者の世代内でも意欲の格差が開
きやすくなっているのです。しかし、経済格差が意欲格差をもたらしている理由はそれだけでは
ありません。ここにはもう少し込み入った事情があります。それを次に見ていきましょう。

2. 経済格差と関係格差
●流動化する人間関係
　日本社会はすでに山登りの時代を終え、いまや高原地帯を歩み始めています。そしてこの歴史
的な大変化は、若者の人間関係にも大きな影響を与えています。かつて、みんなで山頂を目指し
ていた時代には、人間関係は固定的であったほうが組織は安定しやすく、目標実現のために効率
もよかったといえます。また、人びとの価値観にも重なり合っている部分がかなりあったので、
人間関係を縛りつける組織や制度の正当性に対して疑いを挟

はさ

む余地もさほどありませんでした。
　ところが、今日のように高原地帯を歩み始めると、今度は流動的な人間関係のほうが様々な状
況に対処しやすくなります。また同時に、人びとの価値観も多様化し始め、固定化された人間関
係を受け入れがたく感じるようになります。こうして旧来の組織や制度の正当性は失われていく
ことになりました。高原社会の訪れとともに、私たちの人間関係は、かつてほどには組織や制度
にきつく縛られなくなり、不本意な関係を強制されることも減ってきたのです。
　しかし、組織や制度によって関係が規定されにくくなり、人間関係の流動性が高まってくると、
その分だけ個々人の事情が人間関係に与える影響は相対的に大きくなります。経済格差もその一
つです。たとえば、部活動が自由参加になれば、対抗試合の遠征費やユニフォーム代が大きな負
担となる家庭の子どもは、参加をためらうようになるでしょう。ゲームセンターやテーマパークな
どの遊興施設へ出向くには小遣いの足りない子どもも、日々の遊び仲間に加わることをためらう
かもしれません。
　親子関係についても同様です。たとえば、2020年は意図しない妊娠に関する10代女子からの
相談件数が激増（３）しました。新型コロナの集団感染を避けるために、学校の休校措置が長引い
たことが、その背景にあるといわれています。ステイホームのかけ声の下で、自宅に留まってい
るという選択を心置きなくできたのは、家庭内に自室が用意されていたり、親との関係も良好で
あったりと、経済的にも心理的にも恵まれた境遇の子どもだけでした。学校にも地域にも家庭に
も安全な居場所がない子どもの足がどこへ向かったのか、想像に難

かた

くありません。

１ はじめに 「̶トー横」問題とは
　皆さんは、東京都における「トー横」問題を知っていますか。この問題は、様々な形で報道されています
ので、ご存知の方も多いと思います。
　夜を中心に、数多くの青少年や若年成人が、新宿区歌舞伎町にある東宝ビルの横付近で寄り集まって
過ごしています。「東宝ビルの横」のため、「トー横」と名付けられています。現在は主に東宝ビルに面し
ている「シネシティ広場」周辺に座り込んでいたりもします。こうした現象は、令和期に入るくらいの頃か
ら注目されるようになりました。
　単に「トー横」に集まって過ごすだけであれば、問題にはならないかもしれません。しかし、「トー横」
に集まる青少年らが、犯罪被害にあう場合も多く見られるのです。さらには、犯罪加害に加担する場合も
見られます。青少年らの行為が、犯罪や少年警察活動規則上の「不良行為」に該当する行為となることも
あります。とりわけ、「トー横」では、青少年らによる処方薬等のオーバードーズ（過剰摂取）や自傷行為
も問題となっています。
　ただ、繁華街に集まる青少年らの問題は、東京都だけではなく、大阪市や福岡市など他の大都市でも
顕在化しています。大阪市中央区道頓堀の「グリコサイン」下あたりを指す「グリ下」や、中央区天神の「警
固公園」などにも青少年らが集まってきており、やはり犯罪被害等が問題となっています。このように、同
様の現象が、日本全国の都市部で問題となっているのです。
　こうした青少年が犯罪の被害や加害に直面している問題は、健全育成を図る上でも、警察や行政だけ
でなく、広範に各地域の人々にも解決への協力が求められています。「トー横」問題は、単に繁華街の地
域だけの問題ではないのです。
　そこで、本稿では、「トー横」問題と地域の力について考えていきたいと思います。

２ 青少年を取り巻く状況
　始めに、現在、青少年がどのような状況に置かれているのかを見ていきたいと思います。

（１）数の上に表れている変化
　まず、青少年に関わる様々な統計を通して見えてくる現在の状況の変化を確認していきます。
　少年非行に関して、平成16（2004）年以降、令和３（2021）年まで少年による刑法犯等検挙人員も少年
人口比（少年10万人当たりの検挙人員）も大幅な減少傾向にありました（図１参照）。特に平成24（2012）
年以降は、戦後最少を記録し続けていました。人員の減少には、もちろん少子化の影響も考えられます
が、少年人口比を見ても減少傾向に変わりがありませんでした。この点は、少年の性質の変化も背景にあ
ると思われます。ただ、令和４（2022）年からは、少年の検挙人員も人口比も増加してきており、今後注視
していく必要があります。
　逆に、児童相談所における児童虐待相談対応件数は、一貫して増加傾向にあります（図２参照）。平成
12（2000）年５月には、「児童虐待の防止等に関する法律」が制定されましたが、増加に歯止めがかから
ない状況です。もちろん、こうした状況には、児童虐待が許されないことという認識が広まっていき、通報

等の件数が増加したことも背
景としてあるでしょう。
　また、小・中学校の不登校児
童生徒数も、平成25（2013）
年以降、もっぱら増加傾向が
続いています（図３参照）。背景
として、児童生徒の不登校を容
認する政策の影響も考えられ
ます。平成28（2016）年12月に
は、「義務教育の段階における
普通教育に相当する教育の機
会の確保等に関する法律」が成
立しました。こうした法律による
フリースクールなどの学びの選
択肢の拡大もありますが、増加
傾向が一方的に続いているの
は、学校へ行きたくない、行き
づらいという児童・生徒が増え
ているからなのではないでしょ
うか。
　さらに、青少年を取り巻く状
況として、重大なことに、青少
年の自殺の増加が挙げられま
す（図４）。特に、中学生及び高
校生の自殺の増加傾向は深刻
な状態にあると言えます。
　このように検討してくると、青
少年の「生きづらさ」の現れと
して、他害的・反社会的な行動
が弱まり、自傷的・非社会的な
行動が前面に出てきているよう
にも見えます。

（２）法制度の変容
　次に、近年の青少年を取り巻
く法制度の変容について考えて
いきます。
　平成30（2018）年には、民
法の改正により成年年齢の引
下げが行われ、成年年齢が20
歳から18歳になりました。この
引下げは、令和４（2022）年４
月から施行されています。ただ、現実には、18歳・19歳の若者は未成熟である場合が多いと言えるため、
悪質な契約等による被害からの保護の必要性が依然としてあります。

　さらに、こうした民法の改正
による成年年齢の引下げに合わ
せて、少年法の改正も行い、少
年年齢も20歳未満から18歳未
満に引き下げるべきとの議論が
起こりました。しかし、少年法の
仕組みが果たしてきた再犯・再
非行防止の効果も考慮され、最
終的には、民法の改正に合わ
せた少年年齢の引下げにはなら
ず、少年年齢は20歳未満のまま
となりました。ただ、18歳・19歳
の「特定少年」の年齢層が新た
に設けられました。「特定少年」
に対しては、保護手続と刑事手

続の特例が定められています。これまで通り、保護処分を優先しつつも、「大人」と同じような刑事裁判
の手続につなげやすくするなど、17歳以下の少年とは異なる手続としています。
　少年法では、14歳以上の少年による犯罪や14歳未満の少年による触法行為（刑罰法令に触れる行為）
をしていなくても、所定の行状・性癖が見られ、その性格・環境に照らして、近い将来、犯罪や触法行為を
行う可能性の高い少年は、家庭裁判所の少年審判の対象となり、保護観察や少年院送致等を行うことも
できるようになっています。
　こうした少年を「虞犯（ぐはん）少年」と言います。少年の健全育成を図る上でも、犯罪などを未然に防
ぐことが大切であるため、このような規定が少年法上に置かれているのです。
　しかし、「特定少年」に対しては、虞犯規定が適用されないことになりました。これまでは、18歳・19歳
の少年も、保護的な観点から、虞犯規定によって犯罪への関与を防ぐことができたのに、残念ながらでき
なくなってしまいました。
　青少年を取り巻く情勢として、現代の日本社会において、青少年への眼差しの変化が読み取れます。実
態として、判断能力も社会経験も十分でなく、未成熟であるにもかかわらず、「大人」としての扱いを受け
ています。さらに、自分で決定させて、自分で全ての責任を取らせるという〈自己決定／自己責任〉の論理
への組み込みも見られます。現実には、「大人」と青少年とで、「情報の非対称性」があります。そのため、
経験や知識の少ない青少年が「大人」に利用・搾取される場面も見られます。よく考えずに申し込んだ「闇
バイト」で末端の犯罪行為に加担させられるのも、そうした一例と言えるでしょう。

（３）「心の傷」とその影響に関する研究
　アメリカ合衆国における研究では、「逆境的小児期体験」（Adverse Childhood Experiences: ACE）
が、その後の成長発達に大きな影響を及ぼすことが明らかになっています１。ACEとは、小児期に児童虐
待や家庭の機能不全を体験していることを指します。ACEが、子どもの社会性・情動・認知の発達を阻害
し、それが健康上リスクのある行動を取ることにもつながり、さらには疾病や障害、犯罪・非行などにとっ
てもリスク要因となるのです。子どもの「心の傷」が、その後のライフコースに多大なる影響を及ぼすこと
になり得ます。
　法務省法務総合研究所の研究でも、保護観察処分少年と少年院在院者のACEを調査したところ、保
護観察処分少年の56.5%、また少年院在院者の86.3%が何らかのACEの項目に該当していることが分
かりました２。また、非行性が進むほどACEを有する傾向が高いとしています。
　ただ、これらの結果はACEというリスク要因との相関関係の問題であって、因果関係ではありません。

保護要因を強化し、レジリエンス（回復力）を高めることで、問題行動等との相関性は弱まり、その発現は
抑制され得ます。保護要因として、「肯定的小児期体験」（Positive Childhood Experiences: PCE）や子
育てに対する周囲からの支援を挙げることができます。PCEには、「高校で帰属意識を持てた」、「友人か
ら支えられていると感じた」、「地域の伝統行事に楽しく参加できた」などがあるとされています３。
　また、ACEを念頭に置くと、「トラウマ・インフォームド・ケア」の視点を持つことも重要であるとされま
す４。「トラウマ・インフォームド・ケア」の視点を持つというのは、対象となる人の何らかの問題行動の背
景には、その人のトラウマ体験があることを想定して対応する必要があるということです。そうすることで、
対象となる人の再受傷化（再トラウマ化）を防ぐこともできます。こうした視点を持つことは、青少年の健全
育成に当たる方々にとっても必要となっています。

３ 青少年らはなぜ「トー横」に集まるのか
　それでは、青少年らはなぜ「トー横」に集まるのでしょうか。
　アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグは、「第三の居場所（サードプレイス）」論を唱えています５。社
会には、「第三の居場所」と呼べる場所があり、機能しているというのです。オルデンバーグによると、「第
三の居場所」の特徴として、①「中立の領域」、②「人を平等にするもの」、③「会話がおもな活動」、④「利
用しやすさと便宜」、⑤「常連」、⑥「目立たない存在」、⑦「その雰囲気には遊び心がある」、⑧「もう一つ
のわが家」といった点があるとされています。また、「第三の居場所」から個人が受ける恩恵として、①「目
新しさ」、②「人生観」、③「心の強壮剤」、④「ひとまとまりの友人たち」があるとしています。
　こうした家庭でも職場でもない居場所は、そこに集う人達へ充実感や自己有用感などを与えるもので
す。例えば、仕事帰りに寄るなじみの飲み屋や、週末の草野球のような趣味の集まりも、「第三の居場所」
として機能していると言えます。
　もちろん、家庭にも学校にも居場所がない青少年らも、そうした居場所を求めます。一時的に、日常の
「孤独・孤立」を紛らわし、解消することができるとも言えます。
　「トー横」のような繁華街には、SNSを通じて同じような境遇の子ども・若者が集まってきます。繁華街
は、そこにいる人達の匿名性が高いことも、集まり易い理由の一つです。東京都内や関東他県だけでなく、
遠方の道府県からも「トー横」に惹かれて、さらには憧れて集まってくるようです。
　まさに、「トー横」が「第三の居場所」として機能していると言えます。「第三の居場所」として、集まって
くる青少年らは、安心感や自己有用感などが得られるのです。
　ただ、繁華街には、「悪意のある大人」と呼ばれる犯罪企図者がいます。被害者としても、あるいは加害
者としても犯罪に巻き込まれるリスクが高いのです。

４ 「トー横」問題への対応の現状と展望
　次に、こうした「トー横」問題に、どのように対応しているのか、そして、今後どのような方向性の対応が
求められているのかを見ていきたいと思います。

（１）東京都における取組
　第33期東京都青少年問題協議会では、令和５（2023）年１月に「犯罪被害等のリスクを抱える青少年
への支援」が都知事より諮問され、議論を行った結果、同年７月に答申を行いました。この答申に基づい
て、現在、東京都による取組が行われています。取組では、「被害者」・「加害者」・「場所（環境）」に対
するアプローチを採っています。犯罪学では、これらの３要素が犯罪予防の対策において重要なターゲッ
トになるものと考えられています。
　犯罪学者のマーカス・フェルソンが唱えた「日常活動理論」では、①動機付けられた犯行者、②格好の
標的、③監視者の不在といった３つの要因が時間的・空間的に揃うことによって犯罪が起こるとされてい
ます６。したがって、これらの要因が揃わないようにする取組が求められます。こうした「日常活動理論」の

視点は、現実の物理的空間だけでなく、SNSなどのサイバー空間でも有用な視点であるとされています。
　また、「環境設計を通じた犯罪予防（防犯環境設計）」の理論でも、犯罪企図者に対して、①被害対象
の強化・回避、②接近の制御、③監視性の確保、④領域性の強化を行うことが、犯罪予防の上で大切であ
ることを指摘しています。こうした理論では、地域の力が大きな意味を持ちます。とりわけ、④領域性の強
化では、地域住民が自分達の地域であると自覚して地域を大切にすることが重要であるとされます。地域
内の環境美化や住民間のあいさつを積極的に行うことも大事であると言えます。
　「被害者」・「加害者」・「場所（環境）」の３要素を踏まえて、東京都による取組では、「被害等のリスク
を抱える若者」・「加害者となり得る悪意のある大人」・「被害場所等となり得る空間」の３つの視点を据
えています。
　具体的な取組として、第一に、令和６（2024）年５月に新宿区歌舞伎町に相談窓口「きみまも＠歌舞伎
町」を開設しました。安全で安心できる相談場所やフリースペースを青少年らに提供し、居場所としても機
能しています。令和７（2025）年６月には、同じ建物内の別フロアへ移り、より広いスペースとなった上で、
体制も更に整備されました。青少年ら自身によりSNSを通じて「きみまも」の情報が拡散され、予想以上
の利用者数となっています。青少年らのニーズが高いということが分かります。利用者の背景にある問題
も多様・複雑であるとされ、警察や児童相談所だけでなく、福祉や医療、各種の民間団体も含め、広範な
連携が図られています。
　第二に、ターゲティング広告、デジタルサイネージ、イベントを通じた啓発も積極的に行われています。
啓発動画も、被害者側の青少年らに焦点を当てたものと、加害者側の「悪意のある大人」に焦点を当て
たものの両者が作成されています。
　第三に、東京都、新宿区などの連携のための情報連絡会も設けられました。関係機関間での情報共有
が図られています。また、繁華街における青少年らの同じような問題を抱えている大阪市や福岡県もオブ
ザーバーとして参加しています。

（２）今後の方向性̶地域の力
　上述のように、東京都では、様々な取組をしていますが、行政で行えることにも限界があります。そもそ
も青少年が住んでいる地域に家庭や学校以外の「第三の居場所」があるなら、わざわざ繁華街にまで来
なくても済むでしょう。青少年の居住地域での居場所づくりや地域の信頼できる大人との関係づくりが、
繁華街での犯罪被害や加害を防ぐことにもなり、広く青少年の健全育成にもつながり得ます。
　居住地域における居場所づくりとしては、たまり場づくりや子ども食堂、学習支援のように継続性のある
居場所づくりもあります。その他、地域住民で協力して行事を行うことなどは、地域を安全で安心できる居
場所にしていく上でも意味があるでしょう。地域のつながりが、青少年に良い影響を与えます。
　青少年にとっては、試行錯誤を繰り返しながらも成長していく上で、安心感をもたらす心の拠り所にな
るとともに、困難を抱えた時に戻って来ることができる安全な場所が必要なのです。家庭や学校が、そう
した機能を果たせていない場合に、地域が、そうした機能を果たせたとしたら大きな意味があります。
　そのためにも、地域の方々が、信頼できる大人として、青少年との間での関係づくりをしていくことが必
要となります。街中でのあいさつのような声掛けでも、そうした関係づくりのきっかけになるかもしれませ
ん。平素からの地域社会での見守りが求められます。
　青少年と接する際には、①自分の尺度で決めつけるのではなく、青少年の状況をそのまま受け止めるこ
と（非審判的対応）、②青少年の持っているストレングス（強み）を活かしていくこと（ストレングス視点）、
③青少年自身が何をやりたいのか自ら決めることができるように寄り添うこと（意思決定支援）、そして④
青少年ごとに性格や背景の事情が異なるのであり、それぞれオーダーメイドの対応を図ること（個別化）が
大事だとされています。
　各地を調査してきて、地域社会の方達の関わりが大切であることを実感します。

５ おわりに
　「人権」という観点からは、「個人の尊重」は大事です。日本国憲法第13条でも「個人の尊重」が保障さ
れています。
　ただ、現代の社会において、私達は、〈自己決定／自己責任〉のレトリックを用いがちです。もちろん、そ
れぞれの人が、自分の望むように個人個人で自由な選択をすることは尊重されるべきです。
　でも、私達が生きていくためには、それだけでは十分ではありません。古くからも言われてきたように、
人間は社会性を持つ動物です。そのため、生きていく上でも互いに支え合うことが本来的に必要なので
す。
　実際、〈自己決定／自己責任〉の論理には、大人たちも多くの人が疲れてきているのではないでしょう
か。個人個人による社会の分断の末、「孤独・孤立」も大きな社会問題となっています。現在、高齢者だ
けでなく、若者による孤独死も喫緊の課題となっていると言えます。
　「自立」と「依存」は、対概念とも考えられています。「依存」とされる状態は、特定の人やモノに頼ってい
ることとして考えられます。しかし、「自立」とされる状態も、実は、数多の人やモノに依存して成り立ってい
るに過ぎないものとされています７。結局、どちらの状態も依存しているのであり、程度の差ということにな
ります。
　私達は、誰もが、誰かに、あるいは何かに「依存」して生きています。そうなると、完全な自己決定もなけ
れば、完全な自己責任もないのではないでしょうか。私達がつくる「社会」の中で起こったことには、私達
はそれぞれ何らかの責任があるとも言えます。
　「トー横」問題を通して青少年らが「生きづらさ」を抱えている姿が見えてきます。児童虐待や家庭の機
能不全を背景としたACE、学校などでのいじめ、先天的／後天的な障害など、様々なものがあります。
　ただ、こうした「生きづらさ」は他人事ではないと感じます。家庭の問題や職場でのハラスメント、個人
的な病気や障害など、誰もが大なり小なり「生きづらさ」を抱えているのではないかと思います。
　こうした中でこそ、互いにケアを図る、支え合える社会が求められているのではないでしょうか。他人事
でなく自分事として捉えるということでもあります。
　地域社会でのあなたの一歩が、子ども達を守ることになるのです。
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●解放感から不安感へ
　今日では、人間関係の流動化が進んだ結果、個人的な好みに応じて自由な関係を築きやすくな
りました。場面に応じて、自在に切り替えていくことも容易になりました。そのおかげで、対人
関係の不満感は減ったといえます。しかしそれは、人間関係がかつてより不安定で揺らぎやすく
なったことも意味しています。平たく言えば、社交的な振る舞いが得意な人と苦手な人の落差が
大きくなったのです。そして、関係を築くために必要な能力もまた幼少期からの養育環境の影響
を受けるため、そこに経済格差が投影されていくことになります。
　組織や制度に縛られずに、付き合う相手を自由に選んでもよい状況にあるのは、自分だけでな
く相手も同様です。自分が相手を選ぶ自由の増大は、相手が自分を選んでくれないかもしれない
リスクの増大と表裏一体なのです。このような事態は、人間関係に対する不安を募

つの

らせていくこ
とになります。現代人は、かつてより多くの自由を手に入れ、共同体のしがらみから逃れて一人
でも生きていける解放感を味わえるようになりました。しかし、その代償として居場所に対する
不安感も同時に抱え込んでしまったのです。
　それだけではありません。私たちは、明確な目標を掲げ、その頂上へ向かってひたすら坂を
上っている最中には、一緒に歩んでいる仲間がすぐ隣にいたとしても、その視線はいっこうに気
にならないものです。みんながそろって眺めているのは山の頂だからです。しかし、その坂を上
り切って高原地帯へ足を踏み入れた途端に、隣を歩いている仲間の視線が気になり始めます。こ
れからどこへ向かって歩めばよいのか分からなくなると、隣の人はいったいどこを見ているのか、
どこへ進もうとしているのか、互いに探り合うようになるからです。
　こうして、今日では人間関係への関心がかつて以上に高まり、それがさらに人びとの関係不安
を煽っています。そしてこの不安が、いわゆるコミュニケーション能力に対する人びとの期待水
準を押し上げ、コミュ力がなければ一人前の人間ではないかのような空気を醸

じょう

成
せい

しています。コ
ミュ力に対する今日の鋭敏な感覚が、社交的な振る舞いが得意な人と苦手な人の落差をさらに目
立ちやすくさせているのです。その結果、経済格差に規定された関係格差がさらに増大している
のです。

3. 関係格差と意欲格差
●内閉化する人間関係
　内閣府が実施している「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」（４）で日本のデータを見る
と、友人や仲間との関係に悩みや心配事を抱く若者は、1980年代から1990年代まで減少傾向に
ありました。ところが、2000年代に入ると傾向が反転し、そこに悩みや心配事を抱く若者が急増
します。この時期は、ちょうど日本社会が山登りの時代から高原を歩く時代へと移行した頃です。
おそらくこの時期に人間関係の流動化が一気に進んだ結果、関係に対する不満の減少分を関係に
対する不安の増大分が凌駕してしまったのでしょう。
　今日の若者は、このような不安を少しでも減らそうと、似

にかよ

通った価値観を持つ人たちだけで、
もっと単刀直入に言えば、生活スタイルや生活レベルを同じくする仲間だけで、人間関係を固く
閉じた狭小な世界で日常生活を送ろうとする傾向を強めています。少なくとも短期的には、互い
に棲み分けをしたほうが安定した関係を維持しやすいと感じられているからでしょう。この傾向
は、私たち社会学者の共同調査にもはっきりと表われています。若者が新しい友人と出会う場所
の多様性はかつてより減少しているのです。

１ はじめに 「̶トー横」問題とは
　皆さんは、東京都における「トー横」問題を知っていますか。この問題は、様々な形で報道されています
ので、ご存知の方も多いと思います。
　夜を中心に、数多くの青少年や若年成人が、新宿区歌舞伎町にある東宝ビルの横付近で寄り集まって
過ごしています。「東宝ビルの横」のため、「トー横」と名付けられています。現在は主に東宝ビルに面し
ている「シネシティ広場」周辺に座り込んでいたりもします。こうした現象は、令和期に入るくらいの頃か
ら注目されるようになりました。
　単に「トー横」に集まって過ごすだけであれば、問題にはならないかもしれません。しかし、「トー横」
に集まる青少年らが、犯罪被害にあう場合も多く見られるのです。さらには、犯罪加害に加担する場合も
見られます。青少年らの行為が、犯罪や少年警察活動規則上の「不良行為」に該当する行為となることも
あります。とりわけ、「トー横」では、青少年らによる処方薬等のオーバードーズ（過剰摂取）や自傷行為
も問題となっています。
　ただ、繁華街に集まる青少年らの問題は、東京都だけではなく、大阪市や福岡市など他の大都市でも
顕在化しています。大阪市中央区道頓堀の「グリコサイン」下あたりを指す「グリ下」や、中央区天神の「警
固公園」などにも青少年らが集まってきており、やはり犯罪被害等が問題となっています。このように、同
様の現象が、日本全国の都市部で問題となっているのです。
　こうした青少年が犯罪の被害や加害に直面している問題は、健全育成を図る上でも、警察や行政だけ
でなく、広範に各地域の人々にも解決への協力が求められています。「トー横」問題は、単に繁華街の地
域だけの問題ではないのです。
　そこで、本稿では、「トー横」問題と地域の力について考えていきたいと思います。

２ 青少年を取り巻く状況
　始めに、現在、青少年がどのような状況に置かれているのかを見ていきたいと思います。

（１）数の上に表れている変化
　まず、青少年に関わる様々な統計を通して見えてくる現在の状況の変化を確認していきます。
　少年非行に関して、平成16（2004）年以降、令和３（2021）年まで少年による刑法犯等検挙人員も少年
人口比（少年10万人当たりの検挙人員）も大幅な減少傾向にありました（図１参照）。特に平成24（2012）
年以降は、戦後最少を記録し続けていました。人員の減少には、もちろん少子化の影響も考えられます
が、少年人口比を見ても減少傾向に変わりがありませんでした。この点は、少年の性質の変化も背景にあ
ると思われます。ただ、令和４（2022）年からは、少年の検挙人員も人口比も増加してきており、今後注視
していく必要があります。
　逆に、児童相談所における児童虐待相談対応件数は、一貫して増加傾向にあります（図２参照）。平成
12（2000）年５月には、「児童虐待の防止等に関する法律」が制定されましたが、増加に歯止めがかから
ない状況です。もちろん、こうした状況には、児童虐待が許されないことという認識が広まっていき、通報

等の件数が増加したことも背
景としてあるでしょう。
　また、小・中学校の不登校児
童生徒数も、平成25（2013）
年以降、もっぱら増加傾向が
続いています（図３参照）。背景
として、児童生徒の不登校を容
認する政策の影響も考えられ
ます。平成28（2016）年12月に
は、「義務教育の段階における
普通教育に相当する教育の機
会の確保等に関する法律」が成
立しました。こうした法律による
フリースクールなどの学びの選
択肢の拡大もありますが、増加
傾向が一方的に続いているの
は、学校へ行きたくない、行き
づらいという児童・生徒が増え
ているからなのではないでしょ
うか。
　さらに、青少年を取り巻く状
況として、重大なことに、青少
年の自殺の増加が挙げられま
す（図４）。特に、中学生及び高
校生の自殺の増加傾向は深刻
な状態にあると言えます。
　このように検討してくると、青
少年の「生きづらさ」の現れと
して、他害的・反社会的な行動
が弱まり、自傷的・非社会的な
行動が前面に出てきているよう
にも見えます。

（２）法制度の変容
　次に、近年の青少年を取り巻
く法制度の変容について考えて
いきます。
　平成30（2018）年には、民
法の改正により成年年齢の引
下げが行われ、成年年齢が20
歳から18歳になりました。この
引下げは、令和４（2022）年４
月から施行されています。ただ、現実には、18歳・19歳の若者は未成熟である場合が多いと言えるため、
悪質な契約等による被害からの保護の必要性が依然としてあります。

　さらに、こうした民法の改正
による成年年齢の引下げに合わ
せて、少年法の改正も行い、少
年年齢も20歳未満から18歳未
満に引き下げるべきとの議論が
起こりました。しかし、少年法の
仕組みが果たしてきた再犯・再
非行防止の効果も考慮され、最
終的には、民法の改正に合わ
せた少年年齢の引下げにはなら
ず、少年年齢は20歳未満のまま
となりました。ただ、18歳・19歳
の「特定少年」の年齢層が新た
に設けられました。「特定少年」
に対しては、保護手続と刑事手

続の特例が定められています。これまで通り、保護処分を優先しつつも、「大人」と同じような刑事裁判
の手続につなげやすくするなど、17歳以下の少年とは異なる手続としています。
　少年法では、14歳以上の少年による犯罪や14歳未満の少年による触法行為（刑罰法令に触れる行為）
をしていなくても、所定の行状・性癖が見られ、その性格・環境に照らして、近い将来、犯罪や触法行為を
行う可能性の高い少年は、家庭裁判所の少年審判の対象となり、保護観察や少年院送致等を行うことも
できるようになっています。
　こうした少年を「虞犯（ぐはん）少年」と言います。少年の健全育成を図る上でも、犯罪などを未然に防
ぐことが大切であるため、このような規定が少年法上に置かれているのです。
　しかし、「特定少年」に対しては、虞犯規定が適用されないことになりました。これまでは、18歳・19歳
の少年も、保護的な観点から、虞犯規定によって犯罪への関与を防ぐことができたのに、残念ながらでき
なくなってしまいました。
　青少年を取り巻く情勢として、現代の日本社会において、青少年への眼差しの変化が読み取れます。実
態として、判断能力も社会経験も十分でなく、未成熟であるにもかかわらず、「大人」としての扱いを受け
ています。さらに、自分で決定させて、自分で全ての責任を取らせるという〈自己決定／自己責任〉の論理
への組み込みも見られます。現実には、「大人」と青少年とで、「情報の非対称性」があります。そのため、
経験や知識の少ない青少年が「大人」に利用・搾取される場面も見られます。よく考えずに申し込んだ「闇
バイト」で末端の犯罪行為に加担させられるのも、そうした一例と言えるでしょう。

（３）「心の傷」とその影響に関する研究
　アメリカ合衆国における研究では、「逆境的小児期体験」（Adverse Childhood Experiences: ACE）
が、その後の成長発達に大きな影響を及ぼすことが明らかになっています１。ACEとは、小児期に児童虐
待や家庭の機能不全を体験していることを指します。ACEが、子どもの社会性・情動・認知の発達を阻害
し、それが健康上リスクのある行動を取ることにもつながり、さらには疾病や障害、犯罪・非行などにとっ
てもリスク要因となるのです。子どもの「心の傷」が、その後のライフコースに多大なる影響を及ぼすこと
になり得ます。
　法務省法務総合研究所の研究でも、保護観察処分少年と少年院在院者のACEを調査したところ、保
護観察処分少年の56.5%、また少年院在院者の86.3%が何らかのACEの項目に該当していることが分
かりました２。また、非行性が進むほどACEを有する傾向が高いとしています。
　ただ、これらの結果はACEというリスク要因との相関関係の問題であって、因果関係ではありません。

保護要因を強化し、レジリエンス（回復力）を高めることで、問題行動等との相関性は弱まり、その発現は
抑制され得ます。保護要因として、「肯定的小児期体験」（Positive Childhood Experiences: PCE）や子
育てに対する周囲からの支援を挙げることができます。PCEには、「高校で帰属意識を持てた」、「友人か
ら支えられていると感じた」、「地域の伝統行事に楽しく参加できた」などがあるとされています３。
　また、ACEを念頭に置くと、「トラウマ・インフォームド・ケア」の視点を持つことも重要であるとされま
す４。「トラウマ・インフォームド・ケア」の視点を持つというのは、対象となる人の何らかの問題行動の背
景には、その人のトラウマ体験があることを想定して対応する必要があるということです。そうすることで、
対象となる人の再受傷化（再トラウマ化）を防ぐこともできます。こうした視点を持つことは、青少年の健全
育成に当たる方々にとっても必要となっています。

３ 青少年らはなぜ「トー横」に集まるのか
　それでは、青少年らはなぜ「トー横」に集まるのでしょうか。
　アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグは、「第三の居場所（サードプレイス）」論を唱えています５。社
会には、「第三の居場所」と呼べる場所があり、機能しているというのです。オルデンバーグによると、「第
三の居場所」の特徴として、①「中立の領域」、②「人を平等にするもの」、③「会話がおもな活動」、④「利
用しやすさと便宜」、⑤「常連」、⑥「目立たない存在」、⑦「その雰囲気には遊び心がある」、⑧「もう一つ
のわが家」といった点があるとされています。また、「第三の居場所」から個人が受ける恩恵として、①「目
新しさ」、②「人生観」、③「心の強壮剤」、④「ひとまとまりの友人たち」があるとしています。
　こうした家庭でも職場でもない居場所は、そこに集う人達へ充実感や自己有用感などを与えるもので
す。例えば、仕事帰りに寄るなじみの飲み屋や、週末の草野球のような趣味の集まりも、「第三の居場所」
として機能していると言えます。
　もちろん、家庭にも学校にも居場所がない青少年らも、そうした居場所を求めます。一時的に、日常の
「孤独・孤立」を紛らわし、解消することができるとも言えます。
　「トー横」のような繁華街には、SNSを通じて同じような境遇の子ども・若者が集まってきます。繁華街
は、そこにいる人達の匿名性が高いことも、集まり易い理由の一つです。東京都内や関東他県だけでなく、
遠方の道府県からも「トー横」に惹かれて、さらには憧れて集まってくるようです。
　まさに、「トー横」が「第三の居場所」として機能していると言えます。「第三の居場所」として、集まって
くる青少年らは、安心感や自己有用感などが得られるのです。
　ただ、繁華街には、「悪意のある大人」と呼ばれる犯罪企図者がいます。被害者としても、あるいは加害
者としても犯罪に巻き込まれるリスクが高いのです。

４ 「トー横」問題への対応の現状と展望
　次に、こうした「トー横」問題に、どのように対応しているのか、そして、今後どのような方向性の対応が
求められているのかを見ていきたいと思います。

（１）東京都における取組
　第33期東京都青少年問題協議会では、令和５（2023）年１月に「犯罪被害等のリスクを抱える青少年
への支援」が都知事より諮問され、議論を行った結果、同年７月に答申を行いました。この答申に基づい
て、現在、東京都による取組が行われています。取組では、「被害者」・「加害者」・「場所（環境）」に対
するアプローチを採っています。犯罪学では、これらの３要素が犯罪予防の対策において重要なターゲッ
トになるものと考えられています。
　犯罪学者のマーカス・フェルソンが唱えた「日常活動理論」では、①動機付けられた犯行者、②格好の
標的、③監視者の不在といった３つの要因が時間的・空間的に揃うことによって犯罪が起こるとされてい
ます６。したがって、これらの要因が揃わないようにする取組が求められます。こうした「日常活動理論」の

視点は、現実の物理的空間だけでなく、SNSなどのサイバー空間でも有用な視点であるとされています。
　また、「環境設計を通じた犯罪予防（防犯環境設計）」の理論でも、犯罪企図者に対して、①被害対象
の強化・回避、②接近の制御、③監視性の確保、④領域性の強化を行うことが、犯罪予防の上で大切であ
ることを指摘しています。こうした理論では、地域の力が大きな意味を持ちます。とりわけ、④領域性の強
化では、地域住民が自分達の地域であると自覚して地域を大切にすることが重要であるとされます。地域
内の環境美化や住民間のあいさつを積極的に行うことも大事であると言えます。
　「被害者」・「加害者」・「場所（環境）」の３要素を踏まえて、東京都による取組では、「被害等のリスク
を抱える若者」・「加害者となり得る悪意のある大人」・「被害場所等となり得る空間」の３つの視点を据
えています。
　具体的な取組として、第一に、令和６（2024）年５月に新宿区歌舞伎町に相談窓口「きみまも＠歌舞伎
町」を開設しました。安全で安心できる相談場所やフリースペースを青少年らに提供し、居場所としても機
能しています。令和７（2025）年６月には、同じ建物内の別フロアへ移り、より広いスペースとなった上で、
体制も更に整備されました。青少年ら自身によりSNSを通じて「きみまも」の情報が拡散され、予想以上
の利用者数となっています。青少年らのニーズが高いということが分かります。利用者の背景にある問題
も多様・複雑であるとされ、警察や児童相談所だけでなく、福祉や医療、各種の民間団体も含め、広範な
連携が図られています。
　第二に、ターゲティング広告、デジタルサイネージ、イベントを通じた啓発も積極的に行われています。
啓発動画も、被害者側の青少年らに焦点を当てたものと、加害者側の「悪意のある大人」に焦点を当て
たものの両者が作成されています。
　第三に、東京都、新宿区などの連携のための情報連絡会も設けられました。関係機関間での情報共有
が図られています。また、繁華街における青少年らの同じような問題を抱えている大阪市や福岡県もオブ
ザーバーとして参加しています。

（２）今後の方向性̶地域の力
　上述のように、東京都では、様々な取組をしていますが、行政で行えることにも限界があります。そもそ
も青少年が住んでいる地域に家庭や学校以外の「第三の居場所」があるなら、わざわざ繁華街にまで来
なくても済むでしょう。青少年の居住地域での居場所づくりや地域の信頼できる大人との関係づくりが、
繁華街での犯罪被害や加害を防ぐことにもなり、広く青少年の健全育成にもつながり得ます。
　居住地域における居場所づくりとしては、たまり場づくりや子ども食堂、学習支援のように継続性のある
居場所づくりもあります。その他、地域住民で協力して行事を行うことなどは、地域を安全で安心できる居
場所にしていく上でも意味があるでしょう。地域のつながりが、青少年に良い影響を与えます。
　青少年にとっては、試行錯誤を繰り返しながらも成長していく上で、安心感をもたらす心の拠り所にな
るとともに、困難を抱えた時に戻って来ることができる安全な場所が必要なのです。家庭や学校が、そう
した機能を果たせていない場合に、地域が、そうした機能を果たせたとしたら大きな意味があります。
　そのためにも、地域の方々が、信頼できる大人として、青少年との間での関係づくりをしていくことが必
要となります。街中でのあいさつのような声掛けでも、そうした関係づくりのきっかけになるかもしれませ
ん。平素からの地域社会での見守りが求められます。
　青少年と接する際には、①自分の尺度で決めつけるのではなく、青少年の状況をそのまま受け止めるこ
と（非審判的対応）、②青少年の持っているストレングス（強み）を活かしていくこと（ストレングス視点）、
③青少年自身が何をやりたいのか自ら決めることができるように寄り添うこと（意思決定支援）、そして④
青少年ごとに性格や背景の事情が異なるのであり、それぞれオーダーメイドの対応を図ること（個別化）が
大事だとされています。
　各地を調査してきて、地域社会の方達の関わりが大切であることを実感します。

５ おわりに
　「人権」という観点からは、「個人の尊重」は大事です。日本国憲法第13条でも「個人の尊重」が保障さ
れています。
　ただ、現代の社会において、私達は、〈自己決定／自己責任〉のレトリックを用いがちです。もちろん、そ
れぞれの人が、自分の望むように個人個人で自由な選択をすることは尊重されるべきです。
　でも、私達が生きていくためには、それだけでは十分ではありません。古くからも言われてきたように、
人間は社会性を持つ動物です。そのため、生きていく上でも互いに支え合うことが本来的に必要なので
す。
　実際、〈自己決定／自己責任〉の論理には、大人たちも多くの人が疲れてきているのではないでしょう
か。個人個人による社会の分断の末、「孤独・孤立」も大きな社会問題となっています。現在、高齢者だ
けでなく、若者による孤独死も喫緊の課題となっていると言えます。
　「自立」と「依存」は、対概念とも考えられています。「依存」とされる状態は、特定の人やモノに頼ってい
ることとして考えられます。しかし、「自立」とされる状態も、実は、数多の人やモノに依存して成り立ってい
るに過ぎないものとされています７。結局、どちらの状態も依存しているのであり、程度の差ということにな
ります。
　私達は、誰もが、誰かに、あるいは何かに「依存」して生きています。そうなると、完全な自己決定もなけ
れば、完全な自己責任もないのではないでしょうか。私達がつくる「社会」の中で起こったことには、私達
はそれぞれ何らかの責任があるとも言えます。
　「トー横」問題を通して青少年らが「生きづらさ」を抱えている姿が見えてきます。児童虐待や家庭の機
能不全を背景としたACE、学校などでのいじめ、先天的／後天的な障害など、様々なものがあります。
　ただ、こうした「生きづらさ」は他人事ではないと感じます。家庭の問題や職場でのハラスメント、個人
的な病気や障害など、誰もが大なり小なり「生きづらさ」を抱えているのではないかと思います。
　こうした中でこそ、互いにケアを図る、支え合える社会が求められているのではないでしょうか。他人事
でなく自分事として捉えるということでもあります。
　地域社会でのあなたの一歩が、子ども達を守ることになるのです。
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１

　もちろん今日では、インターネットの普及によって多種多様な人びとがつながりやすくなったの
も事実です。ＳＮＳを駆使して、交友関係を世界に広げていこうとする若者も確かに存在してい
ます。ユーチューブなどの動画投稿サイトで、自己表現を試みる若者もしばしば見かけるように
なりました。しかし他方では、ネットがあるからこそ、それを活用して似通った仲間どうしで固ま
り、その同質的な間柄だけで、時間と空間の制約を超えてつながり続ける若者が増えているのも
事実です。そして、数としてはこちらのほうが多いといえます。
　ところが、このような人間関係の内閉化が進むと、仲間内での世界に安住できている間はよい
かもしれませんが、いったんその内部の関係に躓

つまづ

いてしまうと、もうどこにも自分の居場所は見
当たらなくなってしまいます。大海に浮かぶ孤島から放り出されるようなものだからです。安定
した居場所を確保するために人間関係を内閉化させてきたことが、結果的にその分断化を推し進
め、かえって孤立を生みやすい状況をもたらしているのです。そして皮肉なことに、それがさら
に人間関係への執着を強めていくことになります。

●予定調和の落とし穴
　今日の若者は、つねに仲間とつながりあっています。ネットの普及が人間関係を緊密にしたと
もいえます。しかし、では同じような価値観を持つ者どうしで関係が深まっているかといえば、そ
んなことはありません。私たち社会学者の共同調査（５）によれば、2000年代以降、友だちとの付
き合い方で増えているのは「あっさりして深入りしない関係」で、減っているのは「意見が合わな
かったときは納得いくまで話し合いをする関係」です。しばしば「つながり孤独」とも形容されるよ
うに、たとえ友人がいたとしても予定調和の関係を保つことに必死で、互いの内面を吐露し合っ
たり悩みを打ち明け合ったりすることは難しくなっているのです。いまの人間関係から外された
ら、自分が生きる場所はもうどこにもないと思い込んでいるからです。
　出る杭は打たれるということわざもあるように、孤立することへの恐怖心があまりに強いと、新
たなことにチャレンジしてみようという意欲を喚

かんき

起させることが難しくなります。それでも自分の
人生に価値があると思えれば、自分の将来に期待をかけてもいいと思えれば、確かにコスパは悪
くなっているものの、もう少し努力を続けてみようと考えることもできるでしょう。そして、見知
らぬ世界について考えてみたり、新しい刺激に触れてみたりすることで、その意欲を与えてくれ
る最大の存在は、まずもって友人のはずです。それも、できるだけ自分とは生活環境の異なった
友人との交流ではないでしょうか。
　私たちは、自分の顔を自身でじかに見ることができません。鏡に映して初めて確認することが
できます。それと同様に、自分がどんな人間なのかも、自分が一番よく知っているようでいて、じ
つは案外と分かっていないものです。むしろ自分の思い込みに縛られることのない客観的な自己
像は、他者から受ける評価という鏡を通して、はじめて認識できることが多いものです。自分で
は思いもしなかった評価を周囲から受けたことで、自分でも気づいていなかった自分と知り合う
ことができた人は、皆さんの中にもけっこういらっしゃるのではないでしょうか。だとすれば、そ
れこそが新たな意欲を育んでいくための基盤となるはずです。
　しかし現在は、その基盤を形成することが難しくなっています。人間関係の同質化が進むなか
で、思ってもみなかった意外な反応を友人から受ける機会が減り、未知の世界へチャレンジして
みようという意欲をかき立てられにくくなっています。しかも、若者が一様にそのような事態に
陥っているわけではなく、そこには明確な格差が生じています。経済的に恵まれた層の若者は、
それでも意思さえあれば関係を広げていきやすい環境に置かれていますが、経済的に厳しい層の
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●就職差別解消に向けた取組
　企業などの採用選考が応募者の能力と適正に応じて公正に行われるよう、都は、毎年６月の
「就職差別解消促進月間」を中心に、身元調査や面接時に本籍地、思想・信条などを聞くといった
就職差別をなくすよう、関係機関と連携して企業などへの啓発を進めています。

（３）東京都人権プラザ
　東京都人権プラザは、都が設置している人権啓発の拠点施設です。次代を担う子供・若者など
幅広い都民を対象に、来館者が自ら人権問題について考えることができるよう展示や情報提供な
どを行うとともに、相談を受ける機能等も備えています。
　所在地：港区芝２-５-６　芝256スクエアビル１･２階
　連絡先：東京都人権プラザ（指定管理者 公益財団法人東京都人権啓発センター）
　電話 03-6722-0123　FAX 03-6722-0084　ホームページ https://www.tokyo-hrp.jp/

（主な施設）
●展示室
　東京都の人権施策の紹介のほか、日常生活の中にある人権課題に気づくとともに自ら解決策を
考える展示や、高齢者・障害者・妊婦等が感じているバリアの体験展示などがあります。

●図書資料室
　人権に関する図書や雑誌のほか、啓発ビデオなどの視聴覚資料を多数備え、閲覧・貸出を行っ
ています。

●セミナールーム
　各種講座、ワークショップ、団体見学される方々へのガイダンスなどを行います。

●相談室
　人権問題や日常生活で困ったことなどの相談を受ける一般相
談及び日常生活上の法律問題やインターネットにおける人権侵
害について弁護士が応じる法律相談を行っています。
※電話番号や相談受付時間の詳細は、巻末「主な相談機関」を
ご覧ください。　　　　

●その他
　広く都民への啓発を行うため、出張展示や教職員・生徒・行
政職員等による団体見学等への対応を行っています。

（４）（公財）東京都人権啓発センター
　東京都人権啓発センターは、都民の人権意識の高揚を図るため、各種の事業を行っています。
　所在地：港区芝２-５-６　芝256スクエアビル２階
　連絡先：電話 03-6722-0082　FAX 03-6722-0084
　ホームページ https://www.tokyo-jinken.or.jp/

＜主な事業＞
◉人権に関する各種の普及啓発
◉企業等が実施する人権に関する研修会
　への講師出講事業（有料／要予約）

東京都人権プラザ展示室

◉人権情報誌「ＴＯＫＹＯ人権」の発行
◉ラジオ番組「人権ＴＯＤＡＹ」の提供
◉インターネットホームページによる人権情報の発信

１ はじめに 「̶トー横」問題とは
　皆さんは、東京都における「トー横」問題を知っていますか。この問題は、様々な形で報道されています
ので、ご存知の方も多いと思います。
　夜を中心に、数多くの青少年や若年成人が、新宿区歌舞伎町にある東宝ビルの横付近で寄り集まって
過ごしています。「東宝ビルの横」のため、「トー横」と名付けられています。現在は主に東宝ビルに面し
ている「シネシティ広場」周辺に座り込んでいたりもします。こうした現象は、令和期に入るくらいの頃か
ら注目されるようになりました。
　単に「トー横」に集まって過ごすだけであれば、問題にはならないかもしれません。しかし、「トー横」
に集まる青少年らが、犯罪被害にあう場合も多く見られるのです。さらには、犯罪加害に加担する場合も
見られます。青少年らの行為が、犯罪や少年警察活動規則上の「不良行為」に該当する行為となることも
あります。とりわけ、「トー横」では、青少年らによる処方薬等のオーバードーズ（過剰摂取）や自傷行為
も問題となっています。
　ただ、繁華街に集まる青少年らの問題は、東京都だけではなく、大阪市や福岡市など他の大都市でも
顕在化しています。大阪市中央区道頓堀の「グリコサイン」下あたりを指す「グリ下」や、中央区天神の「警
固公園」などにも青少年らが集まってきており、やはり犯罪被害等が問題となっています。このように、同
様の現象が、日本全国の都市部で問題となっているのです。
　こうした青少年が犯罪の被害や加害に直面している問題は、健全育成を図る上でも、警察や行政だけ
でなく、広範に各地域の人々にも解決への協力が求められています。「トー横」問題は、単に繁華街の地
域だけの問題ではないのです。
　そこで、本稿では、「トー横」問題と地域の力について考えていきたいと思います。

２ 青少年を取り巻く状況
　始めに、現在、青少年がどのような状況に置かれているのかを見ていきたいと思います。

（１）数の上に表れている変化
　まず、青少年に関わる様々な統計を通して見えてくる現在の状況の変化を確認していきます。
　少年非行に関して、平成16（2004）年以降、令和３（2021）年まで少年による刑法犯等検挙人員も少年
人口比（少年10万人当たりの検挙人員）も大幅な減少傾向にありました（図１参照）。特に平成24（2012）
年以降は、戦後最少を記録し続けていました。人員の減少には、もちろん少子化の影響も考えられます
が、少年人口比を見ても減少傾向に変わりがありませんでした。この点は、少年の性質の変化も背景にあ
ると思われます。ただ、令和４（2022）年からは、少年の検挙人員も人口比も増加してきており、今後注視
していく必要があります。
　逆に、児童相談所における児童虐待相談対応件数は、一貫して増加傾向にあります（図２参照）。平成
12（2000）年５月には、「児童虐待の防止等に関する法律」が制定されましたが、増加に歯止めがかから
ない状況です。もちろん、こうした状況には、児童虐待が許されないことという認識が広まっていき、通報

等の件数が増加したことも背
景としてあるでしょう。
　また、小・中学校の不登校児
童生徒数も、平成25（2013）
年以降、もっぱら増加傾向が
続いています（図３参照）。背景
として、児童生徒の不登校を容
認する政策の影響も考えられ
ます。平成28（2016）年12月に
は、「義務教育の段階における
普通教育に相当する教育の機
会の確保等に関する法律」が成
立しました。こうした法律による
フリースクールなどの学びの選
択肢の拡大もありますが、増加
傾向が一方的に続いているの
は、学校へ行きたくない、行き
づらいという児童・生徒が増え
ているからなのではないでしょ
うか。
　さらに、青少年を取り巻く状
況として、重大なことに、青少
年の自殺の増加が挙げられま
す（図４）。特に、中学生及び高
校生の自殺の増加傾向は深刻
な状態にあると言えます。
　このように検討してくると、青
少年の「生きづらさ」の現れと
して、他害的・反社会的な行動
が弱まり、自傷的・非社会的な
行動が前面に出てきているよう
にも見えます。

（２）法制度の変容
　次に、近年の青少年を取り巻
く法制度の変容について考えて
いきます。
　平成30（2018）年には、民
法の改正により成年年齢の引
下げが行われ、成年年齢が20
歳から18歳になりました。この
引下げは、令和４（2022）年４
月から施行されています。ただ、現実には、18歳・19歳の若者は未成熟である場合が多いと言えるため、
悪質な契約等による被害からの保護の必要性が依然としてあります。

　さらに、こうした民法の改正
による成年年齢の引下げに合わ
せて、少年法の改正も行い、少
年年齢も20歳未満から18歳未
満に引き下げるべきとの議論が
起こりました。しかし、少年法の
仕組みが果たしてきた再犯・再
非行防止の効果も考慮され、最
終的には、民法の改正に合わ
せた少年年齢の引下げにはなら
ず、少年年齢は20歳未満のまま
となりました。ただ、18歳・19歳
の「特定少年」の年齢層が新た
に設けられました。「特定少年」
に対しては、保護手続と刑事手

続の特例が定められています。これまで通り、保護処分を優先しつつも、「大人」と同じような刑事裁判
の手続につなげやすくするなど、17歳以下の少年とは異なる手続としています。
　少年法では、14歳以上の少年による犯罪や14歳未満の少年による触法行為（刑罰法令に触れる行為）
をしていなくても、所定の行状・性癖が見られ、その性格・環境に照らして、近い将来、犯罪や触法行為を
行う可能性の高い少年は、家庭裁判所の少年審判の対象となり、保護観察や少年院送致等を行うことも
できるようになっています。
　こうした少年を「虞犯（ぐはん）少年」と言います。少年の健全育成を図る上でも、犯罪などを未然に防
ぐことが大切であるため、このような規定が少年法上に置かれているのです。
　しかし、「特定少年」に対しては、虞犯規定が適用されないことになりました。これまでは、18歳・19歳
の少年も、保護的な観点から、虞犯規定によって犯罪への関与を防ぐことができたのに、残念ながらでき
なくなってしまいました。
　青少年を取り巻く情勢として、現代の日本社会において、青少年への眼差しの変化が読み取れます。実
態として、判断能力も社会経験も十分でなく、未成熟であるにもかかわらず、「大人」としての扱いを受け
ています。さらに、自分で決定させて、自分で全ての責任を取らせるという〈自己決定／自己責任〉の論理
への組み込みも見られます。現実には、「大人」と青少年とで、「情報の非対称性」があります。そのため、
経験や知識の少ない青少年が「大人」に利用・搾取される場面も見られます。よく考えずに申し込んだ「闇
バイト」で末端の犯罪行為に加担させられるのも、そうした一例と言えるでしょう。

（３）「心の傷」とその影響に関する研究
　アメリカ合衆国における研究では、「逆境的小児期体験」（Adverse Childhood Experiences: ACE）
が、その後の成長発達に大きな影響を及ぼすことが明らかになっています１。ACEとは、小児期に児童虐
待や家庭の機能不全を体験していることを指します。ACEが、子どもの社会性・情動・認知の発達を阻害
し、それが健康上リスクのある行動を取ることにもつながり、さらには疾病や障害、犯罪・非行などにとっ
てもリスク要因となるのです。子どもの「心の傷」が、その後のライフコースに多大なる影響を及ぼすこと
になり得ます。
　法務省法務総合研究所の研究でも、保護観察処分少年と少年院在院者のACEを調査したところ、保
護観察処分少年の56.5%、また少年院在院者の86.3%が何らかのACEの項目に該当していることが分
かりました２。また、非行性が進むほどACEを有する傾向が高いとしています。
　ただ、これらの結果はACEというリスク要因との相関関係の問題であって、因果関係ではありません。

保護要因を強化し、レジリエンス（回復力）を高めることで、問題行動等との相関性は弱まり、その発現は
抑制され得ます。保護要因として、「肯定的小児期体験」（Positive Childhood Experiences: PCE）や子
育てに対する周囲からの支援を挙げることができます。PCEには、「高校で帰属意識を持てた」、「友人か
ら支えられていると感じた」、「地域の伝統行事に楽しく参加できた」などがあるとされています３。
　また、ACEを念頭に置くと、「トラウマ・インフォームド・ケア」の視点を持つことも重要であるとされま
す４。「トラウマ・インフォームド・ケア」の視点を持つというのは、対象となる人の何らかの問題行動の背
景には、その人のトラウマ体験があることを想定して対応する必要があるということです。そうすることで、
対象となる人の再受傷化（再トラウマ化）を防ぐこともできます。こうした視点を持つことは、青少年の健全
育成に当たる方々にとっても必要となっています。

３ 青少年らはなぜ「トー横」に集まるのか
　それでは、青少年らはなぜ「トー横」に集まるのでしょうか。
　アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグは、「第三の居場所（サードプレイス）」論を唱えています５。社
会には、「第三の居場所」と呼べる場所があり、機能しているというのです。オルデンバーグによると、「第
三の居場所」の特徴として、①「中立の領域」、②「人を平等にするもの」、③「会話がおもな活動」、④「利
用しやすさと便宜」、⑤「常連」、⑥「目立たない存在」、⑦「その雰囲気には遊び心がある」、⑧「もう一つ
のわが家」といった点があるとされています。また、「第三の居場所」から個人が受ける恩恵として、①「目
新しさ」、②「人生観」、③「心の強壮剤」、④「ひとまとまりの友人たち」があるとしています。
　こうした家庭でも職場でもない居場所は、そこに集う人達へ充実感や自己有用感などを与えるもので
す。例えば、仕事帰りに寄るなじみの飲み屋や、週末の草野球のような趣味の集まりも、「第三の居場所」
として機能していると言えます。
　もちろん、家庭にも学校にも居場所がない青少年らも、そうした居場所を求めます。一時的に、日常の
「孤独・孤立」を紛らわし、解消することができるとも言えます。
　「トー横」のような繁華街には、SNSを通じて同じような境遇の子ども・若者が集まってきます。繁華街
は、そこにいる人達の匿名性が高いことも、集まり易い理由の一つです。東京都内や関東他県だけでなく、
遠方の道府県からも「トー横」に惹かれて、さらには憧れて集まってくるようです。
　まさに、「トー横」が「第三の居場所」として機能していると言えます。「第三の居場所」として、集まって
くる青少年らは、安心感や自己有用感などが得られるのです。
　ただ、繁華街には、「悪意のある大人」と呼ばれる犯罪企図者がいます。被害者としても、あるいは加害
者としても犯罪に巻き込まれるリスクが高いのです。

４ 「トー横」問題への対応の現状と展望
　次に、こうした「トー横」問題に、どのように対応しているのか、そして、今後どのような方向性の対応が
求められているのかを見ていきたいと思います。

（１）東京都における取組
　第33期東京都青少年問題協議会では、令和５（2023）年１月に「犯罪被害等のリスクを抱える青少年
への支援」が都知事より諮問され、議論を行った結果、同年７月に答申を行いました。この答申に基づい
て、現在、東京都による取組が行われています。取組では、「被害者」・「加害者」・「場所（環境）」に対
するアプローチを採っています。犯罪学では、これらの３要素が犯罪予防の対策において重要なターゲッ
トになるものと考えられています。
　犯罪学者のマーカス・フェルソンが唱えた「日常活動理論」では、①動機付けられた犯行者、②格好の
標的、③監視者の不在といった３つの要因が時間的・空間的に揃うことによって犯罪が起こるとされてい
ます６。したがって、これらの要因が揃わないようにする取組が求められます。こうした「日常活動理論」の

視点は、現実の物理的空間だけでなく、SNSなどのサイバー空間でも有用な視点であるとされています。
　また、「環境設計を通じた犯罪予防（防犯環境設計）」の理論でも、犯罪企図者に対して、①被害対象
の強化・回避、②接近の制御、③監視性の確保、④領域性の強化を行うことが、犯罪予防の上で大切であ
ることを指摘しています。こうした理論では、地域の力が大きな意味を持ちます。とりわけ、④領域性の強
化では、地域住民が自分達の地域であると自覚して地域を大切にすることが重要であるとされます。地域
内の環境美化や住民間のあいさつを積極的に行うことも大事であると言えます。
　「被害者」・「加害者」・「場所（環境）」の３要素を踏まえて、東京都による取組では、「被害等のリスク
を抱える若者」・「加害者となり得る悪意のある大人」・「被害場所等となり得る空間」の３つの視点を据
えています。
　具体的な取組として、第一に、令和６（2024）年５月に新宿区歌舞伎町に相談窓口「きみまも＠歌舞伎
町」を開設しました。安全で安心できる相談場所やフリースペースを青少年らに提供し、居場所としても機
能しています。令和７（2025）年６月には、同じ建物内の別フロアへ移り、より広いスペースとなった上で、
体制も更に整備されました。青少年ら自身によりSNSを通じて「きみまも」の情報が拡散され、予想以上
の利用者数となっています。青少年らのニーズが高いということが分かります。利用者の背景にある問題
も多様・複雑であるとされ、警察や児童相談所だけでなく、福祉や医療、各種の民間団体も含め、広範な
連携が図られています。
　第二に、ターゲティング広告、デジタルサイネージ、イベントを通じた啓発も積極的に行われています。
啓発動画も、被害者側の青少年らに焦点を当てたものと、加害者側の「悪意のある大人」に焦点を当て
たものの両者が作成されています。
　第三に、東京都、新宿区などの連携のための情報連絡会も設けられました。関係機関間での情報共有
が図られています。また、繁華街における青少年らの同じような問題を抱えている大阪市や福岡県もオブ
ザーバーとして参加しています。

（２）今後の方向性̶地域の力
　上述のように、東京都では、様々な取組をしていますが、行政で行えることにも限界があります。そもそ
も青少年が住んでいる地域に家庭や学校以外の「第三の居場所」があるなら、わざわざ繁華街にまで来
なくても済むでしょう。青少年の居住地域での居場所づくりや地域の信頼できる大人との関係づくりが、
繁華街での犯罪被害や加害を防ぐことにもなり、広く青少年の健全育成にもつながり得ます。
　居住地域における居場所づくりとしては、たまり場づくりや子ども食堂、学習支援のように継続性のある
居場所づくりもあります。その他、地域住民で協力して行事を行うことなどは、地域を安全で安心できる居
場所にしていく上でも意味があるでしょう。地域のつながりが、青少年に良い影響を与えます。
　青少年にとっては、試行錯誤を繰り返しながらも成長していく上で、安心感をもたらす心の拠り所にな
るとともに、困難を抱えた時に戻って来ることができる安全な場所が必要なのです。家庭や学校が、そう
した機能を果たせていない場合に、地域が、そうした機能を果たせたとしたら大きな意味があります。
　そのためにも、地域の方々が、信頼できる大人として、青少年との間での関係づくりをしていくことが必
要となります。街中でのあいさつのような声掛けでも、そうした関係づくりのきっかけになるかもしれませ
ん。平素からの地域社会での見守りが求められます。
　青少年と接する際には、①自分の尺度で決めつけるのではなく、青少年の状況をそのまま受け止めるこ
と（非審判的対応）、②青少年の持っているストレングス（強み）を活かしていくこと（ストレングス視点）、
③青少年自身が何をやりたいのか自ら決めることができるように寄り添うこと（意思決定支援）、そして④
青少年ごとに性格や背景の事情が異なるのであり、それぞれオーダーメイドの対応を図ること（個別化）が
大事だとされています。
　各地を調査してきて、地域社会の方達の関わりが大切であることを実感します。

５ おわりに
　「人権」という観点からは、「個人の尊重」は大事です。日本国憲法第13条でも「個人の尊重」が保障さ
れています。
　ただ、現代の社会において、私達は、〈自己決定／自己責任〉のレトリックを用いがちです。もちろん、そ
れぞれの人が、自分の望むように個人個人で自由な選択をすることは尊重されるべきです。
　でも、私達が生きていくためには、それだけでは十分ではありません。古くからも言われてきたように、
人間は社会性を持つ動物です。そのため、生きていく上でも互いに支え合うことが本来的に必要なので
す。
　実際、〈自己決定／自己責任〉の論理には、大人たちも多くの人が疲れてきているのではないでしょう
か。個人個人による社会の分断の末、「孤独・孤立」も大きな社会問題となっています。現在、高齢者だ
けでなく、若者による孤独死も喫緊の課題となっていると言えます。
　「自立」と「依存」は、対概念とも考えられています。「依存」とされる状態は、特定の人やモノに頼ってい
ることとして考えられます。しかし、「自立」とされる状態も、実は、数多の人やモノに依存して成り立ってい
るに過ぎないものとされています７。結局、どちらの状態も依存しているのであり、程度の差ということにな
ります。
　私達は、誰もが、誰かに、あるいは何かに「依存」して生きています。そうなると、完全な自己決定もなけ
れば、完全な自己責任もないのではないでしょうか。私達がつくる「社会」の中で起こったことには、私達
はそれぞれ何らかの責任があるとも言えます。
　「トー横」問題を通して青少年らが「生きづらさ」を抱えている姿が見えてきます。児童虐待や家庭の機
能不全を背景としたACE、学校などでのいじめ、先天的／後天的な障害など、様々なものがあります。
　ただ、こうした「生きづらさ」は他人事ではないと感じます。家庭の問題や職場でのハラスメント、個人
的な病気や障害など、誰もが大なり小なり「生きづらさ」を抱えているのではないかと思います。
　こうした中でこそ、互いにケアを図る、支え合える社会が求められているのではないでしょうか。他人事
でなく自分事として捉えるということでもあります。
　地域社会でのあなたの一歩が、子ども達を守ることになるのです。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
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版会、2013年）113頁参照。
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１

若者は、たとえ関係を広げていこうにも困難な状況に置かれているからです。こうして経済格差
が関係格差と連動し、その関係格差が意欲格差と連動しているのです。

4. 意欲をいかに育むか
　　このような観点から眺めてくると、今日の若者の意欲格差には、経済格差の拡大とその固定
化が大いに影響していることに気づきます。だとすれば、彼らの意欲を醸成するためにまず必要
なのは、経済格差の是正ということになります。行き過ぎた経済格差を是正するために、世界各
国には所得再配分の制度が設けられています。しかし、ＯＥＣＤ諸国のなかで、日本はその効果
がもっとも小さい国なのです。さらに、ここで留意しておくべきなのは、これまで述べてきたよう
に、私たちの意欲は人間関係のなかで育まれる面が大きいという事実です。
　経済格差が意欲格差をじかに増進させるだけでなく、経済格差と関係格差が連動することで、
そしてその関係格差が意欲格差と連動することで、若者の意欲格差はさらに拡大しています。こ
の点に着目するなら、たとえば奨学金のように使途が限定された支援だけでは、この連鎖を断ち
切るには不十分であることに気づきます。そもそも勉学の意欲を持ちえない者にとって、奨学金
の支給は意味をなさないからです。人間関係がその意欲を育むものだとしたら、日々の付き合い
にも使い回せるような生活全般を包括する経済支援こそが必要なのです。
　現在の日本では、社会の流動性が高まり、人生選択の自由度も増しているはずです。今後の人
生がさまざまな可能性に開かれているはずのこの現代社会で、しかし、親ガチャに限らず、何ら
かの理由で自らの人生に躓いてしまったとき、その自分以外の姿を思い描くことができにくくなっ
ているとすれば、とりわけ若者にそのような傾向が強く見られるようになっているとすれば、それ
は閉

へいそくか

塞化した人間関係によって自己像も閉塞化しているからではないでしょうか。そのため、躓
いてしまった自分の姿を宿命的なものと捉え、諦めがちになっているのではないでしょうか。
　今日の若者に見られる意欲の喪失は、彼らの努力不足の結果ではありません。不足しているの
は、異質な他者との出会いです。自分の思い込みから自身を解放し、新しい自分を見つけるため
には、その出会いこそが重要な契機となります。もっとも、そのことに気づけるのは、多様な他
者との出会いを通じてのみです。そのため、自助努力だけにその出会いを任せておいたのでは、
この格差の連鎖を断ち切ることはなかなか困難です。
　しかし私たちは、その出会いの可能性を放棄してはなりません。異質な他者との出会いのチャ
ンスを広げていくことは、制度設計の工夫次第でいくらでも可能なはずだからです。たとえば、
当初は貧困家庭の子どもたちを支援するために始められた子ども食堂も、昨今ではさまざまな社
会階層の子どもたちが出会う場として、さらには高齢者とも交流し合う場として、大きな変貌を
遂げつつあります。緩やかに開かれた関係を紡ぐ居場所としての機能を新たに持ち始めているの
です。いまの私たちには、このような仕組み作りの創意工夫とその拡充が求められているのでは
ないでしょうか。
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６

●就職差別解消に向けた取組
　企業などの採用選考が応募者の能力と適正に応じて公正に行われるよう、都は、毎年６月の
「就職差別解消促進月間」を中心に、身元調査や面接時に本籍地、思想・信条などを聞くといった
就職差別をなくすよう、関係機関と連携して企業などへの啓発を進めています。

（３）東京都人権プラザ
　東京都人権プラザは、都が設置している人権啓発の拠点施設です。次代を担う子供・若者など
幅広い都民を対象に、来館者が自ら人権問題について考えることができるよう展示や情報提供な
どを行うとともに、相談を受ける機能等も備えています。
　所在地：港区芝２-５-６　芝256スクエアビル１･２階
　連絡先：東京都人権プラザ（指定管理者 公益財団法人東京都人権啓発センター）
　電話 03-6722-0123　FAX 03-6722-0084　ホームページ https://www.tokyo-hrp.jp/

（主な施設）
●展示室
　東京都の人権施策の紹介のほか、日常生活の中にある人権課題に気づくとともに自ら解決策を
考える展示や、高齢者・障害者・妊婦等が感じているバリアの体験展示などがあります。

●図書資料室
　人権に関する図書や雑誌のほか、啓発ビデオなどの視聴覚資料を多数備え、閲覧・貸出を行っ
ています。

●セミナールーム
　各種講座、ワークショップ、団体見学される方々へのガイダンスなどを行います。

●相談室
　人権問題や日常生活で困ったことなどの相談を受ける一般相
談及び日常生活上の法律問題やインターネットにおける人権侵
害について弁護士が応じる法律相談を行っています。
※電話番号や相談受付時間の詳細は、巻末「主な相談機関」を
ご覧ください。　　　　

●その他
　広く都民への啓発を行うため、出張展示や教職員・生徒・行
政職員等による団体見学等への対応を行っています。

（４）（公財）東京都人権啓発センター
　東京都人権啓発センターは、都民の人権意識の高揚を図るため、各種の事業を行っています。
　所在地：港区芝２-５-６　芝256スクエアビル２階
　連絡先：電話 03-6722-0082　FAX 03-6722-0084
　ホームページ https://www.tokyo-jinken.or.jp/

＜主な事業＞
◉人権に関する各種の普及啓発
◉企業等が実施する人権に関する研修会
　への講師出講事業（有料／要予約）

東京都人権プラザ展示室

◉人権情報誌「ＴＯＫＹＯ人権」の発行
◉ラジオ番組「人権ＴＯＤＡＹ」の提供
◉インターネットホームページによる人権情報の発信

１ はじめに 「̶トー横」問題とは
　皆さんは、東京都における「トー横」問題を知っていますか。この問題は、様々な形で報道されています
ので、ご存知の方も多いと思います。
　夜を中心に、数多くの青少年や若年成人が、新宿区歌舞伎町にある東宝ビルの横付近で寄り集まって
過ごしています。「東宝ビルの横」のため、「トー横」と名付けられています。現在は主に東宝ビルに面し
ている「シネシティ広場」周辺に座り込んでいたりもします。こうした現象は、令和期に入るくらいの頃か
ら注目されるようになりました。
　単に「トー横」に集まって過ごすだけであれば、問題にはならないかもしれません。しかし、「トー横」
に集まる青少年らが、犯罪被害にあう場合も多く見られるのです。さらには、犯罪加害に加担する場合も
見られます。青少年らの行為が、犯罪や少年警察活動規則上の「不良行為」に該当する行為となることも
あります。とりわけ、「トー横」では、青少年らによる処方薬等のオーバードーズ（過剰摂取）や自傷行為
も問題となっています。
　ただ、繁華街に集まる青少年らの問題は、東京都だけではなく、大阪市や福岡市など他の大都市でも
顕在化しています。大阪市中央区道頓堀の「グリコサイン」下あたりを指す「グリ下」や、中央区天神の「警
固公園」などにも青少年らが集まってきており、やはり犯罪被害等が問題となっています。このように、同
様の現象が、日本全国の都市部で問題となっているのです。
　こうした青少年が犯罪の被害や加害に直面している問題は、健全育成を図る上でも、警察や行政だけ
でなく、広範に各地域の人々にも解決への協力が求められています。「トー横」問題は、単に繁華街の地
域だけの問題ではないのです。
　そこで、本稿では、「トー横」問題と地域の力について考えていきたいと思います。

２ 青少年を取り巻く状況
　始めに、現在、青少年がどのような状況に置かれているのかを見ていきたいと思います。

（１）数の上に表れている変化
　まず、青少年に関わる様々な統計を通して見えてくる現在の状況の変化を確認していきます。
　少年非行に関して、平成16（2004）年以降、令和３（2021）年まで少年による刑法犯等検挙人員も少年
人口比（少年10万人当たりの検挙人員）も大幅な減少傾向にありました（図１参照）。特に平成24（2012）
年以降は、戦後最少を記録し続けていました。人員の減少には、もちろん少子化の影響も考えられます
が、少年人口比を見ても減少傾向に変わりがありませんでした。この点は、少年の性質の変化も背景にあ
ると思われます。ただ、令和４（2022）年からは、少年の検挙人員も人口比も増加してきており、今後注視
していく必要があります。
　逆に、児童相談所における児童虐待相談対応件数は、一貫して増加傾向にあります（図２参照）。平成
12（2000）年５月には、「児童虐待の防止等に関する法律」が制定されましたが、増加に歯止めがかから
ない状況です。もちろん、こうした状況には、児童虐待が許されないことという認識が広まっていき、通報

等の件数が増加したことも背
景としてあるでしょう。
　また、小・中学校の不登校児
童生徒数も、平成25（2013）
年以降、もっぱら増加傾向が
続いています（図３参照）。背景
として、児童生徒の不登校を容
認する政策の影響も考えられ
ます。平成28（2016）年12月に
は、「義務教育の段階における
普通教育に相当する教育の機
会の確保等に関する法律」が成
立しました。こうした法律による
フリースクールなどの学びの選
択肢の拡大もありますが、増加
傾向が一方的に続いているの
は、学校へ行きたくない、行き
づらいという児童・生徒が増え
ているからなのではないでしょ
うか。
　さらに、青少年を取り巻く状
況として、重大なことに、青少
年の自殺の増加が挙げられま
す（図４）。特に、中学生及び高
校生の自殺の増加傾向は深刻
な状態にあると言えます。
　このように検討してくると、青
少年の「生きづらさ」の現れと
して、他害的・反社会的な行動
が弱まり、自傷的・非社会的な
行動が前面に出てきているよう
にも見えます。

（２）法制度の変容
　次に、近年の青少年を取り巻
く法制度の変容について考えて
いきます。
　平成30（2018）年には、民
法の改正により成年年齢の引
下げが行われ、成年年齢が20
歳から18歳になりました。この
引下げは、令和４（2022）年４
月から施行されています。ただ、現実には、18歳・19歳の若者は未成熟である場合が多いと言えるため、
悪質な契約等による被害からの保護の必要性が依然としてあります。

　さらに、こうした民法の改正
による成年年齢の引下げに合わ
せて、少年法の改正も行い、少
年年齢も20歳未満から18歳未
満に引き下げるべきとの議論が
起こりました。しかし、少年法の
仕組みが果たしてきた再犯・再
非行防止の効果も考慮され、最
終的には、民法の改正に合わ
せた少年年齢の引下げにはなら
ず、少年年齢は20歳未満のまま
となりました。ただ、18歳・19歳
の「特定少年」の年齢層が新た
に設けられました。「特定少年」
に対しては、保護手続と刑事手

続の特例が定められています。これまで通り、保護処分を優先しつつも、「大人」と同じような刑事裁判
の手続につなげやすくするなど、17歳以下の少年とは異なる手続としています。
　少年法では、14歳以上の少年による犯罪や14歳未満の少年による触法行為（刑罰法令に触れる行為）
をしていなくても、所定の行状・性癖が見られ、その性格・環境に照らして、近い将来、犯罪や触法行為を
行う可能性の高い少年は、家庭裁判所の少年審判の対象となり、保護観察や少年院送致等を行うことも
できるようになっています。
　こうした少年を「虞犯（ぐはん）少年」と言います。少年の健全育成を図る上でも、犯罪などを未然に防
ぐことが大切であるため、このような規定が少年法上に置かれているのです。
　しかし、「特定少年」に対しては、虞犯規定が適用されないことになりました。これまでは、18歳・19歳
の少年も、保護的な観点から、虞犯規定によって犯罪への関与を防ぐことができたのに、残念ながらでき
なくなってしまいました。
　青少年を取り巻く情勢として、現代の日本社会において、青少年への眼差しの変化が読み取れます。実
態として、判断能力も社会経験も十分でなく、未成熟であるにもかかわらず、「大人」としての扱いを受け
ています。さらに、自分で決定させて、自分で全ての責任を取らせるという〈自己決定／自己責任〉の論理
への組み込みも見られます。現実には、「大人」と青少年とで、「情報の非対称性」があります。そのため、
経験や知識の少ない青少年が「大人」に利用・搾取される場面も見られます。よく考えずに申し込んだ「闇
バイト」で末端の犯罪行為に加担させられるのも、そうした一例と言えるでしょう。

（３）「心の傷」とその影響に関する研究
　アメリカ合衆国における研究では、「逆境的小児期体験」（Adverse Childhood Experiences: ACE）
が、その後の成長発達に大きな影響を及ぼすことが明らかになっています１。ACEとは、小児期に児童虐
待や家庭の機能不全を体験していることを指します。ACEが、子どもの社会性・情動・認知の発達を阻害
し、それが健康上リスクのある行動を取ることにもつながり、さらには疾病や障害、犯罪・非行などにとっ
てもリスク要因となるのです。子どもの「心の傷」が、その後のライフコースに多大なる影響を及ぼすこと
になり得ます。
　法務省法務総合研究所の研究でも、保護観察処分少年と少年院在院者のACEを調査したところ、保
護観察処分少年の56.5%、また少年院在院者の86.3%が何らかのACEの項目に該当していることが分
かりました２。また、非行性が進むほどACEを有する傾向が高いとしています。
　ただ、これらの結果はACEというリスク要因との相関関係の問題であって、因果関係ではありません。

保護要因を強化し、レジリエンス（回復力）を高めることで、問題行動等との相関性は弱まり、その発現は
抑制され得ます。保護要因として、「肯定的小児期体験」（Positive Childhood Experiences: PCE）や子
育てに対する周囲からの支援を挙げることができます。PCEには、「高校で帰属意識を持てた」、「友人か
ら支えられていると感じた」、「地域の伝統行事に楽しく参加できた」などがあるとされています３。
　また、ACEを念頭に置くと、「トラウマ・インフォームド・ケア」の視点を持つことも重要であるとされま
す４。「トラウマ・インフォームド・ケア」の視点を持つというのは、対象となる人の何らかの問題行動の背
景には、その人のトラウマ体験があることを想定して対応する必要があるということです。そうすることで、
対象となる人の再受傷化（再トラウマ化）を防ぐこともできます。こうした視点を持つことは、青少年の健全
育成に当たる方々にとっても必要となっています。

３ 青少年らはなぜ「トー横」に集まるのか
　それでは、青少年らはなぜ「トー横」に集まるのでしょうか。
　アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグは、「第三の居場所（サードプレイス）」論を唱えています５。社
会には、「第三の居場所」と呼べる場所があり、機能しているというのです。オルデンバーグによると、「第
三の居場所」の特徴として、①「中立の領域」、②「人を平等にするもの」、③「会話がおもな活動」、④「利
用しやすさと便宜」、⑤「常連」、⑥「目立たない存在」、⑦「その雰囲気には遊び心がある」、⑧「もう一つ
のわが家」といった点があるとされています。また、「第三の居場所」から個人が受ける恩恵として、①「目
新しさ」、②「人生観」、③「心の強壮剤」、④「ひとまとまりの友人たち」があるとしています。
　こうした家庭でも職場でもない居場所は、そこに集う人達へ充実感や自己有用感などを与えるもので
す。例えば、仕事帰りに寄るなじみの飲み屋や、週末の草野球のような趣味の集まりも、「第三の居場所」
として機能していると言えます。
　もちろん、家庭にも学校にも居場所がない青少年らも、そうした居場所を求めます。一時的に、日常の
「孤独・孤立」を紛らわし、解消することができるとも言えます。
　「トー横」のような繁華街には、SNSを通じて同じような境遇の子ども・若者が集まってきます。繁華街
は、そこにいる人達の匿名性が高いことも、集まり易い理由の一つです。東京都内や関東他県だけでなく、
遠方の道府県からも「トー横」に惹かれて、さらには憧れて集まってくるようです。
　まさに、「トー横」が「第三の居場所」として機能していると言えます。「第三の居場所」として、集まって
くる青少年らは、安心感や自己有用感などが得られるのです。
　ただ、繁華街には、「悪意のある大人」と呼ばれる犯罪企図者がいます。被害者としても、あるいは加害
者としても犯罪に巻き込まれるリスクが高いのです。

４ 「トー横」問題への対応の現状と展望
　次に、こうした「トー横」問題に、どのように対応しているのか、そして、今後どのような方向性の対応が
求められているのかを見ていきたいと思います。

（１）東京都における取組
　第33期東京都青少年問題協議会では、令和５（2023）年１月に「犯罪被害等のリスクを抱える青少年
への支援」が都知事より諮問され、議論を行った結果、同年７月に答申を行いました。この答申に基づい
て、現在、東京都による取組が行われています。取組では、「被害者」・「加害者」・「場所（環境）」に対
するアプローチを採っています。犯罪学では、これらの３要素が犯罪予防の対策において重要なターゲッ
トになるものと考えられています。
　犯罪学者のマーカス・フェルソンが唱えた「日常活動理論」では、①動機付けられた犯行者、②格好の
標的、③監視者の不在といった３つの要因が時間的・空間的に揃うことによって犯罪が起こるとされてい
ます６。したがって、これらの要因が揃わないようにする取組が求められます。こうした「日常活動理論」の

視点は、現実の物理的空間だけでなく、SNSなどのサイバー空間でも有用な視点であるとされています。
　また、「環境設計を通じた犯罪予防（防犯環境設計）」の理論でも、犯罪企図者に対して、①被害対象
の強化・回避、②接近の制御、③監視性の確保、④領域性の強化を行うことが、犯罪予防の上で大切であ
ることを指摘しています。こうした理論では、地域の力が大きな意味を持ちます。とりわけ、④領域性の強
化では、地域住民が自分達の地域であると自覚して地域を大切にすることが重要であるとされます。地域
内の環境美化や住民間のあいさつを積極的に行うことも大事であると言えます。
　「被害者」・「加害者」・「場所（環境）」の３要素を踏まえて、東京都による取組では、「被害等のリスク
を抱える若者」・「加害者となり得る悪意のある大人」・「被害場所等となり得る空間」の３つの視点を据
えています。
　具体的な取組として、第一に、令和６（2024）年５月に新宿区歌舞伎町に相談窓口「きみまも＠歌舞伎
町」を開設しました。安全で安心できる相談場所やフリースペースを青少年らに提供し、居場所としても機
能しています。令和７（2025）年６月には、同じ建物内の別フロアへ移り、より広いスペースとなった上で、
体制も更に整備されました。青少年ら自身によりSNSを通じて「きみまも」の情報が拡散され、予想以上
の利用者数となっています。青少年らのニーズが高いということが分かります。利用者の背景にある問題
も多様・複雑であるとされ、警察や児童相談所だけでなく、福祉や医療、各種の民間団体も含め、広範な
連携が図られています。
　第二に、ターゲティング広告、デジタルサイネージ、イベントを通じた啓発も積極的に行われています。
啓発動画も、被害者側の青少年らに焦点を当てたものと、加害者側の「悪意のある大人」に焦点を当て
たものの両者が作成されています。
　第三に、東京都、新宿区などの連携のための情報連絡会も設けられました。関係機関間での情報共有
が図られています。また、繁華街における青少年らの同じような問題を抱えている大阪市や福岡県もオブ
ザーバーとして参加しています。

（２）今後の方向性̶地域の力
　上述のように、東京都では、様々な取組をしていますが、行政で行えることにも限界があります。そもそ
も青少年が住んでいる地域に家庭や学校以外の「第三の居場所」があるなら、わざわざ繁華街にまで来
なくても済むでしょう。青少年の居住地域での居場所づくりや地域の信頼できる大人との関係づくりが、
繁華街での犯罪被害や加害を防ぐことにもなり、広く青少年の健全育成にもつながり得ます。
　居住地域における居場所づくりとしては、たまり場づくりや子ども食堂、学習支援のように継続性のある
居場所づくりもあります。その他、地域住民で協力して行事を行うことなどは、地域を安全で安心できる居
場所にしていく上でも意味があるでしょう。地域のつながりが、青少年に良い影響を与えます。
　青少年にとっては、試行錯誤を繰り返しながらも成長していく上で、安心感をもたらす心の拠り所にな
るとともに、困難を抱えた時に戻って来ることができる安全な場所が必要なのです。家庭や学校が、そう
した機能を果たせていない場合に、地域が、そうした機能を果たせたとしたら大きな意味があります。
　そのためにも、地域の方々が、信頼できる大人として、青少年との間での関係づくりをしていくことが必
要となります。街中でのあいさつのような声掛けでも、そうした関係づくりのきっかけになるかもしれませ
ん。平素からの地域社会での見守りが求められます。
　青少年と接する際には、①自分の尺度で決めつけるのではなく、青少年の状況をそのまま受け止めるこ
と（非審判的対応）、②青少年の持っているストレングス（強み）を活かしていくこと（ストレングス視点）、
③青少年自身が何をやりたいのか自ら決めることができるように寄り添うこと（意思決定支援）、そして④
青少年ごとに性格や背景の事情が異なるのであり、それぞれオーダーメイドの対応を図ること（個別化）が
大事だとされています。
　各地を調査してきて、地域社会の方達の関わりが大切であることを実感します。

５ おわりに
　「人権」という観点からは、「個人の尊重」は大事です。日本国憲法第13条でも「個人の尊重」が保障さ
れています。
　ただ、現代の社会において、私達は、〈自己決定／自己責任〉のレトリックを用いがちです。もちろん、そ
れぞれの人が、自分の望むように個人個人で自由な選択をすることは尊重されるべきです。
　でも、私達が生きていくためには、それだけでは十分ではありません。古くからも言われてきたように、
人間は社会性を持つ動物です。そのため、生きていく上でも互いに支え合うことが本来的に必要なので
す。
　実際、〈自己決定／自己責任〉の論理には、大人たちも多くの人が疲れてきているのではないでしょう
か。個人個人による社会の分断の末、「孤独・孤立」も大きな社会問題となっています。現在、高齢者だ
けでなく、若者による孤独死も喫緊の課題となっていると言えます。
　「自立」と「依存」は、対概念とも考えられています。「依存」とされる状態は、特定の人やモノに頼ってい
ることとして考えられます。しかし、「自立」とされる状態も、実は、数多の人やモノに依存して成り立ってい
るに過ぎないものとされています７。結局、どちらの状態も依存しているのであり、程度の差ということにな
ります。
　私達は、誰もが、誰かに、あるいは何かに「依存」して生きています。そうなると、完全な自己決定もなけ
れば、完全な自己責任もないのではないでしょうか。私達がつくる「社会」の中で起こったことには、私達
はそれぞれ何らかの責任があるとも言えます。
　「トー横」問題を通して青少年らが「生きづらさ」を抱えている姿が見えてきます。児童虐待や家庭の機
能不全を背景としたACE、学校などでのいじめ、先天的／後天的な障害など、様々なものがあります。
　ただ、こうした「生きづらさ」は他人事ではないと感じます。家庭の問題や職場でのハラスメント、個人
的な病気や障害など、誰もが大なり小なり「生きづらさ」を抱えているのではないかと思います。
　こうした中でこそ、互いにケアを図る、支え合える社会が求められているのではないでしょうか。他人事
でなく自分事として捉えるということでもあります。
　地域社会でのあなたの一歩が、子ども達を守ることになるのです。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
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２　 法務総合研究所『法務総合研究所研究部報告 65　非行少年と生育環境に関する研究』（法務総合研究所、2023年）71-74頁、
142頁参照。

３　 三谷はるよ『ACEサバイバー―子ども期の逆境に苦しむ人々』（筑摩書房、2023年）142頁。
４　 野坂祐子『トラウマインフォームドケア―“問題行動”を捉えなおす援助の視点』（日本評論社、2019年）。
５　 �
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��������������［レイ・オルデンバーグ『サードプレイス―コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』忠平美幸訳（み
すず書房、2013年）］.

６　�
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�, 2002［マーカス・フェルソン『日常生活の犯罪学』守山正監訳（日本評論
社、2005年）］.

７　熊谷晋一郎「依存先の分散としての自立」村田純一編『技術　身体を取り囲む人工環境（知の生態学的転回２）』（東京大学出
版会、2013年）113頁参照。
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１

（参考・出典等)
１頁（1)：内閣府　国民経済計算（GDP統計)より
２頁（2)： 世界価値観調査「World Value Survey」は、５年ごとに世界的に実施される比較社会調

査
２頁（3)： NPO法人ピッコラーレが運営する妊娠相談窓口「にんしんSOS東京」に寄せられた相談

件数
３頁（4)：内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」より
４頁（5)：青少年研究会が10年おきに実施している「都市在住の若者の行動と意識調査」より

１ はじめに 「̶トー横」問題とは
　皆さんは、東京都における「トー横」問題を知っていますか。この問題は、様々な形で報道されています
ので、ご存知の方も多いと思います。
　夜を中心に、数多くの青少年や若年成人が、新宿区歌舞伎町にある東宝ビルの横付近で寄り集まって
過ごしています。「東宝ビルの横」のため、「トー横」と名付けられています。現在は主に東宝ビルに面し
ている「シネシティ広場」周辺に座り込んでいたりもします。こうした現象は、令和期に入るくらいの頃か
ら注目されるようになりました。
　単に「トー横」に集まって過ごすだけであれば、問題にはならないかもしれません。しかし、「トー横」
に集まる青少年らが、犯罪被害にあう場合も多く見られるのです。さらには、犯罪加害に加担する場合も
見られます。青少年らの行為が、犯罪や少年警察活動規則上の「不良行為」に該当する行為となることも
あります。とりわけ、「トー横」では、青少年らによる処方薬等のオーバードーズ（過剰摂取）や自傷行為
も問題となっています。
　ただ、繁華街に集まる青少年らの問題は、東京都だけではなく、大阪市や福岡市など他の大都市でも
顕在化しています。大阪市中央区道頓堀の「グリコサイン」下あたりを指す「グリ下」や、中央区天神の「警
固公園」などにも青少年らが集まってきており、やはり犯罪被害等が問題となっています。このように、同
様の現象が、日本全国の都市部で問題となっているのです。
　こうした青少年が犯罪の被害や加害に直面している問題は、健全育成を図る上でも、警察や行政だけ
でなく、広範に各地域の人々にも解決への協力が求められています。「トー横」問題は、単に繁華街の地
域だけの問題ではないのです。
　そこで、本稿では、「トー横」問題と地域の力について考えていきたいと思います。

２ 青少年を取り巻く状況
　始めに、現在、青少年がどのような状況に置かれているのかを見ていきたいと思います。

（１）数の上に表れている変化
　まず、青少年に関わる様々な統計を通して見えてくる現在の状況の変化を確認していきます。
　少年非行に関して、平成16（2004）年以降、令和３（2021）年まで少年による刑法犯等検挙人員も少年
人口比（少年10万人当たりの検挙人員）も大幅な減少傾向にありました（図１参照）。特に平成24（2012）
年以降は、戦後最少を記録し続けていました。人員の減少には、もちろん少子化の影響も考えられます
が、少年人口比を見ても減少傾向に変わりがありませんでした。この点は、少年の性質の変化も背景にあ
ると思われます。ただ、令和４（2022）年からは、少年の検挙人員も人口比も増加してきており、今後注視
していく必要があります。
　逆に、児童相談所における児童虐待相談対応件数は、一貫して増加傾向にあります（図２参照）。平成
12（2000）年５月には、「児童虐待の防止等に関する法律」が制定されましたが、増加に歯止めがかから
ない状況です。もちろん、こうした状況には、児童虐待が許されないことという認識が広まっていき、通報

等の件数が増加したことも背
景としてあるでしょう。
　また、小・中学校の不登校児
童生徒数も、平成25（2013）
年以降、もっぱら増加傾向が
続いています（図３参照）。背景
として、児童生徒の不登校を容
認する政策の影響も考えられ
ます。平成28（2016）年12月に
は、「義務教育の段階における
普通教育に相当する教育の機
会の確保等に関する法律」が成
立しました。こうした法律による
フリースクールなどの学びの選
択肢の拡大もありますが、増加
傾向が一方的に続いているの
は、学校へ行きたくない、行き
づらいという児童・生徒が増え
ているからなのではないでしょ
うか。
　さらに、青少年を取り巻く状
況として、重大なことに、青少
年の自殺の増加が挙げられま
す（図４）。特に、中学生及び高
校生の自殺の増加傾向は深刻
な状態にあると言えます。
　このように検討してくると、青
少年の「生きづらさ」の現れと
して、他害的・反社会的な行動
が弱まり、自傷的・非社会的な
行動が前面に出てきているよう
にも見えます。

（２）法制度の変容
　次に、近年の青少年を取り巻
く法制度の変容について考えて
いきます。
　平成30（2018）年には、民
法の改正により成年年齢の引
下げが行われ、成年年齢が20
歳から18歳になりました。この
引下げは、令和４（2022）年４
月から施行されています。ただ、現実には、18歳・19歳の若者は未成熟である場合が多いと言えるため、
悪質な契約等による被害からの保護の必要性が依然としてあります。

　さらに、こうした民法の改正
による成年年齢の引下げに合わ
せて、少年法の改正も行い、少
年年齢も20歳未満から18歳未
満に引き下げるべきとの議論が
起こりました。しかし、少年法の
仕組みが果たしてきた再犯・再
非行防止の効果も考慮され、最
終的には、民法の改正に合わ
せた少年年齢の引下げにはなら
ず、少年年齢は20歳未満のまま
となりました。ただ、18歳・19歳
の「特定少年」の年齢層が新た
に設けられました。「特定少年」
に対しては、保護手続と刑事手

続の特例が定められています。これまで通り、保護処分を優先しつつも、「大人」と同じような刑事裁判
の手続につなげやすくするなど、17歳以下の少年とは異なる手続としています。
　少年法では、14歳以上の少年による犯罪や14歳未満の少年による触法行為（刑罰法令に触れる行為）
をしていなくても、所定の行状・性癖が見られ、その性格・環境に照らして、近い将来、犯罪や触法行為を
行う可能性の高い少年は、家庭裁判所の少年審判の対象となり、保護観察や少年院送致等を行うことも
できるようになっています。
　こうした少年を「虞犯（ぐはん）少年」と言います。少年の健全育成を図る上でも、犯罪などを未然に防
ぐことが大切であるため、このような規定が少年法上に置かれているのです。
　しかし、「特定少年」に対しては、虞犯規定が適用されないことになりました。これまでは、18歳・19歳
の少年も、保護的な観点から、虞犯規定によって犯罪への関与を防ぐことができたのに、残念ながらでき
なくなってしまいました。
　青少年を取り巻く情勢として、現代の日本社会において、青少年への眼差しの変化が読み取れます。実
態として、判断能力も社会経験も十分でなく、未成熟であるにもかかわらず、「大人」としての扱いを受け
ています。さらに、自分で決定させて、自分で全ての責任を取らせるという〈自己決定／自己責任〉の論理
への組み込みも見られます。現実には、「大人」と青少年とで、「情報の非対称性」があります。そのため、
経験や知識の少ない青少年が「大人」に利用・搾取される場面も見られます。よく考えずに申し込んだ「闇
バイト」で末端の犯罪行為に加担させられるのも、そうした一例と言えるでしょう。

（３）「心の傷」とその影響に関する研究
　アメリカ合衆国における研究では、「逆境的小児期体験」（Adverse Childhood Experiences: ACE）
が、その後の成長発達に大きな影響を及ぼすことが明らかになっています１。ACEとは、小児期に児童虐
待や家庭の機能不全を体験していることを指します。ACEが、子どもの社会性・情動・認知の発達を阻害
し、それが健康上リスクのある行動を取ることにもつながり、さらには疾病や障害、犯罪・非行などにとっ
てもリスク要因となるのです。子どもの「心の傷」が、その後のライフコースに多大なる影響を及ぼすこと
になり得ます。
　法務省法務総合研究所の研究でも、保護観察処分少年と少年院在院者のACEを調査したところ、保
護観察処分少年の56.5%、また少年院在院者の86.3%が何らかのACEの項目に該当していることが分
かりました２。また、非行性が進むほどACEを有する傾向が高いとしています。
　ただ、これらの結果はACEというリスク要因との相関関係の問題であって、因果関係ではありません。

保護要因を強化し、レジリエンス（回復力）を高めることで、問題行動等との相関性は弱まり、その発現は
抑制され得ます。保護要因として、「肯定的小児期体験」（Positive Childhood Experiences: PCE）や子
育てに対する周囲からの支援を挙げることができます。PCEには、「高校で帰属意識を持てた」、「友人か
ら支えられていると感じた」、「地域の伝統行事に楽しく参加できた」などがあるとされています３。
　また、ACEを念頭に置くと、「トラウマ・インフォームド・ケア」の視点を持つことも重要であるとされま
す４。「トラウマ・インフォームド・ケア」の視点を持つというのは、対象となる人の何らかの問題行動の背
景には、その人のトラウマ体験があることを想定して対応する必要があるということです。そうすることで、
対象となる人の再受傷化（再トラウマ化）を防ぐこともできます。こうした視点を持つことは、青少年の健全
育成に当たる方々にとっても必要となっています。

３ 青少年らはなぜ「トー横」に集まるのか
　それでは、青少年らはなぜ「トー横」に集まるのでしょうか。
　アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグは、「第三の居場所（サードプレイス）」論を唱えています５。社
会には、「第三の居場所」と呼べる場所があり、機能しているというのです。オルデンバーグによると、「第
三の居場所」の特徴として、①「中立の領域」、②「人を平等にするもの」、③「会話がおもな活動」、④「利
用しやすさと便宜」、⑤「常連」、⑥「目立たない存在」、⑦「その雰囲気には遊び心がある」、⑧「もう一つ
のわが家」といった点があるとされています。また、「第三の居場所」から個人が受ける恩恵として、①「目
新しさ」、②「人生観」、③「心の強壮剤」、④「ひとまとまりの友人たち」があるとしています。
　こうした家庭でも職場でもない居場所は、そこに集う人達へ充実感や自己有用感などを与えるもので
す。例えば、仕事帰りに寄るなじみの飲み屋や、週末の草野球のような趣味の集まりも、「第三の居場所」
として機能していると言えます。
　もちろん、家庭にも学校にも居場所がない青少年らも、そうした居場所を求めます。一時的に、日常の
「孤独・孤立」を紛らわし、解消することができるとも言えます。
　「トー横」のような繁華街には、SNSを通じて同じような境遇の子ども・若者が集まってきます。繁華街
は、そこにいる人達の匿名性が高いことも、集まり易い理由の一つです。東京都内や関東他県だけでなく、
遠方の道府県からも「トー横」に惹かれて、さらには憧れて集まってくるようです。
　まさに、「トー横」が「第三の居場所」として機能していると言えます。「第三の居場所」として、集まって
くる青少年らは、安心感や自己有用感などが得られるのです。
　ただ、繁華街には、「悪意のある大人」と呼ばれる犯罪企図者がいます。被害者としても、あるいは加害
者としても犯罪に巻き込まれるリスクが高いのです。

４ 「トー横」問題への対応の現状と展望
　次に、こうした「トー横」問題に、どのように対応しているのか、そして、今後どのような方向性の対応が
求められているのかを見ていきたいと思います。

（１）東京都における取組
　第33期東京都青少年問題協議会では、令和５（2023）年１月に「犯罪被害等のリスクを抱える青少年
への支援」が都知事より諮問され、議論を行った結果、同年７月に答申を行いました。この答申に基づい
て、現在、東京都による取組が行われています。取組では、「被害者」・「加害者」・「場所（環境）」に対
するアプローチを採っています。犯罪学では、これらの３要素が犯罪予防の対策において重要なターゲッ
トになるものと考えられています。
　犯罪学者のマーカス・フェルソンが唱えた「日常活動理論」では、①動機付けられた犯行者、②格好の
標的、③監視者の不在といった３つの要因が時間的・空間的に揃うことによって犯罪が起こるとされてい
ます６。したがって、これらの要因が揃わないようにする取組が求められます。こうした「日常活動理論」の

視点は、現実の物理的空間だけでなく、SNSなどのサイバー空間でも有用な視点であるとされています。
　また、「環境設計を通じた犯罪予防（防犯環境設計）」の理論でも、犯罪企図者に対して、①被害対象
の強化・回避、②接近の制御、③監視性の確保、④領域性の強化を行うことが、犯罪予防の上で大切であ
ることを指摘しています。こうした理論では、地域の力が大きな意味を持ちます。とりわけ、④領域性の強
化では、地域住民が自分達の地域であると自覚して地域を大切にすることが重要であるとされます。地域
内の環境美化や住民間のあいさつを積極的に行うことも大事であると言えます。
　「被害者」・「加害者」・「場所（環境）」の３要素を踏まえて、東京都による取組では、「被害等のリスク
を抱える若者」・「加害者となり得る悪意のある大人」・「被害場所等となり得る空間」の３つの視点を据
えています。
　具体的な取組として、第一に、令和６（2024）年５月に新宿区歌舞伎町に相談窓口「きみまも＠歌舞伎
町」を開設しました。安全で安心できる相談場所やフリースペースを青少年らに提供し、居場所としても機
能しています。令和７（2025）年６月には、同じ建物内の別フロアへ移り、より広いスペースとなった上で、
体制も更に整備されました。青少年ら自身によりSNSを通じて「きみまも」の情報が拡散され、予想以上
の利用者数となっています。青少年らのニーズが高いということが分かります。利用者の背景にある問題
も多様・複雑であるとされ、警察や児童相談所だけでなく、福祉や医療、各種の民間団体も含め、広範な
連携が図られています。
　第二に、ターゲティング広告、デジタルサイネージ、イベントを通じた啓発も積極的に行われています。
啓発動画も、被害者側の青少年らに焦点を当てたものと、加害者側の「悪意のある大人」に焦点を当て
たものの両者が作成されています。
　第三に、東京都、新宿区などの連携のための情報連絡会も設けられました。関係機関間での情報共有
が図られています。また、繁華街における青少年らの同じような問題を抱えている大阪市や福岡県もオブ
ザーバーとして参加しています。

（２）今後の方向性̶地域の力
　上述のように、東京都では、様々な取組をしていますが、行政で行えることにも限界があります。そもそ
も青少年が住んでいる地域に家庭や学校以外の「第三の居場所」があるなら、わざわざ繁華街にまで来
なくても済むでしょう。青少年の居住地域での居場所づくりや地域の信頼できる大人との関係づくりが、
繁華街での犯罪被害や加害を防ぐことにもなり、広く青少年の健全育成にもつながり得ます。
　居住地域における居場所づくりとしては、たまり場づくりや子ども食堂、学習支援のように継続性のある
居場所づくりもあります。その他、地域住民で協力して行事を行うことなどは、地域を安全で安心できる居
場所にしていく上でも意味があるでしょう。地域のつながりが、青少年に良い影響を与えます。
　青少年にとっては、試行錯誤を繰り返しながらも成長していく上で、安心感をもたらす心の拠り所にな
るとともに、困難を抱えた時に戻って来ることができる安全な場所が必要なのです。家庭や学校が、そう
した機能を果たせていない場合に、地域が、そうした機能を果たせたとしたら大きな意味があります。
　そのためにも、地域の方々が、信頼できる大人として、青少年との間での関係づくりをしていくことが必
要となります。街中でのあいさつのような声掛けでも、そうした関係づくりのきっかけになるかもしれませ
ん。平素からの地域社会での見守りが求められます。
　青少年と接する際には、①自分の尺度で決めつけるのではなく、青少年の状況をそのまま受け止めるこ
と（非審判的対応）、②青少年の持っているストレングス（強み）を活かしていくこと（ストレングス視点）、
③青少年自身が何をやりたいのか自ら決めることができるように寄り添うこと（意思決定支援）、そして④
青少年ごとに性格や背景の事情が異なるのであり、それぞれオーダーメイドの対応を図ること（個別化）が
大事だとされています。
　各地を調査してきて、地域社会の方達の関わりが大切であることを実感します。

５ おわりに
　「人権」という観点からは、「個人の尊重」は大事です。日本国憲法第13条でも「個人の尊重」が保障さ
れています。
　ただ、現代の社会において、私達は、〈自己決定／自己責任〉のレトリックを用いがちです。もちろん、そ
れぞれの人が、自分の望むように個人個人で自由な選択をすることは尊重されるべきです。
　でも、私達が生きていくためには、それだけでは十分ではありません。古くからも言われてきたように、
人間は社会性を持つ動物です。そのため、生きていく上でも互いに支え合うことが本来的に必要なので
す。
　実際、〈自己決定／自己責任〉の論理には、大人たちも多くの人が疲れてきているのではないでしょう
か。個人個人による社会の分断の末、「孤独・孤立」も大きな社会問題となっています。現在、高齢者だ
けでなく、若者による孤独死も喫緊の課題となっていると言えます。
　「自立」と「依存」は、対概念とも考えられています。「依存」とされる状態は、特定の人やモノに頼ってい
ることとして考えられます。しかし、「自立」とされる状態も、実は、数多の人やモノに依存して成り立ってい
るに過ぎないものとされています７。結局、どちらの状態も依存しているのであり、程度の差ということにな
ります。
　私達は、誰もが、誰かに、あるいは何かに「依存」して生きています。そうなると、完全な自己決定もなけ
れば、完全な自己責任もないのではないでしょうか。私達がつくる「社会」の中で起こったことには、私達
はそれぞれ何らかの責任があるとも言えます。
　「トー横」問題を通して青少年らが「生きづらさ」を抱えている姿が見えてきます。児童虐待や家庭の機
能不全を背景としたACE、学校などでのいじめ、先天的／後天的な障害など、様々なものがあります。
　ただ、こうした「生きづらさ」は他人事ではないと感じます。家庭の問題や職場でのハラスメント、個人
的な病気や障害など、誰もが大なり小なり「生きづらさ」を抱えているのではないかと思います。
　こうした中でこそ、互いにケアを図る、支え合える社会が求められているのではないでしょうか。他人事
でなく自分事として捉えるということでもあります。
　地域社会でのあなたの一歩が、子ども達を守ることになるのです。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
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２　 法務総合研究所『法務総合研究所研究部報告 65　非行少年と生育環境に関する研究』（法務総合研究所、2023年）71-74頁、
142頁参照。
３　 三谷はるよ『ACEサバイバー―子ども期の逆境に苦しむ人々』（筑摩書房、2023年）142頁。
４　 野坂祐子『トラウマインフォームドケア―“問題行動”を捉えなおす援助の視点』（日本評論社、2019年）。
５　 �
����������
������
�����
��
�	����������������������	�����������������������������������
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��������������［レイ・オルデンバーグ『サードプレイス―コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』忠平美幸訳（み
すず書房、2013年）］.
６　�
���������������������
������
���������３���������

�, 2002［マーカス・フェルソン『日常生活の犯罪学』守山正監訳（日本評論
社、2005年）］.
７　熊谷晋一郎「依存先の分散としての自立」村田純一編『技術　身体を取り囲む人工環境（知の生態学的転回２）』（東京大学出
版会、2013年）113頁参照。
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人権についての基礎知識
１ 「人権」とは
　人間は、誰もが「幸せに、楽しく生きたい」、「自由で平和に生きたい」という願いを持っていま
す。人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利を「人権」と言います。こうした
権利は人が生まれながらにして持っているものであり、人間が人間らしく生きていくために必要
不可欠なものと言えます。
　例えば、「日本国憲法」では、人種、信条、性別、社会的身分または門地により差別されないこ
ととする法の下の平等、思想・良心、信教、学問等の自由、教育を受ける権利、勤労の権利など
の多くの基本的人権を規定し、保障しています。
　人権は「人間の尊厳」に基づいて持っている固有の権利であって、人々の人権意識も高まりを見
せてきています。しかし、一方では不当な差別、暴力や誹謗・中傷等で苦しんだり、悩んだりし
ている人々が存在しています。
　人権の尊重とは、お互いの個人を尊重し合い、認め合うことであり、私たちは日常生活の中で
も常にこうした感覚と視点を持ち続けることが大切です。

２ 人権の世紀
　21世紀は「人権の世紀」と言われています。「激動の世紀」と言われた20世紀は、人々の生活
に快適さと豊かさをもたらした反面、二度にわたる世界大戦をはじめ、地域紛争により、多くの
人々が生命を奪われたり、財産や住居が失われるなど深刻な人権侵害が発生した時代でもありま
した。
　こうした反省から昭和23（1948）年国際連合第３回総会において「すべての人間は、生まれな
がらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」とする「世界人権宣言」が採択さ
れました。この宣言は、法的な拘束力は持ちませんが、道義的な努力目標をうたった世界初の人
権宣言として意義あるものです。以来、今日まで、国際連合を中心に全人類の人権の実現を目指
して様々な努力が続けられてきました。
　また、昭和25（1950）年の第５回国連総会において、毎年12月10日を「人権デー」として、世
界中で記念行事を行うことが決議されました。
　今日「平和のないところに人権は存在せず」、「人権のないところに平和は存在し得ない」と言わ
れ、人権の尊重が平和の基礎であるとの認識が世界の共通認識となりつつあります。21世紀を平
和で、全ての人の人権が尊重される時代にしたいという世界の人々の願いと期待が「人権の世紀」
という言葉に表されているのです。

2
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２

３ 人権教育のための世界計画
　国際連合は1995年から2004年までの10年間を「人権教育のための国連10年」と位置づけ、各
国に国内行動計画を定めることを求めました。この取組は2004年で終了しましたが、2005年
1月1日から開始された「人権教育のための世界計画」として受け継がれています。
　わが国は、平成9（1997）年に国内行動計画を定め、女性、子供、高齢者、障害者、同和問題、
アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者等、刑を終えて出所した人の人権問題を重要課題として、
教育・啓発に取り組んできました。
　東京都では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、平成27
（2015）年に「東京都人権施策推進指針」を見直し、国際都市にふさわしい人権が保障された都市
を目指して人権施策の推進に取り組んでいます。
　さらに、平成31（2019）年に、いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章に
うたわれる人権尊重の理念が広く都民等に一層浸透した都市の実現を目的とした「東京都オリン
ピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を施行し、必要な取組を推進して
います。

４ 「子供の人権問題」の重要性について
　子供が労働による搾取から守られ、あるいは基礎教育を受けられるなど特別な保護を必要とし
ていることに、多くの人々の関心が寄せられるようになったのは、近代になってからのことです。
こうした子供の権利保障についての考え方を国際機関として初めて明らかにしたのは、第一次世
界大戦後の大正13（1924）年国際連盟が採択した「児童の権利に関するジュネーブ宣言」において
です。この宣言は、戦争による最大の被害者が子供であったとの反省から「人類は、児童に対し
最善のものを与える義務を負う」とする精神のもとに、子供の福祉と保護に関する理念を明らか
にしています。
　第二次世界大戦後に設立された国際連合においても、子供の人権の尊重は最も関心を払ってき
た事項の一つです。
　昭和23（1948）年の「世界人権宣言」においては、「児童が特別な保護と援助を受ける権利を有
すること」などが明記され、昭和34（1959）年には、子供の固有な権利や自由をより具体的にう
たった「児童の権利に関する宣言」を採択しています。
　また、この宣言の30周年と国際児童年10周年に当たる平成元（1989）年に「児童の権利に関す
る条約」が採択されました。これは、これまでの宣言等の多くが単なる原則の宣言にとどまって
いたものを、子供の権利として一つの条約にまとめ、締約国を法的に拘束しようとするものです。
わが国では平成６（1994）年にこの条約を批准しています。
　このように国際機関において宣言や条約がつくられてきた背景には開発途上国、先進国を問わ
ず発生する子供の教育、福祉、労働関係をはじめ、いじめ、暴力、児童虐待、薬物乱用、児童ポ
ルノ問題など子供を取り巻く様々な問題が複雑・多様化してきている状況があります。

　子供が労働による搾取から守られ、 あるいは基礎教育を受けられるなど特別な保護を必要とし
ていることに、 多くの人々の関心が寄せられるようになったのは、 近代になってからのことです。
こうした子供の権利保障についての考え方を国際機関として初めて明らかにしたのは、 第一次世
界大戦後の大正13（1924）年国際連盟が採択した「児童の権利に関するジュネーブ宣言」において
です。 この宣言は、戦争による最大の被害者が子供であったとの反省から「人類は、児童に対し
最善のものを与える義務を負う」とする精神のもとに、 子供の福祉と保護に関する理念を明らか
にしています。
　第二次世界大戦後に設立された国際連合においても、 子供の人権の尊重は最も関心を払ってき
た事項の一つです。
　昭和23（1948）年の「世界人権宣言」においては、 「児童が特別な保護と援助を受ける権利を有
すること」などが明記され、 昭和34（1959）年には、 子供の固有な権利や自由をより具体的にう
たった「児童の権利に関する宣言」を採択しています。
　また、 この宣言の30周年と国際児童年10周年に当たる平成元（1989）年に「児童の権利に関
する条約」が採択されました。 これは、 これまでの宣言等の多くが単なる原則の宣言にとどまっ
ていたものを、 子供の権利として一つの条約にまとめ、 締約国を法的に拘束しようとするもので
す。わが国では平成６（1994）年にこの条約を批准しています。
　このように国際機関において宣言や条約がつくられてきた背景には開発途上国、 先進国を問わ
ず発生する子供の教育、 福祉、 労働関係をはじめ、 いじめ、 暴力、 児童虐待、 薬物乱用、 児童ポ
ルノ問題など子供を取り巻く様々な問題が複雑・多様化してきている状況があります。
　令和3（2021）年に施行された「東京都こども基本条例」では、 子供を権利の主体として尊重し、
子供の最善の利益を最優先にするという基本理念を明確化するとともに、 多岐にわたる子供政策
の基本的な視点を一元的に規定しています。
　また、 国においても令和5（2023）年にこども基本法が施行されました。

　国際連合は1995年から2004年までの10年間を「人権教育のための国連10年」と位置づけ、 各
国に国内行動計画を定めることを求めました。 この取組は2004年で終了しましたが、 2005年
1月1日から開始された「人権教育のための世界計画」として受け継がれています。
　わが国は、 平成9（1997）年に国内行動計画を定め、 女性、 子供、 高齢者、 障害者、 同和問題、
アイヌの人々、 外国人、 ＨＩＶ感染者等、 刑を終えて出所した人の人権問題を重要課題として、
教育・啓発に取り組んできました。
　東京都では、 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、 平成27
（2015）年に「東京都人権施策推進指針」を見直し、 国際都市にふさわしい人権が保障された都市
を目指して人権施策の推進に取り組んでいます。
　さらに、 平成30（2018）年に、 いかなる種類の差別も許されないという、 オリンピック憲章に
うたわれる人権尊重の理念が広く都民等に一層浸透した都市の実現を目的とした「東京都オリン
ピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定し、 必要な取組を推進して
います。
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子供の人権問題
１児童虐待
　虐待は、子供の心身の成長と人格の形成に深刻な影響を与える重大な権利侵害です。児童虐
待防止法は、保護者による虐待について、その予防及び早期発見、子供の保護などを定めていま
す。子供自身が虐待を外部に訴えることは難しいため、虐待の疑いをもったときは、速やかに児
童相談所などに通告する必要があります。

  子供への虐待とは
　保護者（親、または親にかわる養育者）によって子供に加えられた行為で、次のように分類され
ますが、ほとんどの場合重複して起こっています。

（出典）東京都福祉保健局「児童虐待防止リーフレット」

3

●叩く、殴る、けるなどの暴力
●タバコの火などを押しつける
●逆さづりにする
●戸外にしめだす
　など

身体的虐待

●適切な衣食住の世話をせず放置する
●病気なのに医師にみせない
●乳幼児を家に残したまま外出する
●乳幼児を車の中に放置する
●家に閉じ込める
　（学校等に登校させない）
●保護者以外の同居人や自宅に出入りする
　第三者による虐待を保護者が放置する
　など

ネグレクト（養育の放棄又は怠慢）

●子供への性交、性的行為
●性器や性交を見せる
●ポルノグラフィーの
　被写体などにする
　など

性的虐待

●無視、拒否的な態度
●ば声を浴びせる
●言葉によるおどかし、脅迫
●きょうだい間での極端な
　差別的扱い
●ドメスティック・バイオレンス
　（配偶者に対する暴力）を行う
●子供のきょうだいに虐待行為を行う
　など

心理的虐待

（出典）厚生労働省「福祉行政報告例」※平成22年度は福島県を除く

乳幼児を家に残したまま外出する

  増え続ける虐待相談件数
児童相談所における児童虐待相談の対応件数（全国）
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※令和４年度は速報値
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（出典）厚生労働省「福祉行政報告例｣
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程度や頻度にもよりますが、次のようなことに気づいたら、相談機関に連絡・相談してくだ
さい。

児童相談所全国共通ダイヤル
☎１８９番へ

（お近くの児童相談所につながります。）

（出典）東京都福祉保健局「児童虐待防止リーフレット」

（出典）公益財団法人 人権教育啓発推進センター「人権啓発教材 虐待防止シリーズ 児童虐待」

優しく、温かく、親子を見守る
ＯＳＥＫＫＡＩくん
（出典）東京都福祉保健局HP

相談・通告は匿名で行うこともできます。
分かる範囲で構わないので、次のような情報を伝えて
ください。
・気づいたり、発見した日時
・児童・保護者の情報（分かっていれば、氏名、年齢、住所など）
・虐待のおそれがあると思った状況（誰が、どのよう
なことをしているのか、気づいたこと など）

　オレンジリボンには「児童虐待防止」というメッ
セージが込められています。一人でも多くの方々
に「児童虐待防止」に関心を持ってもらい、子供た
ちの笑顔を守るために一人ひとりに何ができるの
かを呼びかけていく活動が「オレンジリボンキャン
ペーン」です。

「家の中で子供が暴行されてい
る様子が、窓から見える」「尋
常でない怒鳴り声や物音、泣き
声や叫び声が聞こえる」など、
緊急の場合には、警察に通報し
てください。

  私たちにできること
　「おやっ？」と思ったら、一人で悩まないで、相談機関に心配な思いを伝えましょう。あなたの
一言が子供と保護者（親）を救うきっかけになります。

こんな「子供」と「保護者（親）」が心配

相談・通告のポイント 緊急の場合は警察に通報！

児童虐待防止月間　～オレンジリボンキャンペーン～

子供について 保護者（親）について
□ いつも子供の泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴っている声
が聞こえる

□ 不自然な外傷（あざ、打撲、やけどなど）が見られる
□ 極端な栄養障害や発達の遅れが見られる（低身長・
低体重）

□ 衣服や身体が極端に不潔である
□ 食事に異常な執着を示す
□ ひどく落ち着きがなく乱暴、情緒不安定である
□ 表情が乏しく活気がない（無表情）
□ 態度がおどおどしており、親や大人の顔色をうか
がったり、親を避けようとする

□ 誰かれなく大人に甘え、警戒心が薄い
□ 夜遅くまで遊んでいたり、徘徊している
□ 家に帰りたがらない

□ 地域や親族などと交流がなく、孤立している
□ 小さい子供を家に置いたまま外出している
□ 子供の養育に関して拒否的、無関心である
□ 子供を甘やかすのは良くないと強調する
□ 子供に対して拒否的な発言をする
□ 気分の変動が激しく、子供や他人にかんしゃ
くを爆発させることが多い

□ 子供が怪我をしたり、病気になっても医者に
診せようとしない

□ 子供のけがについて不自然な説明をする

(出典)東京都福祉局「児童虐待防止リーフレット」

(出典)東京都福祉局HP

児童相談所虐待対応ダイヤル
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２ いじめ
  いじめとは

（文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」（最終改定平成29年3月）を参考に作成）

　個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられ
た児童生徒の立場に立つことが必要です。
　「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、当該児童生徒がかかわっている仲間やグループ
など、何らかの人的関係を指します。
　心理的又は物理的な影響を与える行為とは、例えば次のようなものです。

  いじめは子供の人権を侵害する行為
　いじめは、いじめを受けた子供の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及
び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるお
それがあるものです。
　いじめの根底には、相手に対する思いやり、やさしさといった人権感覚の欠如があります。

ぶつかる、たたく、蹴るなど
身体への攻撃

悪口や誹謗中傷、執拗にからか
うなどの言動（インターネット上
の行為も含む）

持ち物を隠す、お金をたかる、
いやがらせをする

仲間はずれ、集団による無視

　「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的
関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて
行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じている
ものをいう。」と定義する。（いじめ防止対策推進法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○○とは、
一切話をしないようにしよう

○○は～

ぶつかられる、たたかれる、蹴ら
れるなどの身体への攻撃

悪口や誹謗中傷、執拗にからかわ
れるなどの言動（インターネット上
の行為も含む）

仲間はずれ、集団による無視をさ
れる

持ち物を隠される、お金をたから
れる
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  いじめ発見のポイント（例）

（東京都教育委員会「いじめ総合対策【第２次・一部改定】」（令和3年2月）を参考に作成）

（文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」（最終改定平成29年3月）を参考に作成）

（出典）東京都教育委員会「いじめ問題に関する緊急アピール」

　いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうるものです。いじめられていても、本人が
それを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察する
などして確認する必要があります。
　また、「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談す
ることが重要なものや、直ちに通報することが必要なものが含まれます。

子供たちを守る責任を果たしたい－東京都教育委員会からのお願い－平成24年10月4日
＜全ての地域の方々へ＞
　通学途上や塾の行き帰りなど、学校や家庭以外での生活の中で、子供たちがいじめられて
いるケースも少なからずあります。学校や家庭では発見しにくいいじめの実態を把握できれ
ば、対策を早期に講じることができます。
　例えば、子供たちの安全を見守る大人がいじめを発見することがあると思います。もちろ
ん、その場で良識ある大人としての注意が望まれますが、場合によっては学校などへ御連絡
いただければと思います。また、重大ないじめ事件については警察と協力して対応すること
としておりますが、多くの行政機関やボランティア団体の方々にも子供たちの見守りをお願
いいたします。　

□笑顔がなく沈んでいる
□視線をそらし、
　合わそうとしない
□周りの様子を気にし、
　おどおどとしている
□感情の起伏が激しい

□身体に原因が不明の傷などがある
□けがの原因を聞いても曖昧に答える
□ボタンが取れていたり、
　ポケットが破けたりしている
□シャツやズボンが汚れたり、
　破けたりしている
□服に靴の跡がついている

□遊びの中に入っていない
□友達から不快に思う呼び方をされている
□他の人の持ち物を持たされたり、使い走りをさせられたりする

□鞄や筆箱等が隠される
□ノートや教科書に落書きがある
□作品や掲示物にいたずらされる
□鞄や靴が隠されたり、
　いたずらされたりする
□必要以上のお金を持っている

□他の子供から、言葉掛けをされない
□一人でいたり、泣いていたりする
□いつも人の嫌がる仕
　事をしている
□家から金品を持ち出
　す

表情・態度

身体・服装

遊び・友人関係

持ち物・金銭

言葉・行動

１ 3

2 4

5

□ノートや教科書に落書きがある
□作品や掲示物にいたずらされる

□けがの原因を聞いても曖昧に答える

□笑顔がなく沈んでいる笑顔がなく、沈んでいる

他の子供から言葉掛けをされない

服に靴の跡が付いている

友達から不快に思う呼び方をされる

起こり得るものです。

（東京都教育委員会「いじめ総合対策【第３次】」（令和７年６月）を参考に作成）



13

巻
頭
論
文

１

人
権
に
つ
い
て
の

基
礎
知
識

２

同
和
問
題
を

理
解
す
る
た
め
に

４

さ
ま
ざ
ま
な

人
権
問
題

５

都
の
取
組

６

関
係
資
料

７

主
な
相
談
機
関

子
供
の
人
権
問
題

３

３児童ポルノ等
  児童ポルノと苦しみ続ける被害者

どんなきっかけで被害に遭う可能性があるの？

児童ポルノ事犯の被害児童数の推移（全国）
被害に遭

あ
い、

苦しむ子供が大勢います！
※グラフ中の被害児童数は、
その年に新たに個人が特定
された被害児童の人数です。

　中学生女子Aは、知り合いの男性と無料
通話アプリで連絡をするようになった。色々
なことを言い合い、冗談で過激なことも話
すようになって、冗談のつもりで下着を見
せるよと言ったら突然脅し口調になり、早
く送れと言ってきて、怖くなり送ってしまっ
た。

　中学生女子Cは、SNSで知り合った男性
に「自分と会ってくれれば、アイドルタレント
に会わせてあげる」とだまされ、わいせつな
行為をされた上に、その状況をスマホのカメ
ラで撮影された。

　小学生女子Bは、ゲームアプリで知り合っ
た人に相談にのってもらった。その人が女性
だと思って自分の体の写真を送ってしまい、
名前と住んでいる地域も教えてしまった。相
談にはしっかりのってくれたが、その人から
実は自分は男であると知らされてから連絡が
取れなくなった。

　高校生男子Ｄは、インターネット上で男
子モデル募集の記事を見つけて応募したと
ころ、ホテルでわいせつな動画を撮影され、
児童ポルノとしてインターネット上で販売さ
れた。

（出典）警察庁「令和３年中における少年の補導
及び保護の概況」より

　こうした画像等がインターネット上に流れてしまうと、コピーが繰り返され、完全に消し去るこ
とは困難になります。裸の写真やわいせつな動画を撮影された子供は、将来にわたってその画像
におびえ、苦しむことになりかねません。
　子供の未来を守るため、児童ポルノ被害の未然防止、拡大防止のために、それぞれの立場でで
きることを考えましょう。

　児童ポルノとは、児童（18歳に満たない者）の裸の写真・動画などをいいます。半裸や水
着姿、下着姿もこれにあたる場合があります。　
　いわゆる児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを製造、公開、譲渡する行為のほか、性的好
奇心で所持する、盗撮により製造する、という行為も処罰の対象となります。

冗談を言い合ってただけなのに… 女性だと思って…

「アイドルに会える」と誘われ… 男子生徒も児童ポルノの被害に…
ケース3

ケース1

ケース4

ケース2

1,500

1,000

500

0
平成28年

1,313

平成29年

1,216

平成30年

1,276

令和2年

1,320

令和元年

1,559（人）

令和3年

1,458
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二　いじめの防止基本方針等
1　国、地方公共団体及び学校の各主体による「いじめの防止等のための対策に関する基本的
な方針」の策定（※）について定めること。
※国及び学校は策定の義務、地方公共団体は策定の努力義務
2　地方公共団体は、関係機関等の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務
局、警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができるこ
と。

三　基本的施策・いじめの防止等に関する措置
1 　学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策として（1）道徳教育等の充実、（2）早期発見
のための措置、（3）相談体制の整備、（4）インターネットを通じて行われるいじめに対する対
策の推進を定めるとともに、国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として（5）いじめの
防止等の対策に従事する人材の確保等、（6）調査研究の推進、（7）啓発活動について定める
こと。
2 　学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等
の専門家その他の関係者により構成される組織を置くこと。
3 　個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として（1）いじめの事実確認、（2）いじめを受け
た児童生徒又はその保護者に対する支援、（3）いじめを行った児童生徒に対する指導又はそ
の保護者に対する助言について定めるとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われるべき
ものであると認めるときの所轄警察署との連携について定めること。
４　懲戒、出席停止制度の適切な運用等その他いじめの防止等に関する措置を定めること。
四　重大事態への対処
1 　学校の設置者又はその設置する学校は、重大事態に対処し、及び同種の事態の発生の防止
に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うものと
すること。

２　学校の設置者又はその設置する学校は、1の調査を行ったときは、当該調査に係るいじめ
を受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供するものとすること。
3　地方公共団体の長等（※）に対する重大事態が発生した旨の報告、地方公共団体の長等によ
る1の調査の再調査、再調査の結果を踏まえて措置を講ずること等について定めること。　
※公立学校は地方公共団体の長、国立学校は文部科学大臣、私立学校は所轄庁である都道
府県知事

五　雑則
学校評価における留意事項及び高等専門学校における措置に関する規定を設けること。
……………………………………………………………………………………………………………
◉資料16　東京都いじめ防止対策推進条例（抜粋）　　
［平成26（2014）年7月公布、施行］
……………………………………………………………………………………………………………
（基本理念）
第三条　いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の
形成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動
に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨
として行われなければならない。
２　いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実
に守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、児童等がいじめを知りながら放置する

6
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二　いじめの防止基本方針等
1　国、地方公共団体及び学校の各主体による「いじめの防止等のための対策に関する基本的
な方針」の策定（※）について定めること。
※国及び学校は策定の義務、地方公共団体は策定の努力義務
2　地方公共団体は、関係機関等の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務
局、警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができるこ
と。

三　基本的施策・いじめの防止等に関する措置
1 　学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策として（1）道徳教育等の充実、（2）早期発見
のための措置、（3）相談体制の整備、（4）インターネットを通じて行われるいじめに対する対
策の推進を定めるとともに、国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として（5）いじめの
防止等の対策に従事する人材の確保等、（6）調査研究の推進、（7）啓発活動について定める
こと。
2 　学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等
の専門家その他の関係者により構成される組織を置くこと。
3 　個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として（1）いじめの事実確認、（2）いじめを受け
た児童生徒又はその保護者に対する支援、（3）いじめを行った児童生徒に対する指導又はそ
の保護者に対する助言について定めるとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われるべき
ものであると認めるときの所轄警察署との連携について定めること。
４　懲戒、出席停止制度の適切な運用等その他いじめの防止等に関する措置を定めること。
四　重大事態への対処
1 　学校の設置者又はその設置する学校は、重大事態に対処し、及び同種の事態の発生の防止
に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うものと
すること。

２　学校の設置者又はその設置する学校は、1の調査を行ったときは、当該調査に係るいじめ
を受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供するものとすること。
3　地方公共団体の長等（※）に対する重大事態が発生した旨の報告、地方公共団体の長等によ
る1の調査の再調査、再調査の結果を踏まえて措置を講ずること等について定めること。　
※公立学校は地方公共団体の長、国立学校は文部科学大臣、私立学校は所轄庁である都道
府県知事

五　雑則
学校評価における留意事項及び高等専門学校における措置に関する規定を設けること。
……………………………………………………………………………………………………………
◉資料16　東京都いじめ防止対策推進条例（抜粋）　　
［平成26（2014）年7月公布、施行］
……………………………………………………………………………………………………………
（基本理念）
第三条　いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の
形成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動
に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨
として行われなければならない。
２　いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実
に守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、児童等がいじめを知りながら放置する
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  18歳未満の子に裸の画像を不当に求めることは犯罪です。
　（東京都青少年の健全な育成に関する条例）

  悪質なジュニアアイドル誌等にも注意

  JKビジネスにも注意

悪質なジュニアアイドル誌等とは・・・
　児童ポルノとまでは言えないが、13歳未満
の青少年に水着姿などでひわいなポーズをと
らせ、みだりに性欲の対象として描写した写
真集やDVD等のこと。

　JKビジネスとは、女子高校生等がサービスをしてくれる店であるなどと連想させる、「JK
リフレ」「JKお散歩」「JKコミュ」等です。
　平成29年7月に施行された特定異性接客営業等の規制に関する条例により、このような店
等で青少年を働かせること、客として営業所等に立ち入らせること等が禁止されました。

インターネットトラブルに関する相談は・・・
こたエール（東京都）

◆電話相談　　　    0120- 1
インターネット

-7
な

8
や

3
み

0
ゼロ

2
に

◆LINE相談　アカウント名「相談ほっとLINE＠東京」
　電話・LINE相談ともに　月曜日～土曜日　午後３時～午後９時
　　　　　　　　　　　　※祝日・年末年始を除く
◆メール相談　24時間受付　　　　　

児童ポルノに関する情報提供・相談は・・・
STOP! 児童ポルノ・情報ホットライン（警視庁）
☎ 0570－024－110 （24時間受付）

自画撮り被害に遭った児童の推移（全国）
　「自画撮り被害」とは、だまされたり、脅されたり
して、18歳未満の子供が自分の裸体等を撮影させ
られた上、メール等で送らされる被害のことです。
　平成30年2月から、裸の自画撮り画像などを18
歳未満の子供に不当に求める行為が条例で処罰の
対象となりました。
　こうした行為は犯罪です。裸の画像を求められ
ても「画像は送らない」ことが大切です。また、画
像の送付後でも、早く対応すれば、拡散を最小限
に抑えられる場合があります。
　都の相談窓口「こたエール」等にご相談ください。

（出典）警察庁HP「なくそう、子供の性被害」統計データ

　　　    

こたエール 検索

こんな被害に遭
あ

うかもしれない

　アイドルを夢見る小学生女子A
は、ある日路上で声をかけられ、
「アイドルになれる。第一歩として、
水着のDVDに出演しないか。」と誘
われ、母親に相談した上で撮影に
参加した。
　ところが、その実態は子供を性
欲の対象とするような、過激な水
着姿での撮影だった。
　Aは大きなショックを受け、母親も消し去ることができない
娘の画像のことを思い、とても後悔している。

アイドルを夢見る娘のために、DVD出演を許可したら…
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同和問題（部落差別）を理解するために
１同和問題とは
日本固有の人権問題
　同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分制度や歴史的、社会的に形成
された人々の意識に起因する差別が、様々なかたちで現れているわが国固有の重大な人権問題で
す。
　現在もなお、同和地区（被差別部落）の出身という理由で様々な差別を受け、基本的人権を侵害
されている人々がいます。
　日本固有の人権問題である同和問題は、憲法が保障する基本的人権の侵害に係る深刻かつ重
大な問題です。
　同和問題は過去の課題ではありません。この問題の解決に向けた今後の取組を人権にかかわる
あらゆる問題の解決につなげていくという、広がりをもった現実の課題です。
　21世紀は「人権の世紀」と言われています。この社会にいまだに根深く残されている不合理や
偏見を取り除くことを、自らの課題としてとらえ直し、私たち一人一人が何をすべきかを考え行
動に移していくことが大切です。

差別はすべて
人によってつくられたものです。
それなら
人によってなくすことができるはずです。
すべての人が
幸せにくらせる日がくるまで
部落差別をはじめ
あらゆる差別をなくす努力を
続けていきましょう。

（出典）東京都総務局人権部「明るい社会をめざして－同和問題（部落差別）の理解のために－」

4

幸せな明日のために
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歴史的背景
　封建時代において、えた、ひにん等と呼ばれていた人々は、武具・馬具や多くの生活用品に必
要な皮革をつくる仕事や、役人のもとで地域の警備を行うなど、生活に欠かせない役目を担って
いましたが、住む場所、仕事、結婚、交際など、生活のすべての面で厳しい制限を受け、差別さ
れていました。
　それらの人々が、住まわされていたところが「同和地区（被差別部落）」、それらの人々に対する
差別が「部落差別」といわれています。

  形だけの「解放令」 
　「えた・ひにん等の称を廃止するので、これからは身分、職業とも平民と同じであること」とい
う「解放令」が明治4（1871）年に出されました。
　これによって被差別部落の人々は、それまでの身分から、法律や制度上は解放されることにな
りました。
　しかし、それは、単に蔑

べつしょう

称を廃止し法律の上で身分制度をなくしたという形だけのもので、被
差別部落の人々が、現実の差別と貧困から解放されるために必要な施策は伴っていませんでし
た。
　そればかりか、明治5（1872）年に日本で初めてつくられた全国統一の戸籍（壬

じんしん

申戸籍）には、
廃止されたはずの古い身分が書かれたこともあり、部落差別は様々な形で続きました。

  解放のための運動 
　被差別部落のなかで、こうした状況に対して、怒りや悲しみを感じた人はたくさんいました。
　そして、差別に立ち向かい、自分たちの手で自由と権利を勝ち取ろうと、いろいろな運動を起
こしていきました。
　大正11（1922）年3月3日には、「全国水平社」が創立されました。
　創立の日に掲げられた「水平社宣言」は、日本の歴史に残る人権宣言といわれています。
　解放運動は、部落差別がいかに不当であるかを世の中に知らせ、人権に対する知識や自覚を促
すなど、大きな役割をはたしてきました。
　その結果、少しずつ行政もこの問題に取り組んでいくようになりました。
　また、第二次世界大戦後になって基本的人権を保障した日本国憲法も定められました。
　しかし、長い間続いてきた部落差別は、それでも解消されませんでした。そのため、重大な社
会問題として国をあげての取組が必要となったのです。　　

（全国水平社創立大会　綱領及び宣言）
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東京都人権プラザ
「インターネットにおける
人権侵害」に関する法律相談
https://www.tokyo-hrp.jp/consult-internet.html

03-6722-0124
（面接予約）

●相談予約電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）
　9：30～17：30
●弁護士による面接相談
　木（祝日・年末年始を除く）
　13：00～16：00（一事例一回40分以内）
（注）この相談は、原則、都内在住、在勤、在学の方を
対象に実施します。

性
自
認
・

性
的
指
向

東京都性自認及び
性的指向に関する専門電話相談

【電話相談】
050-3647-1448
【LINE相談】
アカウント名
「LGBT相談＠東京」

【電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）18：00～22：00

【LINE相談】
月・水・木（祝日・年末年始を除く）17：00～22：00

エ
イ
ズ
・

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

東京都ＨＩＶ/エイズ電話相談
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/aids/sodan.html

03-3227-3335
月～金（年末年始を除く）
12：00～21：00
土・日・祝日（年末年始を除く）
14：00～17：00

犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族

東京都総合相談窓口
(公益社団法人被害者支援都民センター）
http://www.shien.or.jp

03-5287-3336
042-506-1042
（多摩支所）

月・木・金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30
火・水（祝日・年末年始を除く）
9：30～19：00

東京都性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センター
（性暴力救援ダイヤルNaNa）
https://sarc-tokyo.org/

全国共通フリーダイヤル
#8891（携帯電話、NTT
アナログ固定電話）
0120-8891-77（NTT
ひかり）

性暴力救援ダイヤルNaNa
03-5577-3899（有料）

電話相談
面接相談
24時間365日受付

警視庁犯罪被害者ホットライン
http://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/
shien/index.html

03-3597-7830 月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

弁護士会犯罪被害者支援センター
（東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会）
https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/
madoguchi/higaisya.html
http://www.ichiben.or.jp/soudan/trouble/
hanzaihigai
ht tps://niben. jp/service/soudan/kei ji/
hanzaihigaisha.html

03-3581-6666
月～金（祝日・年末年始を除く）
11：00～16：00
※必要に応じて面接相談を実施（初回無料）

法
律
問
題
に
関
す
る
相
談

霞が関法律相談センター
https://www.horitsu-sodan. jp/soudan/
kasumigaseki.html

03-3581-1511
弁護士会による法律相談（有料）
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～16：30

日本司法支援センター
（法テラス）
https://www.houterasu.or.jp

法テラス・
サポートダイヤル
0570-078374
（ナビダイヤル）

月～金
9：00～21：00
土
9：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）
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https://www.tokyo-hrp.jp/consult-internet.html

03-6722-0124
（面接予約）

●相談予約電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）
　9：30～17：30
●弁護士による面接相談
　木（祝日・年末年始を除く）
　13：00～16：00（一事例一回40分以内）
（注）この相談は、原則、都内在住、在勤、在学の方を
対象に実施します。
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東京都性自認及び
性的指向に関する専門電話相談

【電話相談】
050-3647-1448
【LINE相談】
アカウント名
「LGBT相談＠東京」

【電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）18：00～22：00

【LINE相談】
月・水・木（祝日・年末年始を除く）17：00～22：00

エ
イ
ズ
・

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

東京都ＨＩＶ/エイズ電話相談
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/aids/sodan.html

03-3227-3335
月～金（年末年始を除く）
12：00～21：00
土・日・祝日（年末年始を除く）
14：00～17：00
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東京都総合相談窓口
(公益社団法人被害者支援都民センター）
http://www.shien.or.jp

03-5287-3336
042-506-1042
（多摩支所）

月・木・金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30
火・水（祝日・年末年始を除く）
9：30～19：00

東京都性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センター
（性暴力救援ダイヤルNaNa）
https://sarc-tokyo.org/

全国共通フリーダイヤル
#8891（携帯電話、NTT
アナログ固定電話）
0120-8891-77（NTT
ひかり）

性暴力救援ダイヤルNaNa
03-5577-3899（有料）

電話相談
面接相談
24時間365日受付

警視庁犯罪被害者ホットライン
http://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/
shien/index.html

03-3597-7830 月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

弁護士会犯罪被害者支援センター
（東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会）
https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/
madoguchi/higaisya.html
http://www.ichiben.or.jp/soudan/trouble/
hanzaihigai
ht tps://niben. jp/service/soudan/kei ji/
hanzaihigaisha.html

03-3581-6666
月～金（祝日・年末年始を除く）
11：00～16：00
※必要に応じて面接相談を実施（初回無料）

法
律
問
題
に
関
す
る
相
談

霞が関法律相談センター
https://www.horitsu-sodan. jp/soudan/
kasumigaseki.html

03-3581-1511
弁護士会による法律相談（有料）
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～16：30

日本司法支援センター
（法テラス）
https://www.houterasu.or.jp

法テラス・
サポートダイヤル
0570-078374
（ナビダイヤル）

月～金
9：00～21：00
土
9：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）
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２ 同和問題を考える
正しく知ることが重要
　人権は一人一人のものであり、そして社会みんなのものです。 　
　誰かの人権が奪われているということは、自分の人権もまた、奪われる可能性があるというこ
とです。「自分とは関係ない」という態度では、差別を私たちの社会からなくすことはできません。
　同和問題はことさら取り上げなくても、このまま放置しておけば社会の進化にともなって、いつ
とはなく解消するという「寝た子をおこすな」の考え方があります。 　
　しかし、見て見ぬふりをするだけでは、正しい人権意識を身に付けることもできず、差別の解
消につながりません。
　私たち一人一人が、まず同和問題を理解し、差別について知るとともに、差別をしたり、見逃
したりすることのないよう行動していくことが大切です。
　平成28(2016)年12月には、「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）」が
施行されました。この法律は、部落差別の解消に関し、基本理念、国及び地方公共団体の責務を
明らかにし、相談体制の充実、教育及び啓発、部落差別の実態に係る調査※といった具体的施策
について定めています。
　東京都は、「部落差別解消推進法」等に基づき、同和問題への理解と差別意識の解消に向けた
教育・啓発のほか、就職差別をなくすための企業などへの啓発や、差別につながる調査をしない、
させないための啓発など、様々な取組を進めています。
※国の調査結果（https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html）

同和問題について理解を深めるための参考図書
「明るい社会をめざして－同和問題（部落差別）の理解のために－」（左）
「明るい社会をめざして　同和問題（部落差別）の解決のために－解説編－」（右）

（東京都総務局人権部発行）
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相談の
種類 相談機関／ＨＰアドレス 電話番号 受付時間帯

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
人
権
侵
害

東京都人権プラザ
「インターネットにおける
人権侵害」に関する法律相談
https://www.tokyo-hrp.jp/consult-internet.html

03-6722-0124
（面接予約）

●相談予約電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）
　9：30～17：30
●弁護士による面接相談
　木（祝日・年末年始を除く）
　13：00～16：00（一事例一回40分以内）
（注）この相談は、原則、都内在住、在勤、在学の方を
対象に実施します。

性
自
認
・

性
的
指
向

東京都性自認及び
性的指向に関する専門電話相談

【電話相談】
050-3647-1448
【LINE相談】
アカウント名
「LGBT相談＠東京」

【電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）18：00～22：00

【LINE相談】
月・水・木（祝日・年末年始を除く）17：00～22：00

エ
イ
ズ
・

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

東京都ＨＩＶ/エイズ電話相談
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/aids/sodan.html

03-3227-3335
月～金（年末年始を除く）
12：00～21：00
土・日・祝日（年末年始を除く）
14：00～17：00

犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族

東京都総合相談窓口
(公益社団法人被害者支援都民センター）
http://www.shien.or.jp

03-5287-3336
042-506-1042
（多摩支所）

月・木・金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30
火・水（祝日・年末年始を除く）
9：30～19：00

東京都性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センター
（性暴力救援ダイヤルNaNa）
https://sarc-tokyo.org/

全国共通フリーダイヤル
#8891（携帯電話、NTT
アナログ固定電話）
0120-8891-77（NTT
ひかり）

性暴力救援ダイヤルNaNa
03-5577-3899（有料）

電話相談
面接相談
24時間365日受付

警視庁犯罪被害者ホットライン
http://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/
shien/index.html

03-3597-7830 月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

弁護士会犯罪被害者支援センター
（東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会）
https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/
madoguchi/higaisya.html
http://www.ichiben.or.jp/soudan/trouble/
hanzaihigai
ht tps://niben. jp/service/soudan/kei ji/
hanzaihigaisha.html

03-3581-6666
月～金（祝日・年末年始を除く）
11：00～16：00
※必要に応じて面接相談を実施（初回無料）

法
律
問
題
に
関
す
る
相
談

霞が関法律相談センター
https://www.horitsu-sodan. jp/soudan/
kasumigaseki.html

03-3581-1511
弁護士会による法律相談（有料）
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～16：30

日本司法支援センター
（法テラス）
https://www.houterasu.or.jp

法テラス・
サポートダイヤル
0570-078374
（ナビダイヤル）

月～金
9：00～21：00
土
9：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）
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３ 同和問題の現状
いまだに残る差別意識
　国をあげての取組にもかかわらず、今もなお同和地区の出身であるという、ただそれだけの理
由で就職や結婚をはじめ、様々なことで差別を受け、人権を不当に侵害されている人々がいます。

  結婚差別
　同和地区出身の人々に対する結婚にかかる差別意識は根深く残っています。
　もちろん、障害をのりこえて結婚する人たちも増えていますが、自分の交際相手が同和地区出
身であることが分かった場合、結婚しないという人や、自分の子供の交際相手が同和地区出身で
あることが分かった場合、結婚に反対するという親もいます。
　結婚は、結婚する二人の意思によるものであり、日本国憲法でもその権利と自由が保障されて
います。
　令和２（2020）年に東京都が行った「人権に関する都民の意識調査」では、同和地区の人との結
婚を、親や親戚から強く反対されたら、どうするかについて、14.7％が「結婚しない」（「家族の者
や親戚の反対があれば結婚しない」8.9％、「絶対に結婚しない」5.8％）と答えています。

仮にあなたが同和地区の人と結婚しようとしたとき、
親や親戚から強い反対を受けたら、あなたはどうしますか。

親の説得に全力を傾けたのちに、
自分の意思を貫いて結婚する　　27.5％

自分の意思を貫いて
結婚する　　　 19.2％

家族や親戚の反対があれば、
結婚しない　　　　　　8.9％

（出典）東京都総務局「令和２年度　人権に関する都民の意識調査」より作成

絶対に結婚しない
5.8％

わからない
38.5％

6

親の説得に全力を傾けたのちに、
自分の意思を貫いて結婚する

21.8%

自分の意思を貫いて結婚する
17.8%

家族や親戚の反対があれば、
結婚しない 7.8%

絶対に結婚しない 5.6%

わからない
46.9%

仮にあなたが同和地区の人と結婚しようとしたとき、
親や親戚から強い反対を受けたら、あなたはどうしますか

　同和地区出身の人々に対する結婚にかかる差別意識は根深く残っています。
　もちろん、 障害をのりこえて結婚する人たちも増えていますが、 自分の交際相手が同和地区出
身であることが分かった場合、結婚しないという人や、 自分の子供の交際相手が同和地区出身で
あることが分かった場合、結 婚に反対するという親もいます。
　結婚は、 結婚する二人の意思によるものであり、 日本国憲法でもその権利と自由が保障されて
います。　
　令和６（2024）年に東京都が行った「人権に関する都民の意識調査」では 、同和地区の人との結
婚を、 親や親戚から強く反対されたら、 どうするかについて、 13.4%が「結婚しない」（「家族や親
戚の反対があれば結婚しない」7.8%、 「絶対に結婚しない」5.6%）と答えています。

　国をあげての取組にもかかわらず、 今もなお同和地区の出身であるという、 ただそれだけの理
由で就職や結婚をはじめ、 様々なことで差別を受け、 人権を不当に侵害されている人々がいます。
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  就職差別
　東京の同和問題の特徴の一つとして、就職差別を
はじめとする企業にかかわる差別事象があげられま
す。
　採用は、本人の仕事への適性や能力のみで決め
られるべきです。
　同和地区の出身という理由で採用されないなどと
いうことは、絶対に許されません。
　これまで、本籍地や家族の職業など、本人の仕事
への適性や能力に関係ないことを履歴書に書かせた
り、面接の際に聞いたりする事例や、「部落地名総
鑑」事件に代表されるように、同和地区の出身者か
どうかを調べたりする差別が、各地で数多く見られ
ました。
　このため、本籍地を削除するなどの工夫をした全
国統一の履歴書様式を定めるなど、様々な取組が行
われてきました。
　東京都では平成12（2000）年度から６月を就職差
別解消促進月間として、就職にかかわる差別の解消
に向けた取組を進めています。

  差別につながる調査
　就職や結婚のとき、調査会社などを使って、出身
地や家族の状況を調べるという身元調査は、人権を
侵害し、差別につながるおそれのあるものです。
　過去には、企業が調査会社に依頼して、就職希
望者の家族状況などを調べたりする事案がありまし
た。また、調査会社等からの依頼を受けた行政書士
等が、職務上の権限を悪用して、戸籍謄本等を不正
に取得するといった事件も後を絶ちません。
　さらに、不動産取引に際し、同和地区に関する問
合せを行うなどといった差別につながるおそれのあ
る土地調査もなくなりません。
　こうした調査を依頼しないことはもとより、調査
に協力しないことが大切です。

就職や結婚のときに、出身地や家庭環境
を調べる身元調査は、いますぐやめましょう。

差
別

につ
なが
る身
元調査をしない決意、させない社

会

④

　就職は、生活の安定確保や労働を通じた社会参加など、人間が幸せに生きていく上で基本と
なるものです。このため、採用選考は応募者の適性と能力に基づき公正に行われなければなり
ません。
しかしながら、面接時に本籍地や思想・信条等を聞くなど、就職差別につながるおそれの強い
事例が現在もあります。
　東京都では6月を「就職差別解消促進月間」とし、就職差別をなくし就職の機会均等を確保す
るため、東京労働局及びハローワーク等と連携して様々な啓発活動を展開していきます。
　この機会に、就職差別など企業内における人権問題について、ぜひ一緒に考えてみませんか。

◆就職差別解消の気運を一層高めていくための取組として、就職差別解消促進月間の趣旨
に賛同し、東京都の啓発活動に協力いただける都内企業・団体を「賛同団体」として広く
募集し、ホームページ「TOKYOはたらくネット」に掲載しています。

◆「賛同団体」の詳細はホームページ「TOKYOはたらくネット」をご参照ください。

6月は就職差別解消月は就職差別解消
促進月間です

なくそう就職差別
問われる企業と社会の人権感覚

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/kosei/kouen-eiga/

募集期間 令和4年5月31日（火）まで

申請方法 以下のホームページ掲載の専用フォームから登録申請

検 索TOKYOはたらくネット

「賛同団体」に登録されると、自社・団体が公正な採用選考に取り組んでいることを
内外にPRすることができます！

産業労働局雇用就業部　　　　TEL:03（5320）4649      
産業労働局総務部　　　　　　TEL:03（5320）4624

総務局人権部 　　　　　　　　TEL:03（5388）2595      
(公財)東京都人権啓発センター TEL:03（6722）0085

■お問い合わせ

6月は就職差別解消
促進月間です

なくそう就職差別
問われる企業と社会の人権感覚

東京都産業労働局発行
「就職差別解消促進月間」ポスター

東京都総務局人権部発行のチラシ
「なくそう！差別につながる身元調査」

　就職や結婚のとき、 調査会社などを使って、 出身
地や家族の状況を調べるという身元調査は、 人権を
侵害し、 差別につながるおそれのあるものです。
　過去には、 企業が調査会社に依頼して、 就職希
望者の家族状況などを調べたりする事案がありまし
た。 また、 調査会社等からの依頼を受けた行政書士
等が、 職務上の権限を悪用して、 戸籍謄本等を不正
に取得する事件や、 不動産取引に際し、 同和地区に関
する問合わせを行うなどといった差別につながるおそ
れのある行為も後を絶ちません。
　こうした調査を依頼しないことはもとより、 調査に
協力しないことが大切です。

「身元調査啓発チラシ」
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  差別的な落書き・インターネット書き込みなど
　駅や公園などの公共施設や電柱などで、同和地区出身者に対する差別的な落書きや貼り紙が見
つかっています。
　また、同和地区出身者の自宅などに、誹謗、中傷、脅迫する内容の差別はがきが郵送されると
いう事件も発生しています。
　さらに、インターネットを利用した差別的な書き込みも後を絶ちません。最近では、不当な差
別的取扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの事案も発生し
ています。
　これらは、同和地区出身の人々を傷つけ、生活を脅かす
ばかりでなく、そのままにしておくと差別意識を拡大してし
まうおそれがあります。
　このような行為は決して許されるものではありません。差
別につながる行為を自ら行わないこと、見逃さないことが大
切です。

自分のこととして

　自分は、差別したことも、差別されたこともないという人が

いるかもしれません。

　しかし、差別はあなたのまわりで、いまも起きています。

　差別をなくすためには、まず、差別について知ることが必要です。

　どのようなことが起きているのか、

　なぜそのようなことが生まれたのか、

　そして、解決のために、いま何が行われているのか、

　それらを理解した上で、差別を許さない強い心をもって、

自分のこととして行動していくことが大切です。

（出典）東京都総務局人権部「明るい社会をめざして－同和問題（部落差別）の理解のために－」

20

巻
頭
論
文

１

人
権
に
つ
い
て
の

基
礎
知
識

２

子
供
の
人
権
問
題

３

さ
ま
ざ
ま
な

人
権
問
題

５

都
の
取
組

６

関
係
資
料

７

主
な
相
談
機
関

同
和
問
題
を

理
解
す
る
た
め
に

４

  差別的な落書き・インターネット書き込みなど
　駅や公園などの公共施設や電柱などで、同和地区出身者に対する差別的な落書きや貼り紙が見
つかっています。
　また、同和地区出身者の自宅などに、誹謗、中傷、脅迫する内容の差別はがきが郵送されると
いう事件も発生しています。
　さらに、インターネットを利用した差別的な書き込みも後を絶ちません。最近では、不当な差
別的取扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの事案も発生し
ています。
　これらは、同和地区出身の人々を傷つけ、生活を脅かす
ばかりでなく、そのままにしておくと差別意識を拡大してし
まうおそれがあります。
　このような行為は決して許されるものではありません。差
別につながる行為を自ら行わないこと、見逃さないことが大
切です。

自分のこととして

　自分は、差別したことも、差別されたこともないという人が

いるかもしれません。

　しかし、差別はあなたのまわりで、いまも起きています。

　差別をなくすためには、まず、差別について知ることが必要です。

　どのようなことが起きているのか、

　なぜそのようなことが生まれたのか、

　そして、解決のために、いま何が行われているのか、

　それらを理解した上で、差別を許さない強い心をもって、

自分のこととして行動していくことが大切です。

（出典）東京都総務局人権部「明るい社会をめざして－同和問題（部落差別）の理解のために－」

　駅や公園などの公共施設や電柱などで、 同和地区出身者に対する差別的な落書きや貼り紙が見
つかっています。
　また、 同和地区出身者の自宅などに、 誹謗、中傷、脅迫する内容の差別はがきが郵送されると
いう事件も発生しています。　
　さらに、  インターネット上に悪質な書き込みをするなどの差別行為や、最近では、 インターネット上で、
特定の地域を同和地区であると指摘するなどの人権侵害のおそれが高い事案も発生しています。
　これらは、 同和地区出身の人々を傷つけ、生活を脅かす
ばかりでなく、 そのままにしておくと差別意識を拡大し
てしまうおそれがあります。
　このような行為は決して許されるものではありません。 差
別につながる行為を自ら行わないこと、見逃さないことが大
切です。
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さまざまな人権問題5
１男女平等参画社会の実現に向けて －女性の人権問題－
  女性の人権を取り巻く状況　
　日本国憲法や世界人権宣言は男女の同権・平等を定め、女子差別撤廃条約は社会の様々な場
面における女性差別の禁止を求めています。また、男女雇用機会均等法、男女共同参画社会基本
法、女性活躍推進法など、男女平等や女性の地位向上のための法律が整備されています。
　男女平等参画社会の実現に向けて様々な取組が進められていますが、今なお、積極的に取り組
むべき課題や、社会情勢の変化等により生じた新たな課題等があります。例えば、雇用の分野に
おいては、管理職に占める女性割合が少ないことや男女間の賃金格差など、男女平等参画が十分
とはいえない状況があります。
　また、セクシュアル・ハラスメント、配偶者等からの暴力、ストーカー行為など、男女平等参
画社会の実現を妨げる人権侵害も生じています。

  セクシュアル・ハラスメント
　職場におけるセクシュアル・ハラスメントとは、相手の意に反する性的な言動により職場環境
が悪化したり、性的な言動を受けた個人の対応によって仕事を遂行する上で一定の不利益を与え
られたりすることをいいます。
　男女雇用機会均等法は、事業主に対し、職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のため
に雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけています。

  配偶者等からの暴力
　配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。しかし、夫婦げんかな
どと受け止められてしまうこともあって表面化しにくく、また加害者に罪の意識が薄いという傾向
があります。
　配偶者等からの暴力を防止し、被害者を保護するために、配偶者暴力防止法が定められていま
す。配偶者暴力防止法は、配偶者暴力相談支援センターへの相談や緊急時の一時保護、加害者を
遠ざけるための裁判所の保護命令などを定めています。

  ストーカー行為
　ストーカー行為とは、好意の感情やそれが満たされないことによる怨恨の感情から、押し掛け
や待ち伏せ、無言電話、拒まれたにもかかわらず連続して電子メールを送信するなどの行為を繰
り返すことであり、暴行や殺人などの重大犯罪に発展するケースもあります。東京都は、ストー
カー規制法に基づき、必要な規制と被害者への援助を行っています。

  男女平等参画社会の実現
　性別や年齢を問わず、人々の意欲と能力を発揮できる機会が確保され、生きがいのある充実し
た生活を送ることができる社会を目指していくことが必要です。
　東京都は、東京都男女平等参画基本条例を制定し、「東京都女性活躍推進計画」及び「東京都配
偶者暴力対策基本計画」の両計画で構成される「東京都男女平等参画推進総合計画」を定めて様々
な施策を実施するとともに、都民や事業者に対する相談や支援、啓発を進めています。
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ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情やそれが満たされないこ
とによる怨恨の感情から、押し掛けや待ち伏せ、無言電話、拒まれたにもかかわらず連続して電子
メールを送信するなどの行為を繰り返すことであり、暴行や殺人などの重大犯罪に発展するケース
もあります。東京都は、ストーカー規制法に基づき、必要な規制と被害者への援助を行っています。
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２ 豊かな高齢社会を実現するために －高齢者の人権問題－
  高齢者の生活上の問題
　平均寿命の伸びや少子化を背景に、高齢化が急速に進行しています。都民の総人口に占める
65歳以上の人口の割合は23％を超えており、今後さらに高齢化が進展します。このような超高
齢社会の実情を踏まえ、令和３（2021）年に高年齢者雇用安定法が一部改正され、65歳までの雇
用確保（義務）に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、①70歳までの定年引上
げ②定年制の廃止等の高年齢者就業確保措置を講ずる努力義務、が新設されました。
　豊かな高齢社会を実現するためには、豊富な知識を持っている高齢者が、住み慣れた地域で生
活し続けられ、また、若い世代とともに地域社会の様々な活動に参加できるよう、社会環境づく
りを進めていくことが重要です。
　しかし、年齢を理由に社会参加の機会を奪われたり、住宅の賃貸を拒否されるなどの問題が
起きるとともに、地域社会や家族関係が大きく変容する中で、虐待や地域からの孤立、高齢者を
狙った悪質商法の発生といった問題も生じています。

  高齢者への虐待
　高齢者に対し親族などが暴力をふるう、暴言を吐く、無視をする、財産を無断で処分する、介
護・世話を放棄するなどの、高齢者に対する虐待が問題になっています。虐待を受ける方の中に
は元気な方もいますが、多くは認知症があったり、介護や支援が必要な高齢者であったりするた
め、認知症や高齢者に対する正しい理解を促進することが重要です。虐待の要因は様々ですが、
家庭内で起きる虐待では介護の負担やストレスが虐待の大きな要因となるため、介護者は適切な
介護サービスの利用や相談などにより負担軽減を図るなどの工夫が必要です。
　また、平成18（2006）年4月から施行された高齢者虐待の防止に関する法律により、地域の
方々が高齢者虐待に気づいたときは、区市町村に通報しなければならないとされています。

　無意識の思い込みは、過去の経験や様々な環境に影響を受けて自然に培われていく
もので、そのもの自体に良し悪しはありません。
　しかし、無意識の思い込みに気づかずにいると、そこから生まれた言動で意図せず
人を傷つけたり、自分自身の可能性を狭めてしまう等、様々な影響があるため、注意
が必要です。
　無意識の思い込みは性別だけでなく、年齢や職業、その他生活のあらゆる場面で生
じることがあります。
　まずは自分の中にある「無意識の思い込み」に気づこうと、一人一人意識することが
大切です。

女性？男性？
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３ 障害の有無にかかわらず共生する社会とバリアフリー
－障害者の人権問題－

  障害者を取り巻くバリア
　障害のある人が日常生活や社会生活を営む上では、例えば店舗等における段差や車いすに対
応したトイレの不足等の「物理的なバリア」、就業や生活に関わる「制度・慣行的なバリア」、視覚
や聴覚等の障害による情報入手やコミュニケーションに係る「情報面のバリア」、障害者への無理
解から生じる偏見や差別といった私たちの「心のバリア」など、日常生活又は社会生活を営む上で
様々なバリアがあります。
　このようなバリアを取り除き、障害者が日常生活や社会生活において制限を受けないようにす
ること（バリアフリー）が私たちには求められています。
　平成26（2014）年に、わが国は障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊
厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利実現のための措置等について定めた「障害
者の権利に関する条約」を締結しました。この条約では、障害者が日常生活又は社会生活におい
て受ける制限は、心身の機能の障害のみならず、社会における様々な障壁（バリア＝社会的障壁）
と相対することによって生ずるものとする「社会モデル」の考え方が反映されています。

  障害者の自立と社会参加
　障害のある・なしにかかわらず、誰もが社会の一員としてお互いに尊重し、支え合って暮らす
こと（共生社会）の実現を目指し、平成23（2011）年に障害者基本法が改正されました。これに伴
い、障害者の自立と社会参加を円滑に促すため、法制度の整備が進んでいます。
　平成24（2012）年には、障害者虐待防止法が施行され、虐待の防止と早期発見、虐待を受けた
障害者の保護と自立を図る取組が始まりました。
　平成25（2013）年には、障害者差別解消法が制定されると共に、障害者雇用促進法が大幅に改
正され、雇用分野における障害者に対する差別の禁止が定められたほか、平成30（2018）年から
精神障害者を雇用義務の対象とするなどの措置が追加されました。
　東京都は、「東京都障害者・障害児施策推進計画」に基づき、障害者の地域生活支援や就労支
援、多様な障害特性に応じたきめ細やかな相談などの支援を進めるとともに、東京都福祉のまち
づくり条例や建築物バリアフリー条例を施行し、障害者や高齢者を含めた全ての人が利用しやす
くなるよう、ユニバーサルデザインの考え方に基づくまちづくりを進めています。また、心のバリ
アフリーや情報を音声や文字だけでなく、点字や拡大文字、手話等様々な手段での情報提供をす
すめる情報のバリアフリーも進めています。令和4（2022年）年9月には、東京都手話言語条例を
施行し、手話が言語であるという認識の下、手話を必要とする方の意思疎通を行う権利が尊重さ
れ、安心して生活することができる共生社会の実現のため、必要な事項を定めました。
　障害のある人もない人も、共に社会の一員として自立した生活を送ることができるよう、お互い
を理解して支え合っていくことが大切です。

　障害のある・なしにかかわらず、 誰もが社会の一員としてお互いに尊重し、 支え合って暮らす
こと（共生社会）の実現を目指し、 平成23（2011）年に障害者基本法が改正されました。 これに伴
い、 障害者の自立と社会参加を円滑に促すため、 法制度の整備が進んでいます。
　平成24（2012）年には、 障害者虐待防止法が施行され、 虐待の防止と早期発見、虐待を受けた
障害者の保護と自立を図る取組が始まりました。
　平成25（2013）年には、 障害者差別解消法が制定されると共に、 障害者雇用促進法が大幅に改
正され、 雇用分野における障害者に対する差別の禁止が定められたほか、 平成30（2018）年から
精神障害者を雇用義務の対象とするなどの措置が追加されました。
　東京都は、 「東京都障害者・障害児施策推進計画」に基づき、 障害者の地域生活支援や就労支
援、 多様な障害特性に応じたきめ細やかな相談などの支援を進めるとともに、 東京都福祉のまち
づくり条例や建築物バリアフリー条例等に基づき、 障害者や高齢者を含めた全ての人が利用し
やすくなるよう、 ユニバーサルデザインの考え方に基づくまちづくりを進めています。 また、全ての
人が平等に社会参加できる社会や環境について考え、 必要な行動を続ける「心のバリアフリー」
や、情報を音声や文字だけでなく、 点字や拡大文字、手話等様々な手段での情報提供をすすめる
「情報バリアフリー」を進めています。 令和４（2022）年９月には東京都手話言語条例を、令和７
（2025）年には東京都障害者情報コミュニケーション条例を施行し、全ての都民が、互いに意思を
伝え、理解し、尊重し合いながら安心して生活することができる共生社会の実現を目指し情報保
障の推進に取り組んでいます。
　障害のある人もない人も、 共に社会の一員として自立した生活を送ることができるよう、 お互
いを理解して支え合っていくことが大切です。 
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４ 東京に暮らしているのは日本人だけではありません
－外国人の人権問題－

  外国人が集まる東京
　東京で暮らす外国人は、令和４（2022）
年１月１日現在、約52万人で、都民のお
よそ27人に１人に及んでいます。観光や
仕事で訪れる外国人も含め、様々な国か
ら東京に集まる人々は、多様な文化や価値
観、ライフスタイルをもち、これが東京の
伝統文化と相まって、国際都市東京の活
力を生み出しています。

  住宅や就労などでの差別
　多くの外国人が暮らす東京ですが、言語、文化、宗教、生活習慣などの違いやこれらへの無理
解から、外国人に対する差別や偏見がみられます。例えば、外国人というだけの理由で、住宅の
賃貸や商店などの入店を断る、就労に関し不合理な扱いをするということが起きています。
　こうした閉鎖的な態度や差別は、外国人の人権を傷つけることになります。肌の色を問題とす
るのは、人格的利益の侵害であるとの判決も出されています。
　研修制度を悪用し、外国人の実習生に契約どおりの賃金を支払わなかった事件もありました。
また、よい仕事があるとだまして海外から女性を連れてきて、暴力や借金で拘束し風俗店で働か
せた人身売買組織が摘発されています。このため平成17（2005）年に刑法が改正され、新たに人
身売買罪が設けられました。

  ヘイトスピーチへの対策
　近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチとして社会的
問題となっています。これらの言動は、一人ひとりの人権が尊重され豊かで安心して生活できる
成熟した社会を実現する観点からあってはならないことです。平成28（2016）年６月には、「本邦
外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。
この法律では、不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、その解決に向けて、国や
地方公共団体が、相談体制の整備や教育活動、広報啓発などの施策を講じるよう定めています。
　東京都は、この法律を踏まえ、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現
を目指す条例」に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進のため、
東京都が保有する公の施設の利用制限、拡散防止措置、事案等の公表、第三者機関（審査会）の
設置などを明記しました。これらの取組等は、表現の自由などの国民の持つ権利や自由を不当に
侵害しないように留意して実施します。
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700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

その他

ネパール

フィリピン

ベトナム

韓国

中国

平成30年
（出典）総務局「住民基本台帳上の人口」より作成（各年1月1日現在）

令和元年 3年2年 4年

（人）

52.1
万人

55.1
万人

54.6
万人

57.7
万人65

21

令和６（2024）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

３年 ４年 ５年 ６年 ７年

（人）

東京における外国人人口の推移

その他

ネパール

フィリピン

ベトナム

韓国

中国

58.1
万人54.6

万人 51.7
万人

出典：総務局「住民基本台帳上の人口」より作成（各年1月1日現在）

64.7
万人

72.1
万人



25

巻
頭
論
文

１

人
権
に
つ
い
て
の

基
礎
知
識

２

子
供
の
人
権
問
題

３

同
和
問
題
を

理
解
す
る
た
め
に

４

都
の
取
組

６

関
係
資
料

７

主
な
相
談
機
関

さ
ま
ざ
ま
な

人
権
問
題

５

５ 人権意識を持ってインターネットを利用しよう
－インターネットによる人権侵害－

  インターネットと人権侵害
　あらゆる分野で急激に情報化が進展している現代においては、パソコンだけでなくスマート
フォンやタブレット端末など通信機器が急速に普及したことにより、いつでもどこでもインター
ネットに接続できるようになっています。また、SNSや動画共有サイト等のソーシャルメディアの
利用者も急増しています。
　しかし、このような機器の利便性や、情報が瞬時かつ広範に伝わるといった特性、情報発信の
容易さ、匿名性等から、インターネット上でのプライバシーの侵害や名誉棄損等の人権侵害が頻
繁に発生し、社会的に大きな影響を及ぼしています。
　プライバシーの侵害としては、ＳＮＳ等に他人の写真や動画を無断で公開するといった事件が
発生しています。
　また、特定個人を対象とした誹謗・中傷や差別的な表現の書き込み、保護者や教員の知らない
非公式サイトや無料通話アプリ等を使った子供同士のいじめ等のほか、未成年者が自画撮り被害
にあったり、インターネットを通じた誘い出しにより性的被害や暴力行為に遭うなど犯罪行為も発
生しています。さらに、インターネットを利用したセクシュアル・ハラスメントやパワーハラスメ
ント等のハラスメント、同和問題や外国人、障害者等に関する差別的な書き込み等も深刻な問題
となっています。

  外国人と共生する社会
　わが国は、難民の地位に関する条約、人種差別撤廃条約などを締結しています。人種差別撤廃
条約では、人種・皮膚の色・民族などの違いによるあらゆる差別をなくすための必要な措置が義
務づけられています。
　東京都は、平成28（2016）年2月には、多文化共生推進指針を策定し、多様性を都市づくりに
活かし、全ての都民が東京の発展に向けて参加・活躍でき、安心して暮らせる社会の実現に向け
て取り組んでいます。外国人からの様々な生活相談に応じるとともに、外国人に対し東京におけ
る社会生活のルールの啓発を行っています。また、都民に対し、外国人への理解を深め、偏見や
誤解をなくすよう啓発を進めています。
　外国人と日本人がお互いを尊重し合いながら共生できる社会を築くためには、私たち一人ひと
りが、それぞれの文化や生活習慣の違いを認め合い、多様性を受け入れていくことが大切です。

名誉毀損
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  相手への配慮とセキュリティ対策
　人権を侵害するような書き込みに対しては、プロバイダ責任制限法に基づき、被害者がプロバ
イダ等に対してインターネット上の書き込み削除や書き込みをした者の情報開示を求めるなどの
対応が行われています。また、プロバイダでは、法務省の人権擁護機関から削除要請を受けた場
合にも対応しています。
　一方で、最近では、他人になりすましたり、プロバイダを特定できない形で書き込んだりする
など、手段が悪質かつ巧妙化しています。
　個人、行政、企業等を問わず、情報の収集や利用に当たっては、利便性を享受するだけではな
く、他者の人権への配慮に心がけるとともに適切な情報セキュリティ対策をとることが大切です。

６からだとこころの性が一致せず 苦しんでいる人がいます
  「性自認」とは
　性自認とは、自分自身の性別を自分でどのように認識しているかということで、「心の性」と言
い換えられることもあります。多くの人は、性自認、身体の性（出生時に判定された性別）、自分
の性別をどのように表現するか（「性別表現」といわれることもあります）は、女性・男性のどちら
かで一貫しています。しかし、これらの性別が一貫しておらず、性自認と自分の身体の性、また
一般に身体の性にふさわしいとされる性別表現との間に違和感を持つ人たちがいます。
　このため、身体の性とは異なる性別で生活を送っている人、あるいは送りたいと思っている人
たちは、望む性別で取り扱われないことにより、ストレスや苦痛を感じています。偏見の目で見
られ、差別的な取り扱いを受けることもあります。また、学齢期には、性別表現が一般的なもの
からずれていることで、いじめに遭ったり、そのせいで不登校になったり、自分の問題を家族や
友人に言えずに悩んでいる人がいます。さらに、このような人たちの中には自殺を考える人がい
るという調査結果もあります。
　平成16（2004）年に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」では、
性同一性障害者であって、一定の基準を満たす者については、性別の取扱いの変更の審判を受け
ることができるとされています。しかし、この法律の要件を満たすことができず、戸籍上の性別
が変更できないために通院治療、海外渡航、就職、結婚などにおいて生活上の不利益が生じて
も、解消できないまま生活している人たちがたくさんいます。
※令和元年（2019）年５月に世界保健機関（WHO）が発行している「疾病及び関連保健問題の国際
統計分類（ICD）」から性同一性障害が「精神疾患」から除外され、「性の健康に関連する状態」とい
う分類の中にgender incongruence（仮訳「性別不合」）が新設されました。

インターネット上において人権を侵害する内容の書き込みが確認された場合、被害者は「情報流
通プラットフォーム対処法」等の関連法令に基づき、当該書き込みの削除や発信者情報の開示を、
プラットフォーム事業者等に対して求めることが可能です。また、プラットフォーム事業者等は、法
務省の人権擁護機関を通じた削除要請にも対応する場合があります。
個人、行政、企業等を問わず、情報の収集や利用に当たっては、利便性を享受するだけでなく、他
者の人権への配慮に心がけるとともに適切な情報セキュリティ対策をとることが大切です。
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  相手への配慮とセキュリティ対策
　人権を侵害するような書き込みに対しては、プロバイダ責任制限法に基づき、被害者がプロバ
イダ等に対してインターネット上の書き込み削除や書き込みをした者の情報開示を求めるなどの
対応が行われています。また、プロバイダでは、法務省の人権擁護機関から削除要請を受けた場
合にも対応しています。
　一方で、最近では、他人になりすましたり、プロバイダを特定できない形で書き込んだりする
など、手段が悪質かつ巧妙化しています。
　個人、行政、企業等を問わず、情報の収集や利用に当たっては、利便性を享受するだけではな
く、他者の人権への配慮に心がけるとともに適切な情報セキュリティ対策をとることが大切です。

６からだとこころの性が一致せず 苦しんでいる人がいます
  「性自認」とは
　性自認とは、自分自身の性別を自分でどのように認識しているかということで、「心の性」と言
い換えられることもあります。多くの人は、性自認、身体の性（出生時に判定された性別）、自分
の性別をどのように表現するか（「性別表現」といわれることもあります）は、女性・男性のどちら
かで一貫しています。しかし、これらの性別が一貫しておらず、性自認と自分の身体の性、また
一般に身体の性にふさわしいとされる性別表現との間に違和感を持つ人たちがいます。
　このため、身体の性とは異なる性別で生活を送っている人、あるいは送りたいと思っている人
たちは、望む性別で取り扱われないことにより、ストレスや苦痛を感じています。偏見の目で見
られ、差別的な取り扱いを受けることもあります。また、学齢期には、性別表現が一般的なもの
からずれていることで、いじめに遭ったり、そのせいで不登校になったり、自分の問題を家族や
友人に言えずに悩んでいる人がいます。さらに、このような人たちの中には自殺を考える人がい
るという調査結果もあります。
　平成16（2004）年に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」では、
性同一性障害者であって、一定の基準を満たす者については、性別の取扱いの変更の審判を受け
ることができるとされています。しかし、この法律の要件を満たすことができず、戸籍上の性別
が変更できないために通院治療、海外渡航、就職、結婚などにおいて生活上の不利益が生じて
も、解消できないまま生活している人たちがたくさんいます。
※令和元年（2019）年５月に世界保健機関（WHO）が発行している「疾病及び関連保健問題の国際
統計分類（ICD）」から性同一性障害が「精神疾患」から除外され、「性の健康に関連する状態」とい
う分類の中にgender incongruence（仮訳「性別不合」）が新設されました。

性自認とは、自分自身の性別を自分でどのように認識しているかということで、「心の性」と言い
換えられることもあります。多くの人は、性自認、身体の性（出生時に判定された性別）、自分の性別
をどのように表現するか（「性別表現」といわれることもあります。）は、女性・男性のどちらかで一貫
しています。しかし、これらの性別が一貫しておらず、性自認と自分の身体の性、また一般に身体の
性にふさわしいとされる性別表現との間に違和感を持つ人たちがいます。
このため、身体の性とは異なる性別で生活を送っている人、あるいは送りたいと思っている人た
ちは、望む性別で取り扱われないことにより、ストレスや苦痛を感じています。偏見の目で見られ、
差別的な扱いを受けることもあります。また、学齢期には、性別への違和感から、いじめに遭ったり、
そのせいで不登校になったり、自分の問題を家族や友人に言えずに悩んでいる人がいます。さらに、
このような人たちの中には自殺を考える人がいるという調査結果もあります。
平成16（2004）年に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」では、性

同一性障害※者であって、一定の基準を満たす者については、性別の取扱いの変更の審判を受ける
ことができるとされています。しかし、この法律の要件を満たすことができず、戸籍上の性別が変更
できないために通院治療、海外渡航、就職、結婚などにおいて生活上の不利益が生じても、解消で
きないまま生活している人たちがいます。
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  相手への配慮とセキュリティ対策
　人権を侵害するような書き込みに対しては、プロバイダ責任制限法に基づき、被害者がプロバ
イダ等に対してインターネット上の書き込み削除や書き込みをした者の情報開示を求めるなどの
対応が行われています。また、プロバイダでは、法務省の人権擁護機関から削除要請を受けた場
合にも対応しています。
　一方で、最近では、他人になりすましたり、プロバイダを特定できない形で書き込んだりする
など、手段が悪質かつ巧妙化しています。
　個人、行政、企業等を問わず、情報の収集や利用に当たっては、利便性を享受するだけではな
く、他者の人権への配慮に心がけるとともに適切な情報セキュリティ対策をとることが大切です。

６からだとこころの性が一致せず 苦しんでいる人がいます
  「性自認」とは
　性自認とは、自分自身の性別を自分でどのように認識しているかということで、「心の性」と言
い換えられることもあります。多くの人は、性自認、身体の性（出生時に判定された性別）、自分
の性別をどのように表現するか（「性別表現」といわれることもあります）は、女性・男性のどちら
かで一貫しています。しかし、これらの性別が一貫しておらず、性自認と自分の身体の性、また
一般に身体の性にふさわしいとされる性別表現との間に違和感を持つ人たちがいます。
　このため、身体の性とは異なる性別で生活を送っている人、あるいは送りたいと思っている人
たちは、望む性別で取り扱われないことにより、ストレスや苦痛を感じています。偏見の目で見
られ、差別的な取り扱いを受けることもあります。また、学齢期には、性別表現が一般的なもの
からずれていることで、いじめに遭ったり、そのせいで不登校になったり、自分の問題を家族や
友人に言えずに悩んでいる人がいます。さらに、このような人たちの中には自殺を考える人がい
るという調査結果もあります。
　平成16（2004）年に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」では、
性同一性障害者であって、一定の基準を満たす者については、性別の取扱いの変更の審判を受け
ることができるとされています。しかし、この法律の要件を満たすことができず、戸籍上の性別
が変更できないために通院治療、海外渡航、就職、結婚などにおいて生活上の不利益が生じて
も、解消できないまま生活している人たちがたくさんいます。
※令和元年（2019）年５月に世界保健機関（WHO）が発行している「疾病及び関連保健問題の国際
統計分類（ICD）」から性同一性障害が「精神疾患」から除外され、「性の健康に関連する状態」とい
う分類の中にgender incongruence（仮訳「性別不合」）が新設されました。

書き込みへの対応や利用時の配慮
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SOGIとは
性的指向Sexual Orientation及び性自認Gender Identityの頭文字をとって、SOGI（ソジ、ソギと読む。）と表現するこ
ともあります。

【東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を
目指す条例】
（平成31（2019）年施行、令和4（2022）年一部改正）

　いかなる種類の差別も許さないというオリンピック憲章にうたわ
れる人権尊重の理念が広く都民等に一層浸透した都市となることを
目的とした条例です。
　東京都は本条例に基づき、性自認や性的指向を理由とする差別
の解消及び啓発等を推進していきます。
　また、性的マイノリティのカップルからパートナーシップ関係に
あることの宣誓・届出を受理したことを証明する「パートナーシップ
宣誓制度」を、令和4（2022）年11月から運用しています。

LGBTは代表的な性的マイノリティの頭文字を
とった言葉です。

Lesbian 　　　レズビアン（女性同性愛者）
Gay　　　　　ゲイ（男性同性愛者）
Bisexual　　　バイセクシュアル（両性愛者）
Transgender　 トランスジェンダー（身体の

性と異なる性別で生きる人、
あるいは生きたいと望む人。）

さらに、こうしたLGBTの枠に当てはまらな
い人もいます。「性」はとても多様なのです。

８犯罪被害者やその家族に必要なのは周囲の理解と支援です
  犯罪被害者やその家族の痛み
　殺人、暴行、傷害、性犯罪、交通犯罪などによる被害は、ある日、突然、理不尽に誰の身にも起
こり得ます。犯罪被害にあうと、身体を傷つけられ、生命を奪われるなどの身体的被害のほかに、
稼ぎ手が失われることにより収入が途絶え、生活ができないといった財産的被害、さらには、メディ
アの過剰取材や周囲の人々の心無いうわさや中傷、偏見により、精神的苦痛を受けます。こうした
犯罪後に生じる被害を二次的被害と呼びます。犯罪被害者やその家族は長期にわたり、二次的被害
にも苦しみ、その日常生活は一変します。

７ 性のあり方は様々です
  「性的指向とは」
　性的指向とは、人の恋愛・性愛の対象がどういう方向に向かうのかを示す概念であり、自分の
意志で変えたり、選んだりできるものではないと言われています。同性愛者や両性愛者の人々は、
少数派であるために興味本位で見られたり、職場や学校で嫌がらせやいじめを受けたりするなど、
日常生活や社会生活の様々な面で人権に関わる問題も発生しています。
　性については多様性があるということについて理解を深め、性的指向の異なる人たちへの偏見
や差別をなくし、全ての人々の人権が尊重される社会を実現することが大切です。

LGBTQ　　　　は代表的な性的マイノリティの頭文字を
とった言葉です。

又は、
　　　　クエスチョニング（自身の性自認
             や性的指向が定まっていない人）
　　　　クィア（性的マイノリティを包括す
　　　　る意味で使われることもある言
　　　　葉。元 は々「変わった」という意味
　　　　を持つが、当事者を含め前向き
　　　　な趣旨で用いられている。）

さらに、こうしたLGBTQの枠に当てはまらない人
もいます。「性」はとても多様なのです。

Questioning
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SOGIとは
性的指向Sexual Orientation及び性自認Gender Identityの頭文字をとって、SOGI（ソジ、ソギと読む。）と表現するこ
ともあります。

【東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を
目指す条例】
（平成31（2019）年施行、令和4（2022）年一部改正）

　いかなる種類の差別も許さないというオリンピック憲章にうたわ
れる人権尊重の理念が広く都民等に一層浸透した都市となることを
目的とした条例です。
　東京都は本条例に基づき、性自認や性的指向を理由とする差別
の解消及び啓発等を推進していきます。
　また、性的マイノリティのカップルからパートナーシップ関係に
あることの宣誓・届出を受理したことを証明する「パートナーシップ
宣誓制度」を、令和4（2022）年11月から運用しています。

LGBTは代表的な性的マイノリティの頭文字を
とった言葉です。

Lesbian 　　　レズビアン（女性同性愛者）
Gay　　　　　ゲイ（男性同性愛者）
Bisexual　　　バイセクシュアル（両性愛者）
Transgender　 トランスジェンダー（身体の

性と異なる性別で生きる人、
あるいは生きたいと望む人。）

さらに、こうしたLGBTの枠に当てはまらな
い人もいます。「性」はとても多様なのです。

８犯罪被害者やその家族に必要なのは周囲の理解と支援です
  犯罪被害者やその家族の痛み
　殺人、暴行、傷害、性犯罪、交通犯罪などによる被害は、ある日、突然、理不尽に誰の身にも起
こり得ます。犯罪被害にあうと、身体を傷つけられ、生命を奪われるなどの身体的被害のほかに、
稼ぎ手が失われることにより収入が途絶え、生活ができないといった財産的被害、さらには、メディ
アの過剰取材や周囲の人々の心無いうわさや中傷、偏見により、精神的苦痛を受けます。こうした
犯罪後に生じる被害を二次的被害と呼びます。犯罪被害者やその家族は長期にわたり、二次的被害
にも苦しみ、その日常生活は一変します。

７ 性のあり方は様々です
  「性的指向とは」
　性的指向とは、人の恋愛・性愛の対象がどういう方向に向かうのかを示す概念であり、自分の
意志で変えたり、選んだりできるものではないと言われています。同性愛者や両性愛者の人々は、
少数派であるために興味本位で見られたり、職場や学校で嫌がらせやいじめを受けたりするなど、
日常生活や社会生活の様々な面で人権に関わる問題も発生しています。
　性については多様性があるということについて理解を深め、性的指向の異なる人たちへの偏見
や差別をなくし、全ての人々の人権が尊重される社会を実現することが大切です。

Queer
又は

）

（平成30（2018）年制定、令和4（2022）年一部改正）

　殺人、暴行、傷害、性犯罪、交通犯罪などによる被害は、ある日、突然、理不尽に誰の身にも起
こり得ます。犯罪被害に遭うと、身体を傷つけられ、生命を奪われるなどの身体的被害のほかに、
稼ぎ手が失われることにより収入が途絶え、生活ができないといった財産的被害、さらには、メディ
アの過剰取材や周囲の人々の心無いうわさ、中傷、偏見により、精神的苦痛を受けます。こうした
犯罪後に生じる被害を二次的被害と呼びます。犯罪被害者やその家族は長期にわたり、二次的被害
にも苦しみ、その日常生活は一変します。

　いかなる種類の差別も許されないというオリンピック憲章にうた
われる人権尊重の理念が広く都民等に一層浸透した都市となること
を目的とした条例です。
　東京都は本条例に基づき、性自認や性的指向を理由とする差別
の解消及び啓発等を推進していきます。
　また、性的マイノリティのカップルからパートナーシップ関係に
あることの宣誓・届出を受理したことを証明する「東京都パート
ナーシップ宣誓制度」を、令和4（2022）年11月から運用しています。
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  犯罪被害者やその家族への支援
　被害者団体等が、犯罪被害者やその家族が置かれている深刻な状況等を訴え続けた結果、社会的
な関心が高まり、平成17（2005）年に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。国は基本計画を策
定し、犯罪被害者等のための施策を推進しています。
　東京都は、犯罪被害者等支援に対する姿勢を明確に示すとともに、社会全体での取組を一層進め
ていくため、令和２（2020）年に「東京都犯罪被害者等支援条例」を施行しました。この条例に基づ
き、全庁を挙げて被害者等の多様なニーズに応えるため、被害者等に届く具体的な支援の計画を策
定し、区市町村や民間団体等と幅広く連携するなどして様々な支援策を実施しています。
　その支援策として、「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」を公益社団法人被害者支援都民
センターと協働して運営し、様々な不安や問題などの相談に対応するほか、精神的支援などを実施
しています。　 
　性犯罪・性暴力の被害者は、被害の深刻さにもかかわらず、多くが誰にも相談できずにいます。
こうした認識に基づき、心身の負担軽減や早期回復、被害の潜在化の防止等を図るため、東京都は
24時間365日被害者からの相談を受け付け、必要な支援を行うため、「東京都性犯罪・性暴力被害
者ワンストップ支援センター」を特定非営利活動法人性暴力救援センター・東京（SARC東京）と協働
で運営しています。
　さらに、見舞金の給付、転居費用の助成、無料法律相談、被害者参加制度における弁護士費用の
助成を実施し、被害にあったことで生じる経済的負担の軽減も図っています。
　また、警視庁では、被害者やその家族の精神的な支援を行うための犯罪被害者ホットラインや、
性犯罪被害の相談電話を設置しています。
　私たちは、誰もが犯罪被害者となる可能性があります。被害者の身近にいて、いつでも支援する
ことのできる周囲の人々の適切な対応が被害者の回復への一助となります。被害者及びその家族の
人たちの立場に立って考え、支援することが大切です。

９ 刑を終えて出所した人
　刑を終えて出所した人に対しては、「怖い」「信頼できない」といった偏見が根強く、住居の確保や
就職が困難であったり、悪意のある噂が流布されたりする等の問題が起きており、社会復帰の際の
障害となっています。また、家族に対する偏見や差別もあります。
　刑を終えて出所した人が社会復帰し、社会の一員として円滑な生活を営むためには、本人の強い
更生意欲だけではなく、周囲の偏見や差別意識をなくし、家族や職場、地域社会等が協力していく
ことが必要です。

  東京都再犯防止推進計画について
　再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104号）の趣旨やソーシャル・インクルージョ
ンの考え方も踏まえ、犯罪をした者等であって、東京都に居住する又は居住する見込みのある者等
が、地域社会の一員として円滑に社会復帰することができるよう、民間支援機関等と連携し、必要
な取組を推進することで、都民が安全で安心して暮らせる社会づくりを行うため、令和元年７月に
「東京都再犯防止推進計画」を策定しました。
　本計画に基づき、東京都に居住等する犯罪をした者等が、地域社会の一員として円滑に社会復帰
することができるよう、国の関係機関等と連携して再犯防止に取り組んでいます。
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  犯罪被害者やその家族への支援
　被害者団体等が、犯罪被害者やその家族が置かれている深刻な状況等を訴え続けた結果、社会的
な関心が高まり、平成17（2005）年に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。国は基本計画を策
定し、犯罪被害者等のための施策を推進しています。
　東京都は、犯罪被害者等支援に対する姿勢を明確に示すとともに、社会全体での取組を一層進め
ていくため、令和２（2020）年に「東京都犯罪被害者等支援条例」を施行しました。この条例に基づ
き、全庁を挙げて被害者等の多様なニーズに応えるため、被害者等に届く具体的な支援の計画を策
定し、区市町村や民間団体等と幅広く連携するなどして様々な支援策を実施しています。
　その支援策として、「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」を公益社団法人被害者支援都民
センターと協働して運営し、様々な不安や問題などの相談に対応するほか、精神的支援などを実施
しています。　 
　性犯罪・性暴力の被害者は、被害の深刻さにもかかわらず、多くが誰にも相談できずにいます。
こうした認識に基づき、心身の負担軽減や早期回復、被害の潜在化の防止等を図るため、東京都は
24時間365日被害者からの相談を受け付け、必要な支援を行うため、「東京都性犯罪・性暴力被害
者ワンストップ支援センター」を特定非営利活動法人性暴力救援センター・東京（SARC東京）と協働
で運営しています。
　さらに、見舞金の給付、転居費用の助成、無料法律相談、被害者参加制度における弁護士費用の
助成を実施し、被害にあったことで生じる経済的負担の軽減も図っています。
　また、警視庁では、被害者やその家族の精神的な支援を行うための犯罪被害者ホットラインや、
性犯罪被害の相談電話を設置しています。
　私たちは、誰もが犯罪被害者となる可能性があります。被害者の身近にいて、いつでも支援する
ことのできる周囲の人々の適切な対応が被害者の回復への一助となります。被害者及びその家族の
人たちの立場に立って考え、支援することが大切です。

９ 刑を終えて出所した人
　刑を終えて出所した人に対しては、「怖い」「信頼できない」といった偏見が根強く、住居の確保や
就職が困難であったり、悪意のある噂が流布されたりする等の問題が起きており、社会復帰の際の
障害となっています。また、家族に対する偏見や差別もあります。
　刑を終えて出所した人が社会復帰し、社会の一員として円滑な生活を営むためには、本人の強い
更生意欲だけではなく、周囲の偏見や差別意識をなくし、家族や職場、地域社会等が協力していく
ことが必要です。

  東京都再犯防止推進計画について
　再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104号）の趣旨やソーシャル・インクルージョ
ンの考え方も踏まえ、犯罪をした者等であって、東京都に居住する又は居住する見込みのある者等
が、地域社会の一員として円滑に社会復帰することができるよう、民間支援機関等と連携し、必要
な取組を推進することで、都民が安全で安心して暮らせる社会づくりを行うため、令和元年７月に
「東京都再犯防止推進計画」を策定しました。
　本計画に基づき、東京都に居住等する犯罪をした者等が、地域社会の一員として円滑に社会復帰
することができるよう、国の関係機関等と連携して再犯防止に取り組んでいます。

　被害者団体等が、 犯罪被害者やその家族が置かれている深刻な状況等を訴え続けた結果、 社会的
な関心が高まり、 平成17（2005）年に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。 国は基本計画を策
定し、 犯罪被害者等のための施策を推進しています。
　東京都は、 犯罪被害者等支援に対する姿勢を明確に示すとともに、 社会全体での取組を一層進め
ていくため、 令和２（2020）年に「東京都犯罪被害者等支援条例」を施行しました。 この条例に基づ
き、 全庁を挙げて被害者等の多様なニーズに応えるため、 被害者等に届く具体的な支援の計画を策
定し、 区市町村や民間団体等と幅広く連携するなどして様々な支援策を実施しています。
　その支援策として、 犯罪被害者等のための「東京都総合相談窓口」を公益社団法人被害者支援都
民センターと協働で運営し、 様々な不安や問題などの相談に対応するほか、 精神的支援などを実施し
ています。　
　性犯罪・性暴力の被害者は、被害の深刻さにもかかわらず、 多くが誰にも相談できずにいます。
こうした認識に基づき、 心身の負担軽減や早期回復、 被害の潜在化の防止等を図るため、 東京都は
24時間365日被害者からの相談を受け付け、 必要な支援を行うため、 「東京都性犯罪・性暴力被害
者ワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)」を特定非営利活動法人性
暴力救援センター・東京（SARC東京）と協働で運営しています。 令和５（2023）年10月から、 ワンス
トップ支援センター内に、  「子供・保護者専用性被害相談ホットライン」を開設し、 子供・若年層への
支援体制を強化しています。
　さらに、 見舞金の給付、 転居費用の助成、無料法律相談、 被害者参加制度における弁護士費用の
助成を実施し、 被害に遭ったことで生じる経済的負担の軽減も図っています。
　また、 警視庁では、 被害者やその家族の精神的な支援を行うための犯罪被害者ホットラインや、
性犯罪被害の相談電話を設置しています。
　私たちは、 誰もが犯罪被害者となる可能性があります。 被害者の身近にいて、いつでも支援する
ことのできる周囲の人々の適切な対応が被害者の回復への一助となります。 被害者及びその家族の
人たちの立場に立って考え、支援することが大切です。

　東京都は、再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104号）の趣旨やソーシャ
ル・インクルージョンの考え方を踏まえ、犯罪をした者等であって、東京都に居住する又は居
住する見込みのある者等が、地域社会の一員として円滑に社会復帰することができるよう、
国、区市町村、民間支援機関・団体等とも連携し、必要な取組を推進することで、都民が安全
で安心して暮らせる社会の実現を目指しています。
　このため、令和元（2019）年７月に「東京都再犯防止推進計画」を策定し、その取組の検証
を踏まえ、令和６（2024）年３月には、都内の再犯防止に係る取組の更なる充実・深化を図る
ため、「第二次東京都再犯防止推進計画」を策定しました。
　現在、「第二次東京都再犯防止推進計画」に基づき、再犯防止に向けた取組を推進してい
ます。
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  犯罪被害者やその家族への支援
　被害者団体等が、犯罪被害者やその家族が置かれている深刻な状況等を訴え続けた結果、社会的
な関心が高まり、平成17（2005）年に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。国は基本計画を策
定し、犯罪被害者等のための施策を推進しています。
　東京都は、犯罪被害者等支援に対する姿勢を明確に示すとともに、社会全体での取組を一層進め
ていくため、令和２（2020）年に「東京都犯罪被害者等支援条例」を施行しました。この条例に基づ
き、全庁を挙げて被害者等の多様なニーズに応えるため、被害者等に届く具体的な支援の計画を策
定し、区市町村や民間団体等と幅広く連携するなどして様々な支援策を実施しています。
　その支援策として、「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」を公益社団法人被害者支援都民
センターと協働して運営し、様々な不安や問題などの相談に対応するほか、精神的支援などを実施
しています。　 
　性犯罪・性暴力の被害者は、被害の深刻さにもかかわらず、多くが誰にも相談できずにいます。
こうした認識に基づき、心身の負担軽減や早期回復、被害の潜在化の防止等を図るため、東京都は
24時間365日被害者からの相談を受け付け、必要な支援を行うため、「東京都性犯罪・性暴力被害
者ワンストップ支援センター」を特定非営利活動法人性暴力救援センター・東京（SARC東京）と協働
で運営しています。
　さらに、見舞金の給付、転居費用の助成、無料法律相談、被害者参加制度における弁護士費用の
助成を実施し、被害にあったことで生じる経済的負担の軽減も図っています。
　また、警視庁では、被害者やその家族の精神的な支援を行うための犯罪被害者ホットラインや、
性犯罪被害の相談電話を設置しています。
　私たちは、誰もが犯罪被害者となる可能性があります。被害者の身近にいて、いつでも支援する
ことのできる周囲の人々の適切な対応が被害者の回復への一助となります。被害者及びその家族の
人たちの立場に立って考え、支援することが大切です。

９ 刑を終えて出所した人
　刑を終えて出所した人に対しては、「怖い」「信頼できない」といった偏見が根強く、住居の確保や
就職が困難であったり、悪意のある噂が流布されたりする等の問題が起きており、社会復帰の際の
障害となっています。また、家族に対する偏見や差別もあります。
　刑を終えて出所した人が社会復帰し、社会の一員として円滑な生活を営むためには、本人の強い
更生意欲だけではなく、周囲の偏見や差別意識をなくし、家族や職場、地域社会等が協力していく
ことが必要です。

  東京都再犯防止推進計画について
　再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104号）の趣旨やソーシャル・インクルージョ
ンの考え方も踏まえ、犯罪をした者等であって、東京都に居住する又は居住する見込みのある者等
が、地域社会の一員として円滑に社会復帰することができるよう、民間支援機関等と連携し、必要
な取組を推進することで、都民が安全で安心して暮らせる社会づくりを行うため、令和元年７月に
「東京都再犯防止推進計画」を策定しました。
　本計画に基づき、東京都に居住等する犯罪をした者等が、地域社会の一員として円滑に社会復帰
することができるよう、国の関係機関等と連携して再犯防止に取り組んでいます。

刑を終えて出所した人に対しては、「怖い」「信頼できない」といった偏見が根強く、住居
の確保や就職が困難である等の問題が起きており、社会復帰の際の障害となっています。
また、家族に対する偏見や差別もあります。
刑を終えて出所した人が社会復帰し、社会の一員として円滑な生活を営むためには、本
人の強い更生意欲だけではなく、本人を再び地域社会に受け入れる周囲の雰囲気を醸成
し、家族や職場、地域社会等が協力していくことが必要です。
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  犯罪被害者やその家族への支援
　被害者団体等が、犯罪被害者やその家族が置かれている深刻な状況等を訴え続けた結果、社会的
な関心が高まり、平成17（2005）年に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。国は基本計画を策
定し、犯罪被害者等のための施策を推進しています。
　東京都は、犯罪被害者等支援に対する姿勢を明確に示すとともに、社会全体での取組を一層進め
ていくため、令和２（2020）年に「東京都犯罪被害者等支援条例」を施行しました。この条例に基づ
き、全庁を挙げて被害者等の多様なニーズに応えるため、被害者等に届く具体的な支援の計画を策
定し、区市町村や民間団体等と幅広く連携するなどして様々な支援策を実施しています。
　その支援策として、「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」を公益社団法人被害者支援都民
センターと協働して運営し、様々な不安や問題などの相談に対応するほか、精神的支援などを実施
しています。　 
　性犯罪・性暴力の被害者は、被害の深刻さにもかかわらず、多くが誰にも相談できずにいます。
こうした認識に基づき、心身の負担軽減や早期回復、被害の潜在化の防止等を図るため、東京都は
24時間365日被害者からの相談を受け付け、必要な支援を行うため、「東京都性犯罪・性暴力被害
者ワンストップ支援センター」を特定非営利活動法人性暴力救援センター・東京（SARC東京）と協働
で運営しています。
　さらに、見舞金の給付、転居費用の助成、無料法律相談、被害者参加制度における弁護士費用の
助成を実施し、被害にあったことで生じる経済的負担の軽減も図っています。
　また、警視庁では、被害者やその家族の精神的な支援を行うための犯罪被害者ホットラインや、
性犯罪被害の相談電話を設置しています。
　私たちは、誰もが犯罪被害者となる可能性があります。被害者の身近にいて、いつでも支援する
ことのできる周囲の人々の適切な対応が被害者の回復への一助となります。被害者及びその家族の
人たちの立場に立って考え、支援することが大切です。

９ 刑を終えて出所した人
　刑を終えて出所した人に対しては、「怖い」「信頼できない」といった偏見が根強く、住居の確保や
就職が困難であったり、悪意のある噂が流布されたりする等の問題が起きており、社会復帰の際の
障害となっています。また、家族に対する偏見や差別もあります。
　刑を終えて出所した人が社会復帰し、社会の一員として円滑な生活を営むためには、本人の強い
更生意欲だけではなく、周囲の偏見や差別意識をなくし、家族や職場、地域社会等が協力していく
ことが必要です。

  東京都再犯防止推進計画について
　再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104号）の趣旨やソーシャル・インクルージョ
ンの考え方も踏まえ、犯罪をした者等であって、東京都に居住する又は居住する見込みのある者等
が、地域社会の一員として円滑に社会復帰することができるよう、民間支援機関等と連携し、必要
な取組を推進することで、都民が安全で安心して暮らせる社会づくりを行うため、令和元年７月に
「東京都再犯防止推進計画」を策定しました。
　本計画に基づき、東京都に居住等する犯罪をした者等が、地域社会の一員として円滑に社会復帰
することができるよう、国の関係機関等と連携して再犯防止に取り組んでいます。
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1 東京都人権施策推進指針～誰もが幸せを実感できる
「世界一の都市・東京」を目指して～（平成27（2015）年８月改定）
◆東京都は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、国際都市にふさわしい人権が
保障された都市を目指すため、「東京都人権施策推進指針」を改定しました。新しい指針では、東京都の人権
施策の基本理念や施策展開に当たっての考え方を示すとともに、16の人権課題の現状と施策の方向性や人
権尊重の理念が浸透した社会を実現するための取組「重点プロジェクト」を掲げています。

Ⅰ 人権を取り巻く現状
１ 人権をめぐる国内外の動向
・国際連合は、世界人権宣言をはじめとする国際人権規範
の整備など、人権の保障に積極的に取り組んでおり、近
年では、障害者等、分野ごとの国際法も整備
・我が国では、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」
の制定や「人権教育・啓発に関する基本計画」の策定等に
より、人権尊重社会の早期実現に向け、人権教育・啓発
を総合的かつ計画的に推進

２ 東京における人権の状況
・社会情勢の変化に伴い、人権課題は多様化し、新しい人
権課題が顕在化
・平成25年世論調査では、「インターネットによる人権侵
害」、「北朝鮮による拉致問題」、「震災に伴う人権問題」等
への都民の関心が高い。

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催
都市として、基本的人権が守られ、誰もが幸せを実感でき、
そこに住み続けたいと思う都市の実現が求められている。

Ⅱ 基本理念と施策展開の考え方
１ 人権施策の基本理念
　東京都は、

① 人間としての存在や尊厳が尊重され、思いやりに満ち
た東京

② あらゆる差別を許さないという人権意識が広く社会に
浸透した東京

③ 多様性を尊重し、そこから生じる様々な違いに寛容な
東京

を基本理念として人権施策の推進に取り組み、国際都市に
ふさわしい人権が保障された都市を目指す。

２ 施策展開に当たっての考え方
　人権施策の基本理念を具体化するために、五つの「施策
　展開に当たっての考え方」を尊重
① 助け合い・思いやりの心の醸成 ② 多様性への理解
③ 自己実現の支援 ④ 公共性の視点 ⑤ 公平な機会の確保

Ⅲ 人権課題ごとの現状と施策の方向性
① 女性 ② 子供 ③ 高齢者 ④ 障害者 ⑤ 同和問題
⑥ アイヌの人  々⑦ 外国人 ⑧ HIV 感染者・ハンセン病患者等
⑨ 犯罪被害者やその家族 ⑩ インターネットによる人権侵害
⑪ 北朝鮮による拉致問題 ⑫ 災害に伴う人権問題
⑬ ハラスメント ⑭ 性同一性障害者 ⑮ 性的指向
⑯ 路上生活者 ⑰ 様々な人権課題

Ⅳ 施策の進め方
１ 総合的な人権施策の展開
　 人権課題を解決するために、３つの観点から人権施策
を総合的に推進

２ 民間団体、国、他自治体等との連携
　様々な主体との連携を強化することにより実効性のある
　人権施策を展開
　① 企業の自主的な取組との連携
　② スポーツ・文化団体等と連携した啓発の推進
　③ 様々な主体との連携
　④ 国、他自治体との連携

Ⅴ 重点プロジェクト
　人権尊重の理念が浸透した社会を実現するための起爆剤と
　しての取組を計画的に推進
  １ オリンピック・パラリンピック開催に向け、人権尊重都市
「東京」を内外に向け発信

  ２ 幅広い都民に訴えかける大型啓発キャンペーンにより都民
の人権意識を醸成

  ３ 人権施策を推進するための第三者機関の設置
  ４ 人権啓発拠点の機能強化

都の取組6

啓発・教育

都民に人権尊重の意識が浸透す
るための総合的な啓発の推進

学校教育・社会教育における人権
教育・学習の推進

東京都職員等が人権感覚を身に
付けるための研修の充実

救済・相談

都民のニーズに対応した相談窓口
の設置

一時保護機能と自立等の支援の
充実

相談・保護関係機関における相互
連携の強化

支援・連携

人権課題への取組を促進するた
めの支援

人権尊重の理念の普及に取り組
む様々な団体等との連携

専門的知識やノウハウを有する団
体等との協働



30

巻
頭
論
文

１

人
権
に
つ
い
て
の

基
礎
知
識

２

子
供
の
人
権
問
題

３

同
和
問
題
を

理
解
す
る
た
め
に

４

さ
ま
ざ
ま
な

人
権
問
題

５

関
係
資
料

７

主
な
相
談
機
関

都
の
取
組

６

２ 東京都における人権啓発の取組
（１）「東京都人権施策推進指針」に基づく総合的な人権施策の展開
　都は、「東京都人権施策推進指針」（29頁）に基づき、全庁的な推進体制のもと、人間の存在と
尊厳を守る人権施策を啓発・教育、救済・相談、支援・連携の３つの観点から総合的に推進して
います。

（２）都の行う人権啓発事業
　都民一人一人が様々な人権課題を正しく理解し、人権尊重の意識が日常的な行動や態度に現れ
るように総合的な人権啓発を推進していきます。啓発活動の実施に当たっては、インターネット
やＳＮＳの活用など多様な手法を取り入れ、創意工夫を凝らすとともに、対象となる人々の感性
に訴え、自然と受け入れられるよう留意する必要があります。
　都では、国や区市町村、人権擁護委員などと連携し、「指針」に掲げた様々な人権問題を幅広く
都民に啓発するとともに、社会状況を踏まえ、時宜にかなったテーマを設定し、都民が参加・体
験できる行事や視覚に訴えるわかりやすい情報発信に努めています。

●ヒューマンライツ・フェスタ東京
　「指針」で掲げる重点プロジェクトの一つとして、平成27
年から人権啓発イベント「ヒューマンライツ・フェスタ東京」
を開催しています。令和４年度は、「インクルーシブシティ
東京」をメインテーマに、オリンピアン・パラリンピアンに
よるトークショーをはじめ、ファッションショー、手話パ
フォーマンス、ヴァイオリンライブ、猿まわし、映画上映、
人権課題パネル展、スポーツ体験、大学生によるプレゼン
コンテストなどを行いました。

●人権週間行事・憲法週間行事
　毎年、人権週間（12月４日から10日まで）や憲法週間（５月１日から７日まで）にちなみ、人権啓
発事業を行っています。

●児童・生徒、若者向け啓発事業
　将来を担う子供たちや若者が人権問題への理解を深められるよ
う、人権をテーマに小学生が描いた絵をデザインした交通広告、東
京を本拠地とするサッカーＪリーグのチーム等との連携による啓発
活動も行っています。

●啓発冊子・啓発映像
　各人権課題についての解説やトピックスをコンパクトにまとめた
冊子及びリーフレットを発行しています。都が主催する各種行事で
配布するほか、企業や行政の研修用資料としても活用されています。
　また、広報媒体としてのインターネットの重要性に鑑み、啓発映
像（動画）を作成し、ホームページなどで公開しています。毎年12月
には、「広報東京都」で人権特集を組むとともに、テレビ・ラジオＣ
Ｍ、屋外広告などによる集中的な広報を行っています。

東京都総務局人権部発行の啓発冊子
「みんなの人権

-人権問題の理解のために-」

ヒューマンライツ・フェスタ東京2022

　「指針」で掲げる重点プロジェクトの一つとして、 平成27
年から人権啓発イベント「ヒューマンライツ・フェスタ東京」
を開催しています。  令和５年度は、全ての人が輝くインクルー
シブをテーマに、 LGBTQ＋当事者によるトークショーや、 
車いすユーザーで活躍している障がい者モデルトークショー
を実施しました。 また、 東京2020パラリンピック開会式出
演者による圧巻の車いすダンスや、 歌・ダンス・手話を一体
にした音楽パフォーマンスを披露しました。

　各人権課題についての解説やトピックスをコンパクトにまとめた
冊子及びリーフレットを発行しています。 都が主催する各種行事で
配布するほか、 企業や行政の研修用資料としても活用されています。
　また、 広報媒体としてのインターネットの重要性に鑑み、 啓発映
像（動画）を作成し、 ホームページなどで公開しています。毎年12月
には、 「広報東京都」で人権特集を組むとともに、 テレビＣＭ・ウェブ
広告や、 屋外広告などによる集中的な広報を行っています。

ヒューマンライツ・フェスタ東京2025

人権週間事業・憲法週間事業

「指針」で掲げる重点プロジェクトの一つとして、平成27年
から人権啓発イベント「ヒューマンライツ・フェスタ東京」を開
催しています。令和７年度は、日本で初めて東京でデフリンピッ
クが開催されたことから、デフリンピアンによるトーク＆デモ
ンストレーションや、デフ射撃体験を実施しました。また、ボッ
チャや車いすバスケットボールといったユニバーサルスポーツを
はじめ、インクルーシブなあそび場や視覚障害体験など、子供
から大人まで楽しめる体験型プログラムを多数実施しました。
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●就職差別解消に向けた取組
　企業などの採用選考が応募者の能力と適正に応じて公正に行われるよう、都は、毎年６月の
「就職差別解消促進月間」を中心に、身元調査や面接時に本籍地、思想・信条などを聞くといった
就職差別をなくすよう、関係機関と連携して企業などへの啓発を進めています。

（３）東京都人権プラザ
　東京都人権プラザは、都が設置している人権啓発の拠点施設です。次代を担う子供・若者など
幅広い都民を対象に、来館者が自ら人権問題について考えることができるよう展示や情報提供な
どを行うとともに、相談を受ける機能等も備えています。
　所在地：港区芝２-５-６　芝256スクエアビル１･２階
　連絡先：東京都人権プラザ（指定管理者 公益財団法人東京都人権啓発センター）
　電話 03-6722-0123　FAX 03-6722-0084　ホームページ https://www.tokyo-hrp.jp/

（主な施設）
●展示室
　東京都の人権施策の紹介のほか、日常生活の中にある人権課題に気づくとともに自ら解決策を
考える展示や、高齢者・障害者・妊婦等が感じているバリアの体験展示などがあります。

●図書資料室
　人権に関する図書や雑誌のほか、啓発ビデオなどの視聴覚資料を多数備え、閲覧・貸出を行っ
ています。

●セミナールーム
　各種講座、ワークショップ、団体見学される方々へのガイダンスなどを行います。

●相談室
　人権問題や日常生活で困ったことなどの相談を受ける一般相
談及び日常生活上の法律問題やインターネットにおける人権侵
害について弁護士が応じる法律相談を行っています。
※電話番号や相談受付時間の詳細は、巻末「主な相談機関」を
ご覧ください。　　　　

●その他
　広く都民への啓発を行うため、出張展示や教職員・生徒・行
政職員等による団体見学等への対応を行っています。

（４）（公財）東京都人権啓発センター
　東京都人権啓発センターは、都民の人権意識の高揚を図るため、各種の事業を行っています。
　所在地：港区芝２-５-６　芝256スクエアビル２階
　連絡先：電話 03-6722-0082　FAX 03-6722-0084
　ホームページ https://www.tokyo-jinken.or.jp/

＜主な事業＞
◉人権に関する各種の普及啓発
◉企業等が実施する人権に関する研修会
　への講師出講事業（有料／要予約）

東京都人権プラザ展示室

◉人権情報誌「ＴＯＫＹＯ人権」の発行
◉ラジオ番組「人権ＴＯＤＡＹ」の提供
◉インターネットホームページによる人権情報の発信
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●就職差別解消に向けた取組
　企業などの採用選考が応募者の能力と適正に応じて公正に行われるよう、都は、毎年６月の
「就職差別解消促進月間」を中心に、身元調査や面接時に本籍地、思想・信条などを聞くといった
就職差別をなくすよう、関係機関と連携して企業などへの啓発を進めています。

（３）東京都人権プラザ
　東京都人権プラザは、都が設置している人権啓発の拠点施設です。次代を担う子供・若者など
幅広い都民を対象に、来館者が自ら人権問題について考えることができるよう展示や情報提供な
どを行うとともに、相談を受ける機能等も備えています。
　所在地：港区芝２-５-６　芝256スクエアビル１･２階
　連絡先：東京都人権プラザ（指定管理者 公益財団法人東京都人権啓発センター）
　電話 03-6722-0123　FAX 03-6722-0084　ホームページ https://www.tokyo-hrp.jp/

（主な施設）
●展示室
　東京都の人権施策の紹介のほか、日常生活の中にある人権課題に気づくとともに自ら解決策を
考える展示や、高齢者・障害者・妊婦等が感じているバリアの体験展示などがあります。

●図書資料室
　人権に関する図書や雑誌のほか、啓発ビデオなどの視聴覚資料を多数備え、閲覧・貸出を行っ
ています。

●セミナールーム
　各種講座、ワークショップ、団体見学される方々へのガイダンスなどを行います。

●相談室
　人権問題や日常生活で困ったことなどの相談を受ける一般相
談及び日常生活上の法律問題やインターネットにおける人権侵
害について弁護士が応じる法律相談を行っています。
※電話番号や相談受付時間の詳細は、巻末「主な相談機関」を
ご覧ください。　　　　

●その他
　広く都民への啓発を行うため、出張展示や教職員・生徒・行
政職員等による団体見学等への対応を行っています。

（４）（公財）東京都人権啓発センター
　東京都人権啓発センターは、都民の人権意識の高揚を図るため、各種の事業を行っています。
　所在地：港区芝２-５-６　芝256スクエアビル２階
　連絡先：電話 03-6722-0082　FAX 03-6722-0084
　ホームページ https://www.tokyo-jinken.or.jp/

＜主な事業＞
◉人権に関する各種の普及啓発
◉企業等が実施する人権に関する研修会
　への講師出講事業（有料／要予約）

東京都人権プラザ展示室

◉人権情報誌「ＴＯＫＹＯ人権」の発行
◉ラジオ番組「人権ＴＯＤＡＹ」の提供
◉インターネットホームページによる人権情報の発信

人権に関する図書や雑誌のほか、DVDなどの視聴覚資料を多数備え、閲覧・貸出を行ってい
ます。

日常生活の中で起こった人権侵害など人権に関する相談を
受ける一般相談、法律問題及びインターネットにおける人権侵
害について弁護士が相談に応じる法律相談、インターネットに
おける人権侵害についてSNS（LINE）によるチャットで相談に
応じるSNS（LINE）相談を行っています。

：電話 03-6722-0082　FAX 03-6722-0084　ホームページ https://www.tokyo-jinken.or.jp/

31

巻
頭
論
文

１

人
権
に
つ
い
て
の

基
礎
知
識

２

子
供
の
人
権
問
題

３

同
和
問
題
を

理
解
す
る
た
め
に

４

さ
ま
ざ
ま
な

人
権
問
題

５

関
係
資
料

７

主
な
相
談
機
関

都
の
取
組

６

●就職差別解消に向けた取組
　企業などの採用選考が応募者の能力と適正に応じて公正に行われるよう、都は、毎年６月の
「就職差別解消促進月間」を中心に、身元調査や面接時に本籍地、思想・信条などを聞くといった
就職差別をなくすよう、関係機関と連携して企業などへの啓発を進めています。

（３）東京都人権プラザ
　東京都人権プラザは、都が設置している人権啓発の拠点施設です。次代を担う子供・若者など
幅広い都民を対象に、来館者が自ら人権問題について考えることができるよう展示や情報提供な
どを行うとともに、相談を受ける機能等も備えています。
　所在地：港区芝２-５-６　芝256スクエアビル１･２階
　連絡先：東京都人権プラザ（指定管理者 公益財団法人東京都人権啓発センター）
　電話 03-6722-0123　FAX 03-6722-0084　ホームページ https://www.tokyo-hrp.jp/

（主な施設）
●展示室
　東京都の人権施策の紹介のほか、日常生活の中にある人権課題に気づくとともに自ら解決策を
考える展示や、高齢者・障害者・妊婦等が感じているバリアの体験展示などがあります。

●図書資料室
　人権に関する図書や雑誌のほか、啓発ビデオなどの視聴覚資料を多数備え、閲覧・貸出を行っ
ています。

●セミナールーム
　各種講座、ワークショップ、団体見学される方々へのガイダンスなどを行います。

●相談室
　人権問題や日常生活で困ったことなどの相談を受ける一般相
談及び日常生活上の法律問題やインターネットにおける人権侵
害について弁護士が応じる法律相談を行っています。
※電話番号や相談受付時間の詳細は、巻末「主な相談機関」を
ご覧ください。　　　　

●その他
　広く都民への啓発を行うため、出張展示や教職員・生徒・行
政職員等による団体見学等への対応を行っています。

（４）（公財）東京都人権啓発センター
　東京都人権啓発センターは、都民の人権意識の高揚を図るため、各種の事業を行っています。
　所在地：港区芝２-５-６　芝256スクエアビル２階
　連絡先：電話 03-6722-0082　FAX 03-6722-0084
　ホームページ https://www.tokyo-jinken.or.jp/

＜主な事業＞
◉人権に関する各種の普及啓発
◉企業等が実施する人権に関する研修会
　への講師出講事業（有料／要予約）

東京都人権プラザ展示室

◉人権情報誌「ＴＯＫＹＯ人権」の発行
◉ラジオ番組「人権ＴＯＤＡＹ」の提供
◉インターネットホームページによる人権情報の発信

東京都人権プラザ（指定管理者　公益財団法人東京都人権啓発センター）
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関係資料7
……………………………………………………………………………………………………………
◉資料１　日本国憲法（抜粋）
［昭和21（1946）年公布、昭和22（1947）年施行］
……………………………………………………………………………………………………………
　基本的人権の尊重は日本国憲法の柱の一つで、侵すことのできない永久の権利として、国民一
人一人の人権の保障をめざしている。
第十一条　国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本
的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条　すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に
ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条第１項　すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門
地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

　　　　　　　　　　　（出典）東京都総務局人権部「みんなの人権-人権問題の理解のために-」

……………………………………………………………………………………………………………
◉資料２　世界人権宣言（概要）
［昭和23（1948）年12月　第３回国連総会　採択］
……………………………………………………………………………………………………………
　昭和23（1948）年12月10日、第３回国連総会で基本的人権を確保するために「すべての人民と
すべての国とが達成すべき共通の基準」の宣言が採択された。これが「世界人権宣言」である。
　世界人権宣言は、基本的人権の尊重を定めたものであり、初めて人権の保障を国際的にうたっ
た画期的なもので、前文と３０の条文からなる。生命・身体の安全その他多くの基本的人権につ
いての基準を示し、すべての人がいかなる事由による差別をも受けることなく、これらの人権を
享有できるようにすべきであると宣言している。

（出典）東京都総務局人権部「明るい社会をめざして－同和問題（部落差別）の理解のために－」

……………………………………………………………………………………………………………
◉資料３　あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（概要）
［昭和40（1965）年採択、昭和44（1969）年発効］
……………………………………………………………………………………………………………
　人種差別撤廃条約は、人権及び基本的自由の平等を確保するため、あらゆる形態の人種差別を
撤廃する政策等を、すべての適当な方法により遅滞なくとることなどを主な内容とします。昭和
40（1965）年の第20回国連総会において採択され、昭和44（1969）年に発効しました。日本は平
成7（1995）年に加入した。
※日本はこの条約の締結に当って第4条（a）及び（b）に留保を付している。

　　　　　　（出典）東京都総務局人権部「みんなの人権-人権問題の理解のために-」

……………………………………………………………………………………………………………
◉資料４　国際人権規約（概要）
［昭和41（1966）年採択、昭和51（1976）年発効］
……………………………………………………………………………………………………………
　昭和41（1966）年、第21回国連総会で採択され、その後10年を経て発効した。
　この規約は、人間の生存権を国が保障し、人権の尊重は国の義務であることを国際的に定めた
もので「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」（Ａ規約）と「市民的及び政治的権利
に関する国際規約」（Ｂ規約）の２つの規約及び選択議定書（死刑廃止等）からなっている。
　わが国でも、昭和54（1979）年、２つの規約を批准した。

　　　　　　（出典）東京都総務局人権部「みんなの人権－人権問題の理解のために－」

　人種差別撤廃条約は、人権及び基本的自由の平等を確保するため、あらゆる形態の人種差別
を撤廃する政策等を、全ての適当な方法により遅滞なくとることなどを主な内容とする。昭和40
（1965）年の第20回国連総会において採択され、昭和44（1969）年に発効した。日本は平成7
（1995）年に加入した。
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……………………………………………………………………………………………………………
◉資料5　オリンピック憲章
……………………………………………………………………………………………………………
　オリンピック憲章は、国際オリンピック委員会（IOC)によって採択されたオリンピズムの根本
原則、規則、付属細則を成文化したものです。憲章はオリンピック・ムーブメントの組織、活動、
運用の基準であり、かつオリンピック競技大会の開催の条件を定めるものである。

オリンピズムの根本原則（抜粋）
6.　このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、
宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分
などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければなら
ない。                                                （出典）東京都総務局人権部「みんなの人権－人権問題の理解のために－」

……………………………………………………………………………………………………………
◉資料6 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例
[令和4（2022）年一部改正]

……………………………………………………………………………………………………………
　この条例は、いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章にうたわれる人権尊
重の理念が広く都民等に一層浸透した都市の実現を目的として、平成31（2019）年から施行。
　東京都は、この条例に基づき、啓発、教育等の人権施策を総合的に実施している。
　令和４（2022）年の一部改正では、多様な性に関する都民の理解を推進するとともに、パート
ナーシップ関係に係る生活上の不便の軽減など、当事者が暮らしやすい環境づくりにつなげるた
め、東京都パートナーシップ宣誓制度を創設した。

（出典）東京都総務局人権部「みんなの人権－人権問題の理解のために－」

……………………………………………………………………………………………………………
◉資料7　同和対策審議会答申（概要）
［昭和40（1965）年］
……………………………………………………………………………………………………………
　内閣総理大臣の諮問機関として設けられた同和対策審議会が、昭和40（1965）年８月、「同和
地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」について審議した結果をま
とめた答申である。
　その中で、「同和問題は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国
憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である」また、「その早急な解決こそ国の責務
であり、同時に国民的課題である」としている。
　そして、対策の具体的取組として、①生活環境の改善、②社会福祉の充実、③産業・職業の安
定、④教育文化の向上、⑤基本的人権の擁護等を内容とする総合的対策でなければならないとし
ている。                               （出典）東京都総務局人権部「明るい社会をめざして－同和問題（部落差別）の理解のために－」
……………………………………………………………………………………………………………
◉資料8　地域改善対策協議会意見具申（概要）
［平成８（1996）年］
……………………………………………………………………………………………………………
　平成８（1996）年５月17日に地域改善対策協議会（地対協）は「同和問題の早期解決に向けた
今後の方策の基本的な在り方について」を内閣総理大臣及び関係各大臣に意見具申した。意見
具申は、政府が実施した「平成５（1993）年度同和地区実態把握等調査」の分析結果を踏まえた
もので、それによれば、これまでの対策は、生活環境の改善をはじめとする物的な基盤整備が
おおむね完了するなど着実に成果をあげ、様々な面で存在していた較差は大きく改善されたと

　この条例は、いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重
の理念が広く都民等に一層浸透した都市の実現を目的として、平成30(2018)年に制定。
　東京都は、この条例に基づき、啓発、教育等の人権施策を総合的に実施している。
　令和４（2022）年の一部改正では、多様な性に関する都民の理解を推進するとともに、パート
ナーシップ関係に係る生活上の不便の軽減など、性的マイノリティの方々が暮らしやすい環境づ
くりにつなげるため、東京都パートナーシップ宣誓制度を創設した。

［平成30（2018）年制定］
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している。一方、同和問題の解決に向けた今後の主要な課題は、①依然として存在している差別
意識の解消、②人権侵害による被害の救済等の対応、③教育、就労、産業などの面でなお存在して
いる較差の是正、④差別意識を生む新たな要因を克服するための施策の適正化、であるとしている。

（出典）東京都総務局人権部「明るい社会をめざして－同和問題（部落差別）の理解のために－」

……………………………………………………………………………………………………………
◉資料9　部落差別の解消の推進に関する法律
［平成28（2016）年12月16日　公布、施行］
……………………………………………………………………………………………………………
（目的）
第一条　この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差
別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障す
る日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解
消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並び
に国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めるこ
とにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とす
る。

（基本理念）
第二条　部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえ
のない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に
対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現する
ことを旨として、行われなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、
地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、
指導及び助言を行う責務を有する。

２　地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割
分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施
策を講ずるよう努めるものとする。

（相談体制の充実）
第四条　国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
２　地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に
関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

（教育及び啓発）
第五条　国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
２　地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を
解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

（部落差別の実態に係る調査）
第六条　国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得
て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

　　　　附　則
　　この法律は、公布の日から施行する。
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○衆議院法務委員会における附帯決議（平成28年11月16日）
　政府は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策について、世代間の理解の差や地域社会
の実情を広く踏まえたものとなるよう留意するとともに、本法の目的である部落差別の解消の
推進による部落差別のない社会の実現に向けて、適正かつ丁寧な運用に努めること。

○参議院法務委員会における附帯決議（平成28年12月8日）
　国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、地
域社会の実情を踏まえつつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一　部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を
深めるよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解
消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を
実施すること。
二　教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことが
ないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手
法等に配慮すること。
三　国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するための部落差別の実態に係る調査を実
施するに当たっては、当該調査により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それ
が真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等について慎重に検討する
こと。

（出典）東京都総務局人権部「明るい社会をめざしてー同和問題（部落差別）の理解のためにー」

……………………………………………………………………………………………………………
◉資料10　東京都同和問題懇談会答申（概要）
［昭和53（1978）年］
……………………………………………………………………………………………………………
　昭和51（1976）年２月、知事は東京都同和問題懇談会に対して「都政における重要課題の一つ
である同和行政のあり方に関し、東京の地域の実態に即していかにあるべきか」について諮問し
た。
　昭和53（1978）年７月、同懇談会は「東京都における同和行政の基本的あり方」について答申し
た。この中では、同和対策審議会答申において示された同和問題に対する基本認識を踏まえ、東
京の地域的特質に適合した施策を推進することの必要性などが述べられている。

（出典）東京都総務局人権部「明るい社会をめざしてー同和問題（部落差別）の理解のためにー」

……………………………………………………………………………………………………………
◉資料11　児童の権利に関する条約（概要）
［平成元（1989）年採択、平成２（1990）年発効］
……………………………………………………………………………………………………………
　平成元年（1989）年、国連は子供の人権のために「児童の権利に関する条約」を採択した。
　この条約では「原則として大人と同様の権利の保障」、「親の社会的地位、財産、人権・・・な
どによる不平等の排除」、「考えをまとめる力がある児童が、自分に影響のあることに意見を表明
することができること」などを定めている。また、人権が侵害されやすい子供が保護される権利と
して、「麻薬・性的搾取や虐待・経済的搾取・武力紛争からの保護」を求めている。
　さらに、子供特有の生来的権利として「発達できる家庭環境の確保」、「親に養育される権利」、
「健康や医療に関する権利」、「教育への権利」、「文化的・芸術的生活への参加や遊ぶ権利」が掲げ
られている。
　日本はこの条約を平成６（1994）年に批准した。
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……………………………………………………………………………………………………………
◉資料12　児童虐待の防止等に関する法律（概要）
［最終改正：令和２（2020）年6月公布、令和２（2020）年９月施行］
……………………………………………………………………………………………………………
１　児童虐待の定義（第二条） 
　「児童虐待」…保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの）
がその監護する児童（18歳に満たない者）について行う次に掲げる行為をいう。 
①　児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。（身体的虐待） 
②　児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。(性的虐
待)
③　児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居
人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著
しく怠ること。（ネグレクト） 
④　児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に
対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。（心理的虐待） 

２　児童に対する虐待の禁止（第三条） 
何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 

３　児童虐待の早期発見等（第五条） 
　学校、児童福祉施設、病院その他児童福祉に業務上関係のある団体及び学校教職員、児童
福祉施設職員、医師、保健師、弁護士その他児童福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を
発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 

４　児童虐待に係る通告(第六条） 
　児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市町村、都道府県の設置する
福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務
所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 

５　立入調査等（第九条） 
　都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童
の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は
質問をさせることができる。 
……………………………………………………………………………………………………………
◉資料13　児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の

保護等に関する法律（概要）　　　　
［最終改正　平成26（2014）年６月公布、平成26（2014）年７月施行］
……………………………………………………………………………………………………………
１　定義（第二条） 
①　「児童」…18歳に満たない者 
②　「児童買春」…児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対
し、性交等（性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童
の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること。）をすること。 
③　「児童ポルノ」…写真、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認
識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ
れるもの。）に係る記録媒体その他の物であって、【※】のいずれかに該当する児童の姿態を視
覚により認識することができる方法により描写したもの。 

　　【※】○児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 

［平成12（2000）年5月公布、平成12（2000）年11月施行］

［平成11（1999）年5月公布、平成11（1999）年11月施行］

　学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援セ
ンターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医
師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、女性相談支援員その他児童の福祉に職務上関係のある者は、
児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
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○他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿
態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 

○衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位（性器
等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。）が露出され又は強調されているもので
あり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの 

２　処罰（第四条～第十条）
　次の各行為及び国民の国外犯を処罰
①　児童買春
　○児童買春  
　○児童買春周旋 
　○児童買春勧誘 
②　児童ポルノ所持・提供等
　○自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持
　○児童ポルノ提供、同目的の製造・所持・運搬・輸出入・保管　
　○児童ポルノ製造（盗撮含む。） 
　○児童ポルノの不特定多数への提供、公然陳列、同目的の製造・所持・運搬・輸出入・保管 
③　児童買春等目的人身売買等 
　　児童買春又は児童ポルノ製造目的の児童人身売買、同目的により略取・誘拐・売買された
外国居住児童の居住国外への移送 

……………………………………………………………………………………………………………
◉資料14　東京都青少年の健全な育成に関する条例（抜粋）
［最終改正　平成29（2017）年12月公布、平成30（2018）年２月施行］
……………………………………………………………………………………………………………
（児童ポルノの根絶等に向けた都の責務等）
第十八条の八　都は、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努め
る責務を有する。
２　都民は、児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な取組に
努めるものとする。

３　都は、みだりに性欲の対象として扱われることにより、心身に有害な影響を受け自己の尊厳
を傷つけられた青少年に対し、当該青少年がその受けた影響から回復し、自己の尊厳を保つて
成長することができるよう、支援のための措置を適切に講ずるものとする。
……………………………………………………………………………………………………………
◉資料15　いじめ防止対策推進法（概要）　　
［最終改正　令和元（2019）年5月公布、令和２（2020）年4月施行］
……………………………………………………………………………………………………………
一　総則
1　「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校（※）に在籍している等当該
児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒
が心身の苦痛を感じているもの」と定義すること。
※小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除
く。）
2　いじめの防止等のための対策の基本理念、いじめの禁止、関係者の責務等を定めること。

［平成25（2013）年6月公布、平成25（2013）年9月施行］
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二　いじめの防止基本方針等
1　国、地方公共団体及び学校の各主体による「いじめの防止等のための対策に関する基本的
な方針」の策定（※）について定めること。
※国及び学校は策定の義務、地方公共団体は策定の努力義務
2　地方公共団体は、関係機関等の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務
局、警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができるこ
と。

三　基本的施策・いじめの防止等に関する措置
1 　学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策として（1）道徳教育等の充実、（2）早期発見
のための措置、（3）相談体制の整備、（4）インターネットを通じて行われるいじめに対する対
策の推進を定めるとともに、国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として（5）いじめの
防止等の対策に従事する人材の確保等、（6）調査研究の推進、（7）啓発活動について定める
こと。
2 　学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等
の専門家その他の関係者により構成される組織を置くこと。
3 　個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として（1）いじめの事実確認、（2）いじめを受け
た児童生徒又はその保護者に対する支援、（3）いじめを行った児童生徒に対する指導又はそ
の保護者に対する助言について定めるとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われるべき
ものであると認めるときの所轄警察署との連携について定めること。
４　懲戒、出席停止制度の適切な運用等その他いじめの防止等に関する措置を定めること。
四　重大事態への対処
1 　学校の設置者又はその設置する学校は、重大事態に対処し、及び同種の事態の発生の防止
に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うものと
すること。

２　学校の設置者又はその設置する学校は、1の調査を行ったときは、当該調査に係るいじめ
を受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供するものとすること。
3　地方公共団体の長等（※）に対する重大事態が発生した旨の報告、地方公共団体の長等によ
る1の調査の再調査、再調査の結果を踏まえて措置を講ずること等について定めること。　
※公立学校は地方公共団体の長、国立学校は文部科学大臣、私立学校は所轄庁である都道
府県知事

五　雑則
学校評価における留意事項及び高等専門学校における措置に関する規定を設けること。
……………………………………………………………………………………………………………
◉資料16　東京都いじめ防止対策推進条例（抜粋）　　
［平成26（2014）年7月公布、施行］
……………………………………………………………………………………………………………
（基本理念）
第三条　いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の
形成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動
に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨
として行われなければならない。
２　いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実
に守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、児童等がいじめを知りながら放置する
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ことなく、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければ
ならない。

３　学校におけるいじめの防止等のための対策は、いじめの防止等に関する取組を実効的に行う
ため、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならない。

４　いじめの防止等のための対策は、学校に加え、都、区市町村、地域住民、家庭その他の関係
者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

（都の責務）
第五条　都は、第三条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、区市町村並び
にいじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、
及び総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
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ことなく、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければ
ならない。

３　学校におけるいじめの防止等のための対策は、いじめの防止等に関する取組を実効的に行う
ため、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならない。

４　いじめの防止等のための対策は、学校に加え、都、区市町村、地域住民、家庭その他の関係
者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

（都の責務）
第五条　都は、第三条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、区市町村並び
にいじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、
及び総合的かつ効果的に推進する責務を有する。

第三条　こどもは大いなる可能性を秘めたかけがえのない存在であるとの認識の下、 こどもの権利条約
　の精神にのっとり、 こどもを権利の主体として尊重し、 こどもの最善の利益を最優先とすることで、 全
　てのこどもが、 今と将来への希望を持って伸び伸びと健やかに育っていけるよう、 社会全体でこども
　を育む環境を整備していかなければならない。

第三条　こども施策は、 次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一　全てのこどもについて、 個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、 差別的取扱い
　　を受けることがないようにすること。
二　全てのこどもについて、適切に養育されること、 その生活を保障されること、 愛され保護されること、 
　　その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障
　　されるとともに、 教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神にのっとり教育を受ける機会が
　　等しく与えられること。
三　全てのこどもについて、 その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関し
　　て意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四　全てのこどもについて、 その年齢及び発達の程度に応じて、 その意見が尊重され、 その最善の利益
　　が優先して考慮されること。
五　こどもの養育については、 家庭を基本として行われ、 父母その他の保護者が第一義的責任を有する
　　との認識の下、 これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、 家庭での養育
　　が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健
　　やかに育成されるようにすること。
六　家庭や子育てに夢を持ち、 子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
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二　いじめの防止基本方針等
1　国、地方公共団体及び学校の各主体による「いじめの防止等のための対策に関する基本的
な方針」の策定（※）について定めること。
※国及び学校は策定の義務、地方公共団体は策定の努力義務
2　地方公共団体は、関係機関等の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務
局、警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができるこ
と。

三　基本的施策・いじめの防止等に関する措置
1 　学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策として（1）道徳教育等の充実、（2）早期発見
のための措置、（3）相談体制の整備、（4）インターネットを通じて行われるいじめに対する対
策の推進を定めるとともに、国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として（5）いじめの
防止等の対策に従事する人材の確保等、（6）調査研究の推進、（7）啓発活動について定める
こと。
2 　学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等
の専門家その他の関係者により構成される組織を置くこと。
3 　個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として（1）いじめの事実確認、（2）いじめを受け
た児童生徒又はその保護者に対する支援、（3）いじめを行った児童生徒に対する指導又はそ
の保護者に対する助言について定めるとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われるべき
ものであると認めるときの所轄警察署との連携について定めること。
４　懲戒、出席停止制度の適切な運用等その他いじめの防止等に関する措置を定めること。
四　重大事態への対処
1 　学校の設置者又はその設置する学校は、重大事態に対処し、及び同種の事態の発生の防止
に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うものと
すること。

２　学校の設置者又はその設置する学校は、1の調査を行ったときは、当該調査に係るいじめ
を受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供するものとすること。
3　地方公共団体の長等（※）に対する重大事態が発生した旨の報告、地方公共団体の長等によ
る1の調査の再調査、再調査の結果を踏まえて措置を講ずること等について定めること。　
※公立学校は地方公共団体の長、国立学校は文部科学大臣、私立学校は所轄庁である都道
府県知事

五　雑則
学校評価における留意事項及び高等専門学校における措置に関する規定を設けること。
……………………………………………………………………………………………………………
◉資料16　東京都いじめ防止対策推進条例（抜粋）　　
［平成26（2014）年7月公布、施行］
……………………………………………………………………………………………………………
（基本理念）
第三条　いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の
形成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動
に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨
として行われなければならない。
２　いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実
に守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、児童等がいじめを知りながら放置する

　　18　こども基本法（抜粋）　　
［令和4（2022）年6月公布、 令和5（2023）年4月施行］
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二　いじめの防止基本方針等
1　国、地方公共団体及び学校の各主体による「いじめの防止等のための対策に関する基本的
な方針」の策定（※）について定めること。
※国及び学校は策定の義務、地方公共団体は策定の努力義務
2　地方公共団体は、関係機関等の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務
局、警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができるこ
と。

三　基本的施策・いじめの防止等に関する措置
1 　学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策として（1）道徳教育等の充実、（2）早期発見
のための措置、（3）相談体制の整備、（4）インターネットを通じて行われるいじめに対する対
策の推進を定めるとともに、国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として（5）いじめの
防止等の対策に従事する人材の確保等、（6）調査研究の推進、（7）啓発活動について定める
こと。
2 　学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等
の専門家その他の関係者により構成される組織を置くこと。
3 　個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として（1）いじめの事実確認、（2）いじめを受け
た児童生徒又はその保護者に対する支援、（3）いじめを行った児童生徒に対する指導又はそ
の保護者に対する助言について定めるとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われるべき
ものであると認めるときの所轄警察署との連携について定めること。
４　懲戒、出席停止制度の適切な運用等その他いじめの防止等に関する措置を定めること。
四　重大事態への対処
1 　学校の設置者又はその設置する学校は、重大事態に対処し、及び同種の事態の発生の防止
に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うものと
すること。

２　学校の設置者又はその設置する学校は、1の調査を行ったときは、当該調査に係るいじめ
を受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供するものとすること。
3　地方公共団体の長等（※）に対する重大事態が発生した旨の報告、地方公共団体の長等によ
る1の調査の再調査、再調査の結果を踏まえて措置を講ずること等について定めること。　
※公立学校は地方公共団体の長、国立学校は文部科学大臣、私立学校は所轄庁である都道
府県知事

五　雑則
学校評価における留意事項及び高等専門学校における措置に関する規定を設けること。
……………………………………………………………………………………………………………
◉資料16　東京都いじめ防止対策推進条例（抜粋）　　
［平成26（2014）年7月公布、施行］
……………………………………………………………………………………………………………
（基本理念）
第三条　いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の
形成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動
に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨
として行われなければならない。
２　いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実
に守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、児童等がいじめを知りながら放置する

　　17　東京都こども基本条例（抜粋）　　
［令和３（2021）年３月公布、４月施行］
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ことなく、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければ
ならない。

３　学校におけるいじめの防止等のための対策は、いじめの防止等に関する取組を実効的に行う
ため、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならない。

４　いじめの防止等のための対策は、学校に加え、都、区市町村、地域住民、家庭その他の関係
者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

（都の責務）
第五条　都は、第三条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、区市町村並び
にいじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、
及び総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
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主な相談機関
相談の
種類 相談機関／ＨＰアドレス 電話番号 受付時間帯

人
権
一
般

東京都人権プラザ
https://www.tokyo-hrp.jp/consult/consult_main.
html

【一般相談】
03-6722-0124
03-6722-0125
メールアドレス
ippan_sodan『アットマーク』
tokyo-jinken.or.jp
※送信する際は、
『アットマーク』の部分を
半角英数字の@に変更して
ください。

【法律相談】
03-6722-0124
（面接予約）
03-6722-0126
（電話相談）

【一般相談（無料）】　
相談内容や状況に応じて助言を行い、相談者の自主的
な解決を支援するほか、専門性の高い事案等は、必要
に応じて適切な公的相談機関等を紹介するなどしてい
ます。相談は、「電話」「面接」「Ｅメール」「手紙」いず
れでもお受けします。
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30

【法律相談（無料）】
相談者の申し出により、問題解決に向けての「法律的な
助言」を行うことを目的とし、弁護士が「面接」又は「電
話」で相談をお受けします。（相手方との交渉、仲介及
び弁護士の紹介は行いません。）
●面接相談（要予約）
火曜日（毎月第４火曜日・祝日・年末年始を除く）
13：00～16：00（相談時間：40分以内）
●電話相談（予約不要）
毎月第４火（祝日・年末年始を除く）
13：00～16：00（相談時間：15分以内）

みんなの人権110番（法務局）
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html

0570-003-110
（ナビダイヤル）

月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

子
供
・
若
者

東京都若者総合相談センター
「若ナビα」
https://www.wakanavi-tokyo.metro.tokyo.lg.jp

03-3267-0808

【電話相談】
月～土（年末年始を除く）　11：00～23：00
【※メール相談】
HPをご参照ください。
【LINE相談】
月～土（年末年始を除く）　11：00～23：00
HPをご参照ください。
【※面接相談】
事前予約制です。まずは、電話・メール・LINEにてご
相談ください。

※英語、中国語、韓国語での外国語相談も行っています。

ネット・スマホのなやみを解決
「こたエール」
https://www.tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp

0120-1
インターネット

-7
なやみ

830
ゼロ

2
に

（フリーダイヤル）
LINE公式アカウント
「相談ほっとLINE@東京」

【電話相談・LINE相談】
月～土（祝日・年末年始を除く）　15：00～21：00
【メール相談】
HPで24時間受け付けています。

4152（よいこに）電話相談
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
jicen/annai/4152.html

03-3366-4
よいこに

152
聴覚言語障害者用ＦＡＸ
03-3366-6036

月～金　9：00～21：00
土・日・祝日（12/29～1/3を除く）　
9：00～17：00

児童相談所
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
jicen/list.html
（各児童相談所一覧ＵＲＬ）

電話番号については
ＨＰ参照

月～金　9：00～17:00

上記以外の時間帯については、児童相談所全国共通ダ
イヤル189で、相談を受け付けています。

子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京
（児童虐待を防止するためのLINE相談）
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
kodomo/katei/linesoudan.html

ＬＩＮＥの友だち登録に
ついてはＨＰ参照

月～金　9：00～23：00（受付時間は22:30まで）
土・日・祝日　9：00～17：00

東京都教育相談センター
https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp

教育相談一般・
東京都いじめ相談
ホットライン
0120-53-8288
（フリーダイヤル）

【電話相談】
24時間受付対応
【来所相談】
平日　9：00～18：00
毎月第3土　9：00～17：00（8月は第4土）
※来所相談は要予約
【外国人児童・生徒相談】
英語、中国語、韓国・朝鮮語
毎週金　13：00 ～ 17：00
【メール相談】
HPから御相談ください。
【SNS等教育相談】
毎日15:00～23：00（受付時間は22:30まで）
HPを御参照ください。

東京都立小児総合医療センター　
こころの電話相談室
https://www.tmhp.jp/shouni/section/support/
psychology-welfare.html

042-312-8119 月～水(木・金・土・日・祝日・年末年始を除く）
9：30～11：30、13：00～16：30

子どもの人権110番（法務局）
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html

0120-007-110
（フリーダイヤル）

月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

@

11：00~23：00（受付時間は22：30まで） 

11：00~23：00（受付時間は22：30まで） 

親子のための相談LINE

こ

「オンラ
イン」 「電話」いずれでも相談をお受けします。（相手方との 
との交渉、仲介及び弁護士の紹介は行いません。） 

・オンライン相談（要予約） 

電話番号・LINEアカウント等

※原則、都内在住・在勤・在学の方を対象

※返信は、上記電話相談受付時間内に行います。

虐待対応

火曜日・木曜日(祝日・年末年始を除く）
9：00～12：00 

対応

【一般相談】
（相談・予約共通）
電話
03-6722-0124
03-6722-0125
メール
ippan_sodan＠tokyo-jinken.or.jp

【法律相談】
電話
03-6722-0124（予約）
03-6722-0126（相談）
メール
soudan001@tokyojinken.or.jp
（予約）

人権に関する相談について、専門の相談員が「電話」「面
接」「オンライン」「メール」「手紙」にてお受けします。
　●電話相談（予約不要)
　　月～金（祝日・年末年始を除く）
　　9：30 ～ 17：30
　●面接相談・オンライン相談（要予約）
　　月～金（火・木は午前のみ、祝日・年末年始を除く）
　　9：30 ～ 17：30（40分以内）
【法律相談】
人権侵害や日常生活上の法律問題について、弁護士が
「面接」「オンライン」「電話」にて相談に応じます（相手
方との交渉、仲介及び弁護士の紹介は行いません）。
　●面接相談・オンライン相談（要予約）
　　火曜日（毎月第４火曜日、祝日・年末年始を除く）
　　13：00 ～ 16：00（40分以内）
　●電話相談（予約不要）
　　毎月第４火曜日（祝日・年末年始を除く）
　　13：00 ～ 16：00（15分以内）
※原則、都内在住・在勤・在学の方を対象

https://www.tokyo-hrp.jp/consult/consult_main.html

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jicen/list
児童相談所

（各児童相談所一覧URL）

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jicen/annai/4152

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/katei/linesoudan.html

【一般相談】

https://www.tmhp.jp/shouni/section/support/psychology-
welfare.html

https://www.tmhp.jp/shouni/section/support/psychology-welfare.html
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女
性

東京ウィメンズプラザ相談室
https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/consult/
tabid/87/Default.aspx

【一般相談】
03-5467-2455
※ 法律相談・精神科医の面接
相談の予約はこちらにお電
話ください。必要に応じて予
約をお取りいたします。

【DV専用ダイヤル】
03-5467-1721
【外国語によるDV相談】
03-5467-1721
【DV被害に関するLINE相談】
アカウント名
「ささえるライン＠東京」

【男性のための悩み相談】
03-3400-5313

【一般相談】
毎日　9：00～21：00（年末年始を除く）

【法律相談】　予約制
【精神科医の面接相談】　予約制
【DV専用ダイヤル】
毎日　9：00～21：00（年末年始を除く）

【外国語によるDV相談】
毎週　火・木・金（祝日・年末年始を除く）
13：00～16：00
（英・中・韓・タイ・タガログ語）

【DV被害に関するLINE相談】
毎日　14時～20時（年末年始を除く）

【男性のための悩み相談】
毎週　月・水・木　17：00～20：00
毎週　土　14：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）

東京都女性相談センター
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
kodomo/sodan/j_soudan.html

東京都女性相談センター
03-5261-3110

【電話相談】
月～金　9：00～21：00
土日、祝休日、年末年始　9：00～17：00
【来所相談】※予約制
月～金（祝日・年末年始を除く）

東京都女性相談センター
多摩支所
042-522-4232

【電話相談】
月～金（祝日・年末年始を除く）　9：00～16：00
※ 女性相談センター多摩支所の電話相談受付時間外は、上記、
女性相談センター電話03-5261-3110へおかけください。

【来所相談】※予約制
月～金（祝日・年末年始を除く）　

女性の人権ホットライン（法務局）
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html

0570-070-810
（ナビダイヤル）

月～金（祝日・年末年始を除く）　
8：30～17：15

障
害
者

東京都心身障害者福祉センター
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
shinsho/

03-3235-2946 月～金（祝日・年末年始を除く）
9：00～12：00、13：00～17：00

同
和
問
題

同和問題に関する専門相談事業
※令和5年4月1日以降につきましては東京都総務局
人権部ホームページ「じんけんのとびら」内の「相談
機関のご案内」にてご確認ください。

03-6240-6035
火・金（祝日・年末年始を除く）　
9：00～12：00、13：00～17：00
※来所相談は要予約

ア
イ
ヌ
の
人
々

アイヌの方々のための電話相談
（公益財団法人人権教育啓発推進センター）
http://www.jinken.or.jp/archives/10348

0120-771-208
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：00～17：00
※来訪による相談：月～金13：00～17：00(要予約)

外
国
人

東京都外国人相談
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/iken-sodan/
otoiawase/madoguchi/koe/tominnokoe/index.
html

英語　  03-5320-7744
中国語  03-5320-7766
韓国語  03-5320-7700

英語　　月～金 9：30～12：00、13：00～17：00
中国語　火・金 9：30～12：00、13：00～17：00  
韓国語　水     　9：30～12：00、13：00～17：00
（各言語とも、祝日・年末年始を除く）　　

東京都多言語相談ナビ（TMC Navi）
（一般財団法人東京都つながり創生財団）
https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/information/
consultation.html

03-6258-1227

月～金（祝日・年末年始を除く）　10：00～16：00
※ 対応言語：やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、
ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガ
ログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フ
ランス語、インドネシア語、ミャンマー語
対応時間、曜日、言語等の最新情報は、ウェブサイト
等でご確認ください

外国人のための人権相談（外国語
人権相談ダイヤル）（法務局）
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

0570-090911
（ナビダイヤル）

月～金（祝日・年末年始を除く）　9：00 ～ 17：00

※対応言語：英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、
ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、
スペイン語、インドネシア語及びタイ語

８

公益

電話番号・LINEアカウント等

14：00～20：00（年末年始を除く）

東京都女性相談支援センター

【本所】（23区居住の方）
03-5261-3110

【LINE相談】
「女性はーとふるLINE@東京」

【多摩支所】
（多摩・島しょ地区居住の方）
042-522-4232

【本所・電話相談】

【多摩支所・電話相談】

【LINE相談】
毎日（年末年始を除く） 14：00～20：00

英　語 英　語

0120-142-142

毎週　月・水・木　16：00～20：00
毎週　土　13：00～17：00

土日、祝日、年末年始　9：00～17：00

女性の人権に関する相談（法務局）
0570-003-110
（ナビダイヤル）
※令和７年10月１日から「女性の人権
ホットライン」は、「みんなの人権110
番」に統合されました。自動音声ガイダ
ンスに従い、「１番」を入力してください。

※来所相談は必要に応じて実施。要予約。

https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/consult/tabid/87/Default.aspx

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/iken-sodan/otoiawase/
madoguchi/koe/tominnokoe/index.html

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/sodan/j_soudan.html

https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/soudan/navi.html

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/shinsho

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/iken-sodan/otoiawase/madoguchi/koe/tominnokoe/index.html
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
人
権
侵
害

東京都人権プラザ
「インターネットにおける
人権侵害」に関する法律相談
https://www.tokyo-hrp.jp/consult-internet.html

03-6722-0124
（面接予約）

●相談予約電話
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30

●弁護士による面接相談
木（祝日・年末年始を除く）
13：00～16：00（一事例一回40分以内）

（注）この相談は、原則、都内在住、在勤、在学の方を
対象に実施します。

性
自
認
・

性
的
指
向

東京都性自認及び
性的指向に関する専門電話相談

【電話相談】
050-3647-1448
【LINE相談】
アカウント名
「LGBT相談＠東京」

【電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）18：00～22：00

【LINE相談】
月・水・木（祝日・年末年始を除く）17：00～22：00

エ
イ
ズ
・

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

東京都ＨＩＶ/エイズ電話相談
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/aids/sodan.html

03-3227-3335
月～金（年末年始を除く）
12：00～21：00
土・日・祝日（年末年始を除く）
14：00～17：00

犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族

東京都総合相談窓口
(公益社団法人被害者支援都民センター）
http://www.shien.or.jp

03-5287-3336
042-506-1042
（多摩支所）

月・木・金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30
火・水（祝日・年末年始を除く）
9：30～19：00

東京都性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センター
（性暴力救援ダイヤルNaNa）
https://sarc-tokyo.org/

全国共通フリーダイヤル
#8891（携帯電話、NTT
アナログ固定電話）
0120-8891-77（NTT
ひかり）

性暴力救援ダイヤルNaNa
03-5577-3899（有料）

電話相談
面接相談
24時間365日受付

警視庁犯罪被害者ホットライン
http://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/
shien/index.html

03-3597-7830 月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

弁護士会犯罪被害者支援センター
（東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会）
https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/
madoguchi/higaisya.html
http://www.ichiben.or.jp/soudan/trouble/
hanzaihigai
ht tps://niben. jp/service/soudan/kei ji/
hanzaihigaisha.html

03-3581-6666
月～金（祝日・年末年始を除く）
11：00～16：00
※必要に応じて面接相談を実施（初回無料）

法
律
問
題
に
関
す
る
相
談

霞が関法律相談センター
https://www.horitsu-sodan. jp/soudan/
kasumigaseki.html

03-3581-1511
弁護士会による法律相談（有料）
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～16：30

日本司法支援センター
（法テラス）
https://www.houterasu.or.jp

法テラス・
サポートダイヤル
0570-078374
（ナビダイヤル）

月～金
9：00～21：00
土
9：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）

https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/soudan/
navi.html
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に
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東京都人権プラザ
「インターネットにおける
人権侵害」に関する法律相談
https://www.tokyo-hrp.jp/consult-internet.html

03-6722-0124
（面接予約）

●相談予約電話
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30

●弁護士による面接相談
木（祝日・年末年始を除く）
13：00～16：00（一事例一回40分以内）

（注）この相談は、原則、都内在住、在勤、在学の方を
対象に実施します。

性
自
認
・

性
的
指
向

東京都性自認及び
性的指向に関する専門電話相談

【電話相談】
050-3647-1448
【LINE相談】
アカウント名
「LGBT相談＠東京」

【電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）18：00～22：00

【LINE相談】
月・水・木（祝日・年末年始を除く）17：00～22：00

エ
イ
ズ
・

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

東京都ＨＩＶ/エイズ電話相談
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/aids/sodan.html

03-3227-3335
月～金（年末年始を除く）
12：00～21：00
土・日・祝日（年末年始を除く）
14：00～17：00

犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族

東京都総合相談窓口
(公益社団法人被害者支援都民センター）
http://www.shien.or.jp

03-5287-3336
042-506-1042
（多摩支所）

月・木・金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30
火・水（祝日・年末年始を除く）
9：30～19：00

東京都性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センター
（性暴力救援ダイヤルNaNa）
https://sarc-tokyo.org/

全国共通フリーダイヤル
#8891（携帯電話、NTT
アナログ固定電話）
0120-8891-77（NTT
ひかり）

性暴力救援ダイヤルNaNa
03-5577-3899（有料）

電話相談
面接相談
24時間365日受付

警視庁犯罪被害者ホットライン
http://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/
shien/index.html

03-3597-7830 月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

弁護士会犯罪被害者支援センター
（東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会）
https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/
madoguchi/higaisya.html
http://www.ichiben.or.jp/soudan/trouble/
hanzaihigai
ht tps://niben. jp/service/soudan/kei ji/
hanzaihigaisha.html

03-3581-6666
月～金（祝日・年末年始を除く）
11：00～16：00
※必要に応じて面接相談を実施（初回無料）

法
律
問
題
に
関
す
る
相
談

霞が関法律相談センター
https://www.horitsu-sodan. jp/soudan/
kasumigaseki.html

03-3581-1511
弁護士会による法律相談（有料）
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～16：30

日本司法支援センター
（法テラス）
https://www.houterasu.or.jp

法テラス・
サポートダイヤル
0570-078374
（ナビダイヤル）

月～金
9：00～21：00
土
9：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）

東京都人権プラザ
「インターネットにおける
人権侵害」に関するSNS（LINE）相談 

アカウント名
「インターネットにおける
人権侵害相談＠東京」 
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に
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東京都人権プラザ
「インターネットにおける
人権侵害」に関する法律相談
https://www.tokyo-hrp.jp/consult-internet.html

03-6722-0124
（面接予約）

●相談予約電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）
　9：30～17：30
●弁護士による面接相談
　木（祝日・年末年始を除く）
　13：00～16：00（一事例一回40分以内）
（注）この相談は、原則、都内在住、在勤、在学の方を
対象に実施します。

性
自
認
・

性
的
指
向

東京都性自認及び
性的指向に関する専門電話相談

【電話相談】
050-3647-1448
【LINE相談】
アカウント名
「LGBT相談＠東京」

【電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）18：00～22：00

【LINE相談】
月・水・木（祝日・年末年始を除く）17：00～22：00

エ
イ
ズ
・

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

東京都ＨＩＶ/エイズ電話相談
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/aids/sodan.html

03-3227-3335
月～金（年末年始を除く）
12：00～21：00
土・日・祝日（年末年始を除く）
14：00～17：00

犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族

東京都総合相談窓口
(公益社団法人被害者支援都民センター）
http://www.shien.or.jp

03-5287-3336
042-506-1042
（多摩支所）

月・木・金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30
火・水（祝日・年末年始を除く）
9：30～19：00

東京都性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センター
（性暴力救援ダイヤルNaNa）
https://sarc-tokyo.org/

全国共通フリーダイヤル
#8891（携帯電話、NTT
アナログ固定電話）
0120-8891-77（NTT
ひかり）

性暴力救援ダイヤルNaNa
03-5577-3899（有料）

電話相談
面接相談
24時間365日受付

警視庁犯罪被害者ホットライン
http://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/
shien/index.html

03-3597-7830 月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

弁護士会犯罪被害者支援センター
（東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会）
https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/
madoguchi/higaisya.html
http://www.ichiben.or.jp/soudan/trouble/
hanzaihigai
ht tps://niben. jp/service/soudan/kei ji/
hanzaihigaisha.html

03-3581-6666
月～金（祝日・年末年始を除く）
11：00～16：00
※必要に応じて面接相談を実施（初回無料）

法
律
問
題
に
関
す
る
相
談

霞が関法律相談センター
https://www.horitsu-sodan. jp/soudan/
kasumigaseki.html

03-3581-1511
弁護士会による法律相談（有料）
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～16：30

日本司法支援センター
（法テラス）
https://www.houterasu.or.jp

法テラス・
サポートダイヤル
0570-078374
（ナビダイヤル）

月～金
9：00～21：00
土
9：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）
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に
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東京都人権プラザ
「インターネットにおける
人権侵害」に関する法律相談
https://www.tokyo-hrp.jp/consult-internet.html

03-6722-0124
（面接予約）

●相談予約電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）
　9：30～17：30
●弁護士による面接相談
　木（祝日・年末年始を除く）
　13：00～16：00（一事例一回40分以内）
（注）この相談は、原則、都内在住、在勤、在学の方を
対象に実施します。

性
自
認
・

性
的
指
向

東京都性自認及び
性的指向に関する専門電話相談

【電話相談】
050-3647-1448
【LINE相談】
アカウント名
「LGBT相談＠東京」

【電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）18：00～22：00

【LINE相談】
月・水・木（祝日・年末年始を除く）17：00～22：00

エ
イ
ズ
・

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

東京都ＨＩＶ/エイズ電話相談
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/aids/sodan.html

03-3227-3335
月～金（年末年始を除く）
12：00～21：00
土・日・祝日（年末年始を除く）
14：00～17：00

犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族

東京都総合相談窓口
(公益社団法人被害者支援都民センター）
http://www.shien.or.jp

03-5287-3336
042-506-1042
（多摩支所）

月・木・金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30
火・水（祝日・年末年始を除く）
9：30～19：00

東京都性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センター
（性暴力救援ダイヤルNaNa）
https://sarc-tokyo.org/

全国共通フリーダイヤル
#8891（携帯電話、NTT
アナログ固定電話）
0120-8891-77（NTT
ひかり）

性暴力救援ダイヤルNaNa
03-5577-3899（有料）

電話相談
面接相談
24時間365日受付

警視庁犯罪被害者ホットライン
http://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/
shien/index.html

03-3597-7830 月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

弁護士会犯罪被害者支援センター
（東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会）
https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/
madoguchi/higaisya.html
http://www.ichiben.or.jp/soudan/trouble/
hanzaihigai
ht tps://niben. jp/service/soudan/kei ji/
hanzaihigaisha.html

03-3581-6666
月～金（祝日・年末年始を除く）
11：00～16：00
※必要に応じて面接相談を実施（初回無料）

法
律
問
題
に
関
す
る
相
談

霞が関法律相談センター
https://www.horitsu-sodan. jp/soudan/
kasumigaseki.html

03-3581-1511
弁護士会による法律相談（有料）
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～16：30

日本司法支援センター
（法テラス）
https://www.houterasu.or.jp

法テラス・
サポートダイヤル
0570-078374
（ナビダイヤル）

月～金
9：00～21：00
土
9：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）
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東京都人権プラザ
「インターネットにおける
人権侵害」に関する法律相談
https://www.tokyo-hrp.jp/consult-internet.html

03-6722-0124
（面接予約）

●相談予約電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）
　9：30～17：30
●弁護士による面接相談
　木（祝日・年末年始を除く）
　13：00～16：00（一事例一回40分以内）
（注）この相談は、原則、都内在住、在勤、在学の方を
対象に実施します。

性
自
認
・

性
的
指
向

東京都性自認及び
性的指向に関する専門電話相談

【電話相談】
050-3647-1448
【LINE相談】
アカウント名
「LGBT相談＠東京」

【電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）18：00～22：00

【LINE相談】
月・水・木（祝日・年末年始を除く）17：00～22：00

エ
イ
ズ
・

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

東京都ＨＩＶ/エイズ電話相談
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/aids/sodan.html

03-3227-3335
月～金（年末年始を除く）
12：00～21：00
土・日・祝日（年末年始を除く）
14：00～17：00

犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族

東京都総合相談窓口
(公益社団法人被害者支援都民センター）
http://www.shien.or.jp

03-5287-3336
042-506-1042
（多摩支所）

月・木・金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30
火・水（祝日・年末年始を除く）
9：30～19：00

東京都性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センター
（性暴力救援ダイヤルNaNa）
https://sarc-tokyo.org/

全国共通フリーダイヤル
#8891（携帯電話、NTT
アナログ固定電話）
0120-8891-77（NTT
ひかり）

性暴力救援ダイヤルNaNa
03-5577-3899（有料）

電話相談
面接相談
24時間365日受付

警視庁犯罪被害者ホットライン
http://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/
shien/index.html

03-3597-7830 月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

弁護士会犯罪被害者支援センター
（東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会）
https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/
madoguchi/higaisya.html
http://www.ichiben.or.jp/soudan/trouble/
hanzaihigai
ht tps://niben. jp/service/soudan/kei ji/
hanzaihigaisha.html

03-3581-6666
月～金（祝日・年末年始を除く）
11：00～16：00
※必要に応じて面接相談を実施（初回無料）

法
律
問
題
に
関
す
る
相
談

霞が関法律相談センター
https://www.horitsu-sodan. jp/soudan/
kasumigaseki.html

03-3581-1511
弁護士会による法律相談（有料）
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～16：30

日本司法支援センター
（法テラス）
https://www.houterasu.or.jp

法テラス・
サポートダイヤル
0570-078374
（ナビダイヤル）

月～金
9：00～21：00
土
9：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）
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東京都人権プラザ
「インターネットにおける
人権侵害」に関する法律相談
https://www.tokyo-hrp.jp/consult-internet.html

03-6722-0124
（面接予約）

●相談予約電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）
　9：30～17：30
●弁護士による面接相談
　木（祝日・年末年始を除く）
　13：00～16：00（一事例一回40分以内）
（注）この相談は、原則、都内在住、在勤、在学の方を
対象に実施します。

性
自
認
・

性
的
指
向

東京都性自認及び
性的指向に関する専門電話相談

【電話相談】
050-3647-1448
【LINE相談】
アカウント名
「LGBT相談＠東京」

【電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）18：00～22：00

【LINE相談】
月・水・木（祝日・年末年始を除く）17：00～22：00

エ
イ
ズ
・

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

東京都ＨＩＶ/エイズ電話相談
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/aids/sodan.html

03-3227-3335
月～金（年末年始を除く）
12：00～21：00
土・日・祝日（年末年始を除く）
14：00～17：00

犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族

東京都総合相談窓口
(公益社団法人被害者支援都民センター）
http://www.shien.or.jp

03-5287-3336
042-506-1042
（多摩支所）

月・木・金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30
火・水（祝日・年末年始を除く）
9：30～19：00

東京都性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センター
（性暴力救援ダイヤルNaNa）
https://sarc-tokyo.org/

全国共通フリーダイヤル
#8891（携帯電話、NTT
アナログ固定電話）
0120-8891-77（NTT
ひかり）

性暴力救援ダイヤルNaNa
03-5577-3899（有料）

電話相談
面接相談
24時間365日受付

警視庁犯罪被害者ホットライン
http://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/
shien/index.html

03-3597-7830 月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

弁護士会犯罪被害者支援センター
（東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会）
https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/
madoguchi/higaisya.html
http://www.ichiben.or.jp/soudan/trouble/
hanzaihigai
ht tps://niben. jp/service/soudan/kei ji/
hanzaihigaisha.html

03-3581-6666
月～金（祝日・年末年始を除く）
11：00～16：00
※必要に応じて面接相談を実施（初回無料）

法
律
問
題
に
関
す
る
相
談

霞が関法律相談センター
https://www.horitsu-sodan. jp/soudan/
kasumigaseki.html

03-3581-1511
弁護士会による法律相談（有料）
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～16：30

日本司法支援センター
（法テラス）
https://www.houterasu.or.jp

法テラス・
サポートダイヤル
0570-078374
（ナビダイヤル）

月～金
9：00～21：00
土
9：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）

相談 

【当事者向け電話相談】
050-3647-1448
【事業者向け電話相談】
050-3138-4011
【当事者向けL I N E相談】
アカウント名
「LGBT 相談＠東京」

【当事者向け電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）　18：00 ～ 22：00
【事業者向け電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）　10：00 ～ 17：00
【当事者向けL I N E相談】
月・水・木（祝日・年末年始を除く）　17：00 ～ 22：00

9 ：30～12 ：00 、13 ：00～16 ：30

電話番号・LINEアカウント等

03-6722-0126
（電話相談）

03-6722-0124
（面接予約）

【当事者向け電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）　18：00 ～ 22：00
【事業者向け電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）　10：00 ～ 17：00
【当事者向けL I N E相談】
月・水・木（祝日・年末年始を除く）　17：00 ～ 22：00
※受付は21:30まで

弁護士による面接・オンライン相談（要予約）

（40分以内）
木（毎月第４木曜日、祝日・年末年始を除く）

性被害相談窓口
（LINE相談）

アカウント名
「相談ほっとLINE＠東京」

月・水・金・土（祝日・年末年始を除く）
16：00～21：00　※受付は20：30まで

弁護士による電話相談（予約不要）
毎月第４木曜日（祝日・年末年始を除く）
13：00～16：00（15分以内）

※原則、都内在住、在勤、在学の方を対象

月～金（祝日・年末年始を除く）
11：00～16：00
※必要に応じて面接相談を実施（初回無料）
※弁護士が直接電話に応じ、上記受付時間の中でまずは
電話相談（30分以内）を行います。

03-6205-9531
弁護士会による法律相談（有料）
月～土（祝祭日・年末年始を除く）
9：30～12：00、13：00～16：30

月～金（祝日・年末年始を除く）
16：00 ～ 22：00（受付は21：30 まで）
（１日１回程度60分以内）
※原則、都内在住、在勤、在学の方を対象

03-3222-9050
042-506-1042
（多摩支所）
【メール相談】
https://www.shien.or.jp

・全国共通フリーダイヤル
#8891（携帯電話、NTTアナログ
固定電話）
  0120-8891-77（NTT ひかり）
・性暴力救援ダイヤルNaNa
  03-5577-3899（有料）
・子供・保護者専用性被害相談
ホットライン
都内から0120-333-891
都外から03-6811-0850(有料)

２4時間365日受付

https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/madoguchi/higaisya.html

http://www.ichiben.or.jp/soudan/trouble/hanzaihigai

https://niben.jp/service/soudan/keiji/hanzaihigaisha.html

https://www.horitsu-sodan.jp/center/shinjukusougou.html
新宿総合法律相談センター

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/
aids/sodan.html

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/hanzai/
higaisyamadoguti

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/
hanzai/onestop

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/shien/index.
html

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/aids/sodan.html
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/hanzai/higaisyamadoguti
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/hanzai/onestop
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/shien/index.html
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悩
ん
で
い
る
人
の
相
談

東京都ひきこもりサポートネット
https://www.hikikomori-tokyo.jp/

0120-529-528
※メール、訪問、ピアサポー
ター（ひきこもりの経験があ
る方やそのご家族）によるオ
ンライン相談も受け付けてお
ります。詳細はHPをご参照
ください。

月～土（祝日、12/29～1/3を除く）
10：00～17：00

こころといのちのほっとライン
（東京都自殺相談ダイヤル）
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
kokonavi/

0570-087478
（ナビダイヤル）

12：00～翌朝5：30
年中無休

東京いのちの電話
https://www.indt.jp/

03-3264-4343 24時間（年中無休）
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
人
権
侵
害

東京都人権プラザ
「インターネットにおける
人権侵害」に関する法律相談
https://www.tokyo-hrp.jp/consult-internet.html

03-6722-0124
（面接予約）

●相談予約電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）
　9：30～17：30
●弁護士による面接相談
　木（祝日・年末年始を除く）
　13：00～16：00（一事例一回40分以内）
（注）この相談は、原則、都内在住、在勤、在学の方を
対象に実施します。

性
自
認
・

性
的
指
向

東京都性自認及び
性的指向に関する専門電話相談

【電話相談】
050-3647-1448
【LINE相談】
アカウント名
「LGBT相談＠東京」

【電話相談】
火・金（祝日・年末年始を除く）18：00～22：00

【LINE相談】
月・水・木（祝日・年末年始を除く）17：00～22：00

エ
イ
ズ
・

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

東京都ＨＩＶ/エイズ電話相談
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/aids/sodan.html

03-3227-3335
月～金（年末年始を除く）
12：00～21：00
土・日・祝日（年末年始を除く）
14：00～17：00

犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族

東京都総合相談窓口
(公益社団法人被害者支援都民センター）
http://www.shien.or.jp

03-5287-3336
042-506-1042
（多摩支所）

月・木・金（祝日・年末年始を除く）
9：30～17：30
火・水（祝日・年末年始を除く）
9：30～19：00

東京都性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センター
（性暴力救援ダイヤルNaNa）
https://sarc-tokyo.org/

全国共通フリーダイヤル
#8891（携帯電話、NTT
アナログ固定電話）
0120-8891-77（NTT
ひかり）

性暴力救援ダイヤルNaNa
03-5577-3899（有料）

電話相談
面接相談
24時間365日受付

警視庁犯罪被害者ホットライン
http://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/
shien/index.html

03-3597-7830 月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

弁護士会犯罪被害者支援センター
（東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会）
https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/
madoguchi/higaisya.html
http://www.ichiben.or.jp/soudan/trouble/
hanzaihigai
ht tps://niben. jp/service/soudan/kei ji/
hanzaihigaisha.html

03-3581-6666
月～金（祝日・年末年始を除く）
11：00～16：00
※必要に応じて面接相談を実施（初回無料）

法
律
問
題
に
関
す
る
相
談

霞が関法律相談センター
https://www.horitsu-sodan. jp/soudan/
kasumigaseki.html

03-3581-1511
弁護士会による法律相談（有料）
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：30～16：30

日本司法支援センター
（法テラス）
https://www.houterasu.or.jp

法テラス・
サポートダイヤル
0570-078374
（ナビダイヤル）

月～金
9：00～21：00
土
9：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）

※メール、訪問、来所、ピアサポー
　ター（ひきこもりの経験がある方や
　そのご家族）によるオンライン相談
　も受け付けております。詳細はHP
　をご参照ください。

電話番号・LINEアカウント等

月～土（祝日、年末年始を除く）

SNS相談
「生きるのがつらいと感じたら…」
窓口 

犯罪お悩みなんでも相談
（万引きや暴力、痴漢などの
犯罪行為をしてしまうご本人、
そのご家族または関係者の方など、
あらゆる犯罪に関する悩みをお持ちの方）

とうきょう自死遺族総合支援窓口

【アカウント名】
「相談ほっとLINE＠東京」

15：00～22：30
年中無休

火曜日・木曜日・土曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時から午後5時まで03-6907-0511

【電話相談】
03-5357-1536
【メール相談】
ホームページをご覧ください。

【電話相談】
月～金　14：00～18：00
　　日　13：00～17：00
（祝日を除く）
【メール相談】
24時間受付（概ね１週間以内に返信）

https://www.indt.jp/

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.
lg.jp/kenkou/tokyokaigi/torikumi/
izokushienmadoguchi

https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/
kokonavi/

https://www.restanet-tokyo.metro.tokyo.
lg.jp/soudan/

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/tokyokaigi/torikumi/izokushienmadoguchi
https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/kokonavi/
https://www.restanet-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/soudan/


はじめに

　わが国の憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、

信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会

的関係において、差別されない」と定めています。

　しかし、今日なお、同和問題をはじめ子供や女性、障害者、民族、

人種等による差別問題等、人権に関わる様々な問題があります。

　また、最近は、インターネット等の普及に伴い新たな人権問題も

発生しています。人権問題の解決のためには、家庭、職場、地域社

会などの全ての領域で人権尊重の理念が実現されることがきわめて

大切です。

　東京都では、個人の尊厳と自由・平等が最大限尊重される差別の

ない社会の実現を目指し、「東京都人権施策推進指針」及び「東京

都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条

例」に基づき、人権施策を総合的に推進しています。

　この冊子は、日頃から、青少年の健全育成に関わっておられる皆

様に、様々な人権問題を、身近な問題として取り上げ、理解と認識

をより一層深めていただくための一助として作成したものです。

　広く御活用されますよう心から希望いたします。

令和５年３月

東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部
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